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研　究　の　概　要

1研究題目

現代民主主義社会の市民を育成する歴史カリキュラムの開発研究

2　研究組織

研究代表者：池野　範男（広島大学教育学部教授）

研究協力者：植田　　健（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

笠崎　俊正（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

久保啓本郎（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

河野　　暁（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

渡部　竜也（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

岩元　光博（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

角田　将士（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

土居　延匡（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

西村　弘治（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

平田　浩一（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

松本　佳子（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

三輪　玲子（広島大学大学院教育学研究科博士課程前期）

重松　　純（広島大学研究生）

3　研究経費

平成10年度

平成11年度

平成12年度

1．200千円

600千円

600千円

計 2，400千円

4　研究の目的と方法

（1）研究の背景

社会科教育が成立し，50年を経た。この間社会科教育はつねに民主主義社会における市民の育成を

担う中核教科として位置づけられてきた。この課題を社会科教育は充分果たしていたとは到底いえな

い。とりわけ歴史教育はそうである。歴史教育は再度民主主義社会における役割を確定する必要がある。

現代の社会科も，現代の社会の社会的政治的課題を解決する市民を育成する教科である。しかしな

がら，このような社会科の使命は教科の目標に示されても，カリキュラム上には反映されていない。
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歴史は日本史や外国史の通史でそのカリキュラムを構成している。現代の社会が民主主義社会として

発展しようとしているとき，歴史教育はこのような通史で構成されたものでその役割を果たすことが

できるのだろうかという疑問が涌いてくる。広く諸外国の歴史教育を参照し，また，授業実践も視野

に入れて，この疑問に理論的に，また，具体的に答えることが必要であろう。

1990年代になり，ドイツ，イギリス，アメリカにおける歴史教育は新たな展開を示している。ドイ

ツでは東西ドイツ統合という画期的な出来事を通して歴史カリキュラムを冷戦構造のカリキュラムか

ら民主主義社会のカリキュラムへ変貌させている。イギリスではナショナル・カリキュラムの制定，

改訂を通じて歴史教育の変革を推進している。また，アメリカでは，ナショナル・スタンダードの作

成，改訂を通じて歴史教育の本質をめぐる論争が巻き起とっている。1990年代の歴史教育は世界的現

象として新たな展開をしているといえるだろう。

このような世界的状況を受けて，わが国の歴史教育は，再度社会的政治的課題を担うものに再構築

する必要があると思われる。

（2）研究の目的と方法

現代の社会において新たに求められている歴史教育の役割と機能を明らかにするために，本研究に

おける第一の目的を，歴史カリキュラムの多様な形態を類型的に解明することとし，第二の目的は，

現代の民主主義社会に求められている歴史教育とは何かを検討し究明することとする。

第－の目的のために，外国の歴史カリキュラムを収集し，多様な歴史教育を分析し，現在の歴史教

育とはことなった原理を探求する。また，わが国で新しく行われている歴史教育実践を広く収集し，

分析し，わが国で現在求められている歴史教育の新しい役割と機能を究明する。

第二の目的のために，現代民主主義社会に求められている歴史教育の新しい形態を社会科教育の体

系に組み込むための教科原理，カリキュラム原理，授業構造を検討し，歴史教育の新しい役割を提示する。

5　研究の特質と意義

本研究の特質と意義は次の四点である。

第一は，年代史，通史というこれまでの歴史教育や歴史カリキュラムの原理を越えることである。

常識や通念としての歴史教育や歴史カリキュラムは，歴史を古代から現代への時間的経過であること，

また，出来事や事件を中心に構成することを前提にしている。本研究では，このような常識や通念自

体を疑い，それを越えた歴史教育や歴史カリキュラムの原理を見つけようとする。

第二は，新しい歴史教育の基盤として，歴史のディスコース論を提示していることである。本研究

では，歴史が存在としてあるのではなく，構成されたディスコースとして見ることによって，歴史教

育の教室実態と合致させることができる。これまでの歴史教育では，歴史そのものの存在を教えると

いう不可能なことを行おうとしていた。これを批判・反省し，歴史はわれわれが構成したディスコー

スであるという歴史教育の教室実態に即すものに歴史教育の考えを転換させるのである。

第三は，現代民主主義社会における社会原理である社会形成を社会科教育とともに，歴史教育の基

本原理にしていることである。社会科教育と歴史教育を同一の原理の下に置き，歴史教育を同じ構成

原理によって社会科という一教科の中に位置づけ予ことができることを明らかにしたことである。こ

れまでの社会科教育研究では，社会科教育を地理教育，歴史教育，公民教育に分けたときには，これ

ら三つはちがった原理でことなった役割を果たすと考えられてきた。本研究では，その考えを覆し，

同じ原理で同じ役割を果たすという考えを提示したのである。

第四は，歴史教育によって民主主義社会の形成を担う市民を育成する方法原理を示したことである。
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民主主義社会を形成する原理である批判を社会科，そして歴史教育の方法原理にすることによって，

社会形成力を育成する社会科，歴史教育を構築することができるようになる。従来の歴史教育は，無

批判的か批判的かのちがいがあるにしても，単に社会（やその歴史）を受容してきた。本研究では，

社会（やその歴史）を批判し新たに構築・形成することが，社会科（歴史）教室の役割であることを

明確に示したのである。

この四点は，社会科が批判主義にもとづいて遂行されるという研究代表者の基本的な見解1）によっ

て，明らかにされたものである。

6　研究経過

（1）平成10年度の研究

平成10年度には次の二点を中心に行った。

①　諸外国の歴史教科書，社会科教科書などを収集し，歴史教科書，社会科教科書に示されたカリ

キュラム構造，授業構造を分析した。

②　新しい歴史教育実践を構築しようとしている教育者の授業実践を収集し，各実践の構造を分析

し，その実践がめざす歴史教育の方向性を確認した。

（2）平成11年度の研究

平成11年度には次の三点を中心に行った。

①　諸外国の歴史教科書，社会科教科書などを収集し，歴史教科書，社会科教科書に示されたカリ

キュラム構造，授業構造を分析した。

②　新しい歴史教育実践を構築しようとしている教育者の授業実践を収集し，各実践の構造を分析

し，現代の歴史教育の方向性と問題点を解明した。

③　現代の歴史教育の問題点を解決する原理を明らかにし，それにもとづいた歴史授業を社会問題

史として開発し，一部を論文として発表した2）。

（3）平成12年度の研究

平成12年度には次の四点を中心に行った。

①　諸外国の歴史教科書，社会科教科書などを分析し，カリキュラム原理，授業原理を解明した。

②　新しい歴史教育実践を構築しようとしている教育者の授業実践を収集し，各実践の構造を分析

し，現代の社会科教育や歴史教育の問題点と課題を究明した。

③　現代の歴史教育の課題を解決する原理を探求し，それにもとづいた地理授業，歴史授業を開発

した。

④　三ヶ年の研究をまとめ，研究成果報告書を作成した。

注

1）池野範男「批判主義の社会科」r社会科研究」第50号，1999年，61－70頁。

2）池野範男，ほか「近現代史学習の授業開発の研究（IV）一社全問題史学習の小単元「男女平等を考え

る」－」広島大学教育学部・関係附属学校園共同研究体制r研究紀要j第28号，2000年，107－116頁。
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コ、現代民主主義社会における

歴史カリキュラム原理の探求



第　1　葦

歴史カリキュラムとその研究の

現状と問題点

0　問題の所在

本章の目的は，わが国における歴史カリキュラムの現状を把握し，その問題点を指摘することである。

現在，社会科教育，歴史教育は閉塞状況にあり，研究者，教師，生徒，両親，行政当局もこの状況

を抜け出せないところにいる。歴史教育，とくに歴史カリキュラム論上の問題点として，年代史構成

を指摘することができる。歴史教育の内容編成原理として通用している年代史構成は，歴史の事実で

もって過去から現在までを古い順に並べ，時代を追って歴史全体を教えることを目的にしたものであ

る。この年代史構成それ自体が問題のかたまりである。とりわけ，次の二点が問題である。すなわち，

一つは歴史的事実（ここでは，史実ということにしよう）を教える（史実とその等価性）という神話

にとらわれていること，もう一つは内容の選択基準がないこと（内容の等価性），である。歴史カリ

キュラム論における内容編成原理としての年代史構成はこの二つの等価性にもとづもている。そして，

これまで歴史教育研究はこの二つの等価性にとらわれすぎていた。これらの等価性を克服することが，

歴史カリキュラム研究の最大の課題である。

近年，多くの歴史教育論で近現代史重視が主張されている。この主張は，歴史教育の内容を構成す

る諸時代は等価ではなく，現在に近い近代や現代が重要であると考えている。この主張の根拠づけに

は二つの種類がある。一つは歴史そのものの側において根拠づけるものであり，もう一つは，歴史を

見る側，学ぶ側において根拠づけるものであろ。前者の歴史そのものの側において根拠づけられると

いう考えは不可能である。というのも学習対象となる歴史は史実であれ時代であれ，それ自体におい

て有意義であったり，無意義であったり，またより重要であったりすることを示すことはないからで

ある。有意義，無意義の区別や重要性は，われわれが他の史実や他の時代と比較して，われわれの設

定する観点において作り出されるものだからである。したがって，歴史における史実や時代の差異は

われわれと歴史との関連において生ずるものなのである。そうであるならば，近現代史重視という主

張は，われわれとの関連，学習者と歴史との関連において根拠づけられるものであろう。

現在多くの歴史教育論はまた，年代史構成を採用しながら，近現代史重視を主張する。近現代史重

視と年代史構成とは本来相入れないものである。近現代史重視という主張の根拠は，各時代がわれわ

れと歴史との関連において差異を作り出すことである。この時代の差異化によって近現代という時代

が他の時代より重要視される。つ奉り，各時代は等価のものではなくなる‾のである。

しかし，年代史構成は，次のような特徴をもっている。

a．各時代の史実を語ること

b．各時代は基本的に欠くことができないこと

C．各時代は同等の価値をもっていること

これらの三点によって，年代史構成は時代を全体的に捉え，かつ，時代を網羅する。この条件がと
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とのったとき，理論上各時代は等価な価値関係になる。各時代，また，その中の史実の各々が等価な

ものと位置づけられると，あれもこれも教える必要が出てくる。結局，この構成それ自体では教材選

択は不可能となる。年代史構成にもとづくかぎり，本来近現代史重視という主張はできないのである。

年代史構成の特徴であるこれら三点こそ，歴史教育を歴史の中に閉じ込め，歴史教育の閉塞状況を

作り出しているものなのである。

そこで，ここではこれら三点から歴史カリキュラムを考察し，その理論的問題点を提示することに

しよう。その際，中学校歴史カリキュラムを事例として取り上げ，そこにおいて歴史学習が歴史理解

としていかなる形で示されるのかを明らかにすることにしたい。

1年代史構成における歴史カリキュラムの類型化

1955（昭和30）年版学習指導要領以降，これまで40数年間学習指導要領に従って行われてきた歴史

カリキュ．ラムは年代史構成を採用してきた。この年代史構成に限定し，その歴史内容を類型化し，そ

れにもとづいて現実に行われている歴史カリキュラムの問題点を明らかにする。

この類型化では，歴史という対象をどのようなものとして見るのかということを指標にする。この

指標にもとづくと，歴史カリキュラムは二つに分けることができる。つまり，史実としての歴史と時

代としての歴史である。これらは別々のものではない。後者の時代としての歴史は，前者の史実とし

ての歴史を包含している。しかし，ここでは別個のものとして取り扱う。また，これら二つは内的に

等価か否かという指標によって，さらに二分される。

このように二つの指標によって作成される歴史カリキュラムの類型は次の四つである。

第一類型：史実の等価性にもとづく歴史カリキュラム

第二類型：史実の非等価性にもとづく歴史カリキュラム

第三類型：時代の等価性にもとづく歴史カリキュラム

第四類型：時代の非等価性にもとづく歴史カリキュラム

これら四つの類型の特徴と基本的問題点を考察することにしよう。

1．1．第一類型：史実の等価性にもとづく歴史カリキュラム

このカリキュラムでは歴史教育の内容は史実であり，この史実を教授することが歴史教育の最大の

任務だと考える。というのも，史実は誰が見ても動かすことができない正確なものだからである。し

たがって，不偏不党の立場に立つならば，この史実が教育されるべきだと考えるのである。

しかし，このカリキュラムは現実には構成できない理念型である。その理由は二つある。

一つは，史実の等価性は論理的には不可能であることである。史実が等価であるとすると，史実は

無限大に拡大し，選択が必然となる。このとき，第一類型は論理的に崩壊する。第一類型を具象的に

示すと，このカリキュラムは年表になる。年表にどのような小さな字で書き入れようが，そのスペー

スは限られている。この有限なところに無限にある史実を入れようとすることが年表づくりなのであ

る。年表を作るということは，史実の選択を行うことなのである。史実を等価なものと見ず，個々の

史実に優劣をつけている。年表作成上において史実は等価性を失っているのである。

第一類型が論理的に崩壊するもう一つの理由は，史実を同一レベルのものとして示すことができな

いからである。年表の中に示される史実が同一のレベルにはなく，史実として特定されないことであ

る。大阪書籍の中学校歴史教科書（1988年）についている年表には，おもな出来事として，次のよう

－8－



なものが示されている1）。

603　冠位十二階を定める

604　十七条憲法の制定

607　小野妹子を隋に遣わす（遣隋使）

630　遣唐使のはじめ

645　大化の改新

672　壬申の乱，天皇の力強まる

これらの出来事には，個人の行為のほかに，事件，その結果まで示されている。事件の結果を取り除

いたとしても，個人の行為と事件とは同一のレベルとはいえない。大化の改新という事件は，中大兄

皇子や中臣鎌足がどうした，蘇我蝦夷や入鹿がどうしたという一連の行為を含み込んでいる。また，

行為と事件との関係は相対的なものであろう。したがって，一義的には決定しえないものである。

これらの理由から，第一類型は，理念上では成立可能なものであっても，現実には成立しえないも

のなのである。

1．2．第二類型：史実の非等価性にもとづく歴史カリキュラム

史実の非等価性にもとづく歴史カリキュラムは，いわゆる出来事（事件）史カリキュラムである。

この出来事（事件）史カリキュラムには，明示化した時代区分はないが，各々の出来事（事件）の選

択では暗黙上で時代区分が働く。この歴史カリキュラムの事例として，古くはわが国初の公募歴史教

科書F高等小学歴史j（1891（明治24）年）や，安井俊夫r歴史の授業108時間（上・下）』（地歴社，1990

年）を挙げることができる。

第二類型の歴史カリキュラムは，史実，出来事，事件の重要性の度合を選択基準にして，教える史

実，出来事，事件を選択し，より重要なものを取り上げ，時間的に古い順に並べているのである。

1．3．第三類型：時代の等価性にもとづく歴史カリキュラム

第三類型の歴史カリキュラムの典型には，二つのものがある。一つは，政治史的な時代区分による

歴史カリキュラムである。政治史的時代区分では，政権の所在地を時代名にしたものが最も代表的な

ものである。＿日本史では，大和一飛鳥一奈良一平安一鎌倉一室町一安土桃山一江戸一明治一大正一昭

和一という時代を用いて，各時代を各々同等に示すのである。

もう一つは，原始一古代一中世一近世一近代一現代という区分にもとづいた歴史カリキュラムであ

る。この時代区分でも各々の時代が同等に措かれるのである。

1．4．第四類型：時代の非等価性にもとづく歴史カリキュラム

時代の非等価性にもとづく歴史カリキュラムの代表的なものは，古代一中世一近代という三区分法

の変形である六区分によるものと，社会の発展にもとづいたものである。これら二つの歴史カリキュ

ラムはともに，現在の歴史的発展に規定されて構成されている。これらの二つのものは現実には結合

されることが多い。その典型例が，戦後初（1951（昭和26）年）の中学校日本史の学習指導要領に添付

された参考目標と参考内容である2）。
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1．5．小　結

以上の結果，実際上可能な歴史カリキュラムの類型は，第二類型の史実の非等価性にもとづく歴史

カリキュラム，第三類型の時代の等価性にもとづく歴史カリキュラム，第四類型の時代の非等価性に

もとづく歴史カリキュラムの三つである。

では，中学校社会科の歴史カリキュラムで一般的なものと考えられる歴史教科書を取り上げ，これ

らの三つの歴史カリキュラム類型のどれを採っているのかを解明することにしよう。

2　歴史カリキュラムにおける歴史理解の構造

2．1．教科書分析

（1）分析対象としての教科書

中学校社会科における歴史的分野の内容が安定した1977（昭和52）年版学習指導要領とそれに対応

した教科書を取り上げる。その中でも，具体的な問題を提示している　r中学生の社会科　日本の歩み

と世界　歴史」（中教出版，1989年）と　F中学社会　歴史的分野」（大阪書籍，1988年）を事例として

分析対象にしたい。

（2）歴史カリキュラムとしての教科書

教科書はF中学校学習指導要領　社会福J　にしたがって作成されている。そこで，学習指導要領

（1977（昭和52）年）と二つの歴史教科書の項目を併記してみよう。それらを表にしたのが，次貢の資

料1である。これらの項目には，学習指導要領や各々の教科書における歴史カリキュラムが示されて

いる。

学習指導要領は，全体としては，歴史を政治と文化の発展史と捉えて，政治史的時代区分を用い，

〔飛鳥一奈良一平安〕－〔鎌倉一室町〕－〔安土・桃山一江戸〕一〔明治－〕という構成をとってい

る。しかし，明治以降は，政治・産業に関する出来事（事件）史になっている。

中教出版『中学生の社会科・日本の歩みと世界　歴史J　は，古代日本一（中世）封建社会一近代日

本一という三区分法にもとづいたものである。しかし，各時代の構成では，封建社会という語を使用

しているが，社会を各時代で示そうとする意図は薄く，古代と近代とは基本的には，政治史になって

いる。

大阪書籍『中学社会　歴史的分野j　は，古代社会・国家一封建社会一近代社会・国家－の三区分法

にもとづいている。封建社会は，鎌倉時代以後の武家政治と安土・桃山時代以後の封建社会とからなっ

ており，政治と社会との二つの概念によって示されている。近代以降は，この教科書も，政治・経済

の出来事（事件）史になっている。

以上から，それぞれは次のような歴史カリキュラムであるといえる。すなわち，学習指導要領は政

治史的時代区分にもとづいた政治・文化史カリキュラムであり，近・現代史は出来事（事件）史カリ

キュラムとなっている。中教出版の教科書は三区分法による発展史カリキュラムであり，大阪書籍の

教科書も，封建社会を二段階で構成した三区分法による発展史カリキュラムである。両教科書とも，

近・現代史の部分は出来事（事件）史カリキュラムである。

2．2．歴史理解の構造

上記の二つの教科書では，各時代がどのように子どもたちに理解されるのかを明らかにしよう。

（1）中教出版『中学生の社会科　日本の歩みと世界　歴史』の場合

一つの時代を学習する出発点と最後のまとめとを分析してみよう。たとえば，「第2章　古代日本

の歩み」では，古代日本の出発点となる聖徳太子の政治改革における背景から学び，そこから「太子
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資料1学習指導要領と二つの中学校歴史教科書の項目表

学習指導要領 （1977） r中学生の社会科　 日本の歩みと r中学社会　 歴史的分野J

中学校社会科歴史的分野 世界歴史j （中教出版，1989） （大阪書籍，1彿8）

（1） 文明のおこりと日本 第 1章　 文明のおこりと日本 第 1章　 原始から古代へ

ア　 人類の出現 と世界の古代文明 1　 文明のおこり 1 人類のおこりと古代の文明

イ　 日本人の生活の始 まり 2　 日本のあけぼの 2　 日本の原始時代

ウ　 国の成り立ちと東アジアの動き 3　 東アジアの動 きと日本 3　 古代社会の始まり

（2） 奈良 ・平安の都 と貴族の政治 第 2 章　 古代日本の歩み 第 2 章　 古代社会の確立

ア　 聖徳太子と飛鳥文化 1　 古代国家の成 り立ち 1 古代統一国家の完成

イ　 奈良の都と天平文化 2　 律令政治の動 き 2　 律令政治の移 り変わ り

ウ　 平安の都と武士のおこり

エ　 貴族の生活 と国風文化

（3） 武家政治の展開 と庶民生活の向上

3　 武士の進出 3　 変わりゆく東アジアと日本

第 3 章　 封建社会の成 り立ち 第 3 章　 武家政治の展開

ア　 鎌倉幕府と武士の生活 1　 錬倉幕府の政治 1 古代から封建社会へ

イ　 蒙古襲来とアジアの動 き 2　 室町幕府の政治と外交 2　 元の襲来 とアジアの諸国家

ウ　 室町幕府の政治 と外交

エ　 都市の発達 と庶民生活

（4） 天下統一の歩み

3　 庶民の成長 3　 下克上の世の中

第 4 章　 ヨーロッパ人の来航と日本の統一 第 4 章　 封建社会の成立

ア　 ヨーロッパ人の来航 とその背景 1　 ヨーロッパ世界の形成 1　 ヨーロッパ世界の成立

イ　 紐田 ・豊臣の国内統一 2　 大航海の時代 2　 天下統一への動 き

ウ　 安土 ・桃山時代の文化 3　 封建社会の確立 3　 江戸幕府の成立

（5） 江戸幕府 と鎖国 第 5 章　 封建社会の移 り変わ り 第 5 章　 封建社会の移 り変わり

ア　 将軍 と大名 1　江戸幕府の成立 と鎖国 1 一　産業の発達と町民文化

イ　 鎖国 と幕府政治の推移 2　 江戸時代の社会と産業 2　 幕府政治の改革 と百姓一揆

第 6 章　 ヨーロッパの近代化 とアジア

ウ　 産業の発達 と町人文化 3　 くずれゆく封建社会

（6） 開国前の日本 と世界 第 6 章　 ヨーロッパの近代化とアジア

ア　 ヨーロッパの近代社会と産業革命 1 一市民革命 と産業革命 1　 市民革命

イ　 ヨーロッパ勢力の進出 とアジア 2　 欧米列強のアジア侵略

第 7 章　 近代 日本の成 り立ち

2　 産業革命 とヨーロッパ諸国の

ウ　 幕政の改革 と対外政策

エ　 新しい思想 と地方の文化

（7） 明治維新

アジア侵略

第 7 章　 明治維新

ア　 開国 と幕府の滅亡 1　 日本の開国 1　 開国 と江戸幕府の滅亡

イ　 新政府の成立 2　 明治維新 2　 近代国家へのあゆみ

ウ　 文明開化 と殖産興業 3　 富国強兵の政策

4　 自由民権 と帝国議会

第 8 章　 近代日本の歩み

3　 自由民権運動と帝国憲法

（8） 近代日本の歩み 第 8 章　 日本の大陸侵略とアジアの動き

ア　 大日本帝国憲法の制定 と議会政治 1　帝国主義の世界 1 帝国主義 とアジア

イ　 アジアの国際関係 と対外政策 2　 日本の大陸政策 2　 日本の資本主義の発展 と明治

ウ　 近代産業の発展と社会問題

エ　 生活の変化 と近代文化の形成

（9） 二つの世界大戦と日本

3　 資本主義の発達 の文化

第 9 章　 第一次世界大戦 と日本 第 9 章　 第 1次世界大戦 と日本

ア　 第一次世界大戦と戦後の世界 1　 第一次世界大戦 1　 第 1 次世界大戦 と戦後の世界

イ　 政党政治の発達と文化の大衆化 2　 大戦後の世界 2　 大正デモクラシーと文化

ウ　 激動する世界 と日本 3　 大正デモクラシー 第10草　 第 2 次世界大戦 と日本

エ　 第二次世界大戦

80） 新しい日本 と世界

第10章　 第二次世界大戦 と日本 1 世界をゆるがす不景気

1　 日中戦争 2　 日本の侵略

2　 第二次世界大戦

3　 日本の戦後改革

第11章　 現代の世界 と日本

3　 第 2 次世界大戦

第11章　 新 しい日本 と世界

1　 日本の独立 1 平和 と民主化への動 き

2　 安保闘争 と経済成長 2　 冷たい戦争と日本の独立

3　 今 日の世界 と日本 3　 日米安保体制と世界の多極化

4　 今日の世界 と日本
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は，隋の動きにどのように対応しようとしたのだろう」という疑問を作って，それを解決する形で，

客体としての古代日本を学習するのである3）。この部分の要点は「学習のまとめと問題」における表

に示されている4）。

古代は飛鳥時代，奈良時代，平安時代の三つの時代からなり，各時代は代表的な人物とその人物の

行為によって示される。したがって，古代は飛鳥，奈良，平安の各時代において代表的な人物の行為

によって理解されるものとなっている。

このような過程は，近・現代の部分でも同様なものである。「第8章　近代日本の歩み」ではヨー

ロッパの東アジアへの進出という国際関係を背景にして，「近代国家の形態を整え，国際政治の舞台

に登場しようとしている日本はどのような動きをとるのおろうか。」という疑問を作り，それを解決

する形で近代日本の学習をする5）。

近代日本の学習において取り上げられる主要なものは，日本の産業革命，日清戦争，日露戦争，日

韓併合という出来事（事件）である。これらの出来事（事件）の特色を把握して，近代日本の特色と

するのである。

中教出版の歴史教科書では，古代－（中世）－近代という三区分法を採っているが，それは枠組だけ

であって，各時代は人物の行為や政治的出来事（事件）の集合体と考えられ，代表的な人物の行為や

出来事（事件）の特色を理解することで，各時代の特色も理解されるのである。

（2）大阪書籍『中学社会　歴史的分野」の場合

中教出版の教科書と同様に，大阪書籍の教科書における歴史理解の過程を解明してみよう。

たとえば，「第3章　武家政治の展開」では，平治の乱のようすを示した給から，武士たちが「政

治の実権をにざるようにな」り，「武士の世の中が始まった」ことを知らせ，そこで「武家政治は，

どのように展開していったのでしょうか。また民衆のrくらしや文化は，どのように高まっていったの

でしょうか。」という疑問を子どもたちに引き起こさせ，この車全体の基本的問いを作り出す6）。

武家政治の学習は「学習のまとめ」の1に示される「できごと」によって進められる7）。出来事と

しては，平氏の政治，平氏ほろぶ，鎌倉幕府（の成立），承久の乱，モンゴル民族の統一，元冠，室町

幕府（の成立），明の成立，勘合貿易…などが順次取り上げられ，各出来事が，背景一契機一経過一結

果一影響という出来事の展開によって関連づけられるのである。この学習では人物の行為よりも出来

事の展開に中心が置かれ，出来事間の関連によって「武家政治の展開」が理解されるように組織され

ている。

大阪書籍の歴史教科書は，当時の状況を示した給や写真を提示して，客体として状況を把握して，

そこで示されていることを理解の出発点にして，「農民や町人がどのようにして力をつけ，鎖国後の

日本はどう動き，変化してきたのでしょうか。」〔第5章〕，「このような新旧の文物がまじり合った社

会が，どうしておこってきたのでしょうか。」〔第7章〕「このような戦争は，どうしておこったので

しょうか。」〔第9章〕という問いを提出し8），子どもたちにこの問いを共有させて，歴史的起源や歴

史的展開を代表的な出来事の関連において理解させ，当該章で示される客体として歴史を認識させる

のである。

大阪書籍の歴史教科書では，古代一中世一近代の三区分法を採りながらも，各時代は代表的な出来

事（事件）の集合体として組織され，各出来事が関連づけられて，一つの時代に作り上げられる。つ

まり，代表的な出来事による出来事（事件）史に組織され，各時代区分が総体として理解されるよう

になっているのである。

（3）小　結

中学校歴史教科書はこのように，歴史を時代区分して，各時代を客体として設定し，客体としての
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歴史に内在する問いを学習の導きとして，客体としての歴史を各時代ごとに認識させているのである。

事例として取り上げた二つの中学校歴史教科書はともに，三区分法によって時代区分しているが，

実際には時代にもとづいて歴史カリキュラムは作られていない。

中教出版の歴史教科書では，代表的な人物の行為によって各時代を構成し，人物の行為形態として

出来事（事件）を理解し，その出来事の特色を連結させることで，各時代を理解し，また，各時代を

まとめる形で時代区分として示される大きな時代全体を理解するように構成している。この歴史教科

書は，人物の行為にもとづいた出来事（事件）の系列史を歴史カリキュラムの中核に置いている。

一方，大阪書籍の歴史教科書では，代表的な出来事（事件）によって各時代を構成し，各出来事の

結果や影響によって次の出来事の背景を作り出し，その出来事が生じ展開する中で，また新たな出来

事を引き起こすという一連の出来事の展開史として各時代を理解する。この代表的な出来事の展開史

がこの教科書における歴史カリキュラムの中核に置かれている。

二つの中学校歴史教科書に含まれる歴史カリキュラムは，代表的な人物や出来事によって時代を構

成するものである。この歴史カリキュラムは，大枠では時代の等価性にもとづくが，各時代の構成で

は代表的な人物や出来事によって構成された史実の非等価性にもとづいている。現行中学校歴史教科

書に示されている歴史カリキュラムは，史実の非等価性によって代表的な人物や出来事が選択され，

各時代が構成されるとともに，さらに三区分法によって各時代が等価なものとして理解されるわけで

ある。

このように，大枠が時代の等価性によって構成されるために，あらゆる時代をすべて学習すること

が強いられるのである。この点こそが，年代史構成の基本的考えなのである。

このような歴史カリキュラムでは，各時代には優劣が付けられない。各時代が等価なものとして位

置づけられるからである。ここでは発展史という歴史の見方は消失してしまうのである。しかし，各

時代が非等価な代表的な人物や出来事によって構成され，各人物の行為や出来事が系列化させられた

り展開史として組絃されると，発展史という見方が復帰する。各時代の内部が出来事の系列史や展開

史という発展史によって組み立てられることによって，等価的な時代に優劣が付け加えられる。そし

て，現在に近づくほど重要であるという価値が付加されるのである。

3　歴史カリキュラムの問題点

中学校歴史教科書に示される歴史カリキュラムは，時代の等価性という枠組の下で非等価な史実に

よって構成されたものであった。この歴史カリキュラムは大枠において時代の等価性をもった年代史

構成であるが，その内実は個々の史実による出来事史構成となっていたのである。

歴史教科書に含まれる歴史カリキュラムでは，年代史構成のもつ時代の等価性と，出来事史構成の

もつ史実の非等価性の二つの要素が結合されている。二つの要素は時代の等価性を大枠にし，史実の

非等価性を中枠にした入れ子型構造になっている。

歴史カリキュラムが入れ子型構造になっているために，近現代史重視と‘いう主張も，時代の等価性

という大枠ではその意義を失うが，中枠の史実の非等価性においてその意義を復活させるのである。

しかし，非等価性の基準が示されないことが問題なのである。

非等価性が明示されず，歴史における代表的な人物や出来事が客体としての歴史の流れの中で客観

的必然的に示されもと，それは悪しき歴史主義となる。客体たる歴史が必然的に物事を示すと考える

歴史主義では，非等価性は示せない。代表的な人物や出来事を選択する原理が示されなければならな

いのである。

では，どのような立場に立って，歴史教育の内容選択原理を探求すればよいのであろうか。そのた
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めには，歴史教育を考察する基本的見解に立ち返って，歴史教育の原理から考えてみよう。

注

1）r中学社会　歴史的分野」大阪書籍，1988年，年表。

2）F中学校・高等学校学習指導要領　社会科編II（試案）－昭和26年（1951）改訂版－J1952年（上田

薫編集代表F社会科教育史資料　2」東京法令，1975年，396－397貢，所収）

3）F中学生の社会科　日本の歩みと世界　歴史J中教出版，1989年，37－64貢。

4）同上，64頁。

5）同上，187－218貢。

6）F中学社会　歴史的分野」大阪書籍，1988年，63貢。

7）同上，98貢。

8）同上，129，175，225貢。
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第　2　章

ディスコースとしての歴史教育の構造
－歴史構成主義－

0　問題の所在

あるひとが言った。「考えるな。見よ！」1）と。この準則を歴史教室に通用したとき，教室の中には

何が見えるのだろうか。

教室には机，教壇，黒板などがあるとともに，教師と子どもがいる。これらのひとやものはわれわ

れの眼前に存在する。しかし，歴史はわれわれの前には存在しない。あるときわれわれの眼の前で，

教室が歴史教室に変身するのである。

教室には，ひとやものがあるだけで，歴史などどこにもない。歴史の事実も事象も存在しない。そ

もそも歴史の事実や事象は現在どこにも存在しないのである。

過去のそのときにあった事実や事象はその後，消えてなくなった。その後は，ひとびとの心の中に

表象として残っているだけである。その表象が文字や給，図や表を通して示されている。しかし，文

字，絵，図や表もよくよく見ると，それらは単なる記号にすぎない。これらの記号を介してわれわれ

は何かを考えているのである。

これらの記号を操作することでわれわれは頭の中に何かを作る。その何かこそ，われわれが歴史と

考えているものである。この何かが作られたとき，教室がわれわれの眼の前で歴史教室に変身するの

である。ではこの変身のメカニズムはどのようなものであろうか。

1　子どもによる歴史的世界の構成

子どもはひとが語ることばや示すものから，今ここには碗存しないことやものを作り出す。その方

法は，教師が語ることばや示すものを記号とみて，ことばやものの意味を探し出すことである。

たとえば，給田信長の肖像画が教師によって提示される。この絵を即物的に見れば，紙の上に多く

のシミが付いているにすぎない。絵であるとか，肖像画であると見るときには，既に子ども自身に先

行判断が働いている。

この先行判断は悪い意味ではない。ひとが何がしかの判断をするときには前もってもっている個々

人の心的認知枠組を使用しなければ，判断をすることはできない。それが社会的に間違っていたとし

てもである。ある判断をするときに，われわれが行う判断の心的認知枠組を先行判断と呼ぶのである。

子どもは信長の肖像画を見せられて，日常獲得してきたひとの顔や様相に関する先行判断を行使す

る。それは，この顔は瓜実顔だというときの顔の種類とか，信長はひげをはやしているというときの

ひげの形である。これらの先行判断は正しいとか誤っているとか真偽を問うことができるものではな

い。個々人がある判断をするときの判断を起動させる認知枠組（シェマ）だと考えることができる。

この枠組がなければ，われわれは何も判断することができない。

肖像画がこのような先行判断によって特定人物の像として認知されると，この特定人物についての

情報が収集される。信長についての情報が記憶から呼び戻されたり教師からいろいろと提供されたり

する。このとき，子どもの頭の中で，肖像画の人物を通して作られた信長像が活動しはじめる。

桶狭間の戦いが思い出されたとしよう。肖像画の人物を通して作られた信長が桶狭間に登場するの
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である。しかし，その場面は想像されたものである。子どもは桶狭間を見たことがないからである。

想像されたものは，テレビで見た戦いの場面を応用して自分で作ったものかもしれないし，また，

「織田信長」で放映された桶狭間のシーンをたまたま記憶していてそれを思い出したものかもしれな

い。単に桶狭間の戦いという文字だけかもしれない。

子どもは提供されたり自分で発見した新しい情報を記号として認知しそれを解釈する。この解釈で

は肖像画を肖像画として認知したとき働いた先行判断が再度起動することが多い。情報を記号として

解釈するときには，何らかの枠組の中で解釈するからである。

桶狭間の戦いという情報が提供されたとき，先に起動した人物の認知枠組の上に，戦いの枠組が起

動する。信長を捉えた人物の認知枠組はこの戦いの枠組の中に入れ込まれてしまう。しかし，人物の

認知枠組が戦いの認知枠組に解消されてしまうわけではない。戦いの認知枠組は一種の地の役割を果

たす。戦いの認知枠組は，人物の認知枠組が動くその範囲を規定している。戦いの認知枠組の上で，

人物の認知枠組がいろいろと変形され，動くのである。

多くのイメージでは，桶狭間の戦いは，山があり谷があり，その中の一方に今川勢が陣どり，もう

一方に織田勢が控えていると描かれる。両陣営は対時しているわけではない。戦いの場面で今川勢が

陣どり，遠方において織田勢がうかがっている。綴田勢の中心に信長がいて，信長に視点を置くと先

の人物の認知枠組が現れる。

このように，情報が追加されるごとに，新しい認知枠組は，ファミコンの画面のように全体構造を

変化させながら，多方向から変形されうる自由自在なイメージとして構成される。

特定の情幸臣を記号として解釈することによってイメージを構成するという記号の働きにもとづいて，

歴史の事実や事象もイメージ的に構成されるのである。この構成は，われわれの中にある認知枠組が

プロジェクターとして機能し，特定の情報が記号としてレンズの働きをし，イメージ全体を構成する

プロジェクション（投影）だと見ることができる。

このプロジェクションにおいて重要なことは次の点である。（り歴史を作る基本的発動点は個々人の

認知枠組であること，②認知枠組の機能は提供されたり発見されたりする情報の記号と相関性をもつ

こと，（診認知枠組と記号との相関によって特定情報からイメージを作り上げること，④歴史のイメー

ジはさしあたり個々の子どもの内的イメージとして構成されること，である。

このような内的イメージは，次の三つの問題によって考察される必要がある。

（1）プロジェクションによって作り出される歴史のイメージは子どもの心像として，個人内に構成さ

れる。一個人のレベルで構成されるイメージは，私一個人内でどのような関係構造をもっているの

か。一個人の自我とは別に，他我のレベルで構成されるのではないか，という問題である。

（2）このようなイメージが日常的な認知枠組で構成されるときには日常レベルでの認知と連続性をも

ち，イメージ構成は比較的スムーズに行われるだろう。しかし，江戸時代，近代などの非常に抽象

的包括的なレベルの記号に出くわしたとき，子どもはどのようにして日常の認知枠組を越えて行く

ことができるのだろうか。そもそも，認知枠組の作成は日常的レベルで行われるのであろうか，あ

るいは，そうではなく，非日常的レベルで行われるのだろうか，という問題である。

（3）また，一個人のイメージがどのようにして他の子どもや教師に伝えられたり共有されたりするの

だろうか。主観的世界で構成されたものが社会的世界へどのように表出され，一つの出来事として

教室内の子ども間や教師一子ども間で共有される社会的世界がどのように形成されるのか，という

問題である。

これらの三つの問題を以下で考察することにしたい。
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2　歴史教室の世界構造

2．1．個人の内的世界構成の構造

子ども個々人が作り出す歴史に関する内的イメージというものがどのような構成過程を経ているの

か，についてまず考えてみよう。

個々人が想像したり思い出したり考えたり判断したりすることは確かに一個人の範囲で行われる。

その一個人の範囲のことが一個人内で閉鎖的に行われるのならば，われわれ人間の内的行為は一個人

の主観的世界に閉塞してしまい，他者からは全く理解することができない。実際には，われわれは他

者の内的行為を少しは知っているし，理解することもできる。だが，すべてを知ること，理解するこ

とはできない。では，一部であるとしても，どのようにして知るのだろうか。その基本構造はどのよ

うなものだろうか。

われわれが想像したり考えたり判断したりするときには，われわれが日々感じている私自身とは違っ

たレベルで想像したり考えたり判断したりしている。確かに，日々感じたり行動したりしている私の

中で想像や思考なども行われてはいるが，想像，思考や判断は私の日常的な感情のレベルを越えたと

こ．ろで行われている。

というのも，私が私の想像していること，考えていること，判断していることを理解しているから

である。自分で自分が考えたり判断しているものを再考することができるからである。このように，

私の中で私の内的行為を見つめ考えることは「再帰性」，あるいは「再帰構造」と呼ばれている2）。

われわれが記号解釈を行う内的行為は，基本的にはこの再帰性の構造の形になっているのである。

再帰性の構造における最大の特徴は，私の中に私が想像したり考えたり判断したりして，日常現実

とは全く別の可能性の世界を作り出すことである。今ここにいながら，アメリカを作り出したり，

聖徳太子を作り出したり，天体の中に地球を作り出したりすることはその例である。

私の中に私の想像する可能性の世界を作り出すことができる再帰性の構造の中で記号解釈が行われ

ているとするならば，それは記号を自由に解釈することを意味するだろう。しかし，現実にわれわれ

が行っていることを考えると，記号解釈はある制約下に置かれていることも確かである。何もかも自

由奔放に解釈することができるわけではない。解釈は記号として与えられる情報の媒体形態や種類に

よって異なった制約を受ける。言語として与えられると言語の社会的制約が，絵画として与えられる

と絵画の社会的制約が，働くことになる。

このような制約が私の中で働いている。かくかくに考えることは一応ひとに認められるだろうとか，

こちらの考え方の方がよりよいだろうと自分で比較する。この事態は，私の中で問題が作られ，それ

に答える形になっているのではないだろうか。あるいは，別言すれば，私の中で私と別の私が対話し

ているのではないだろうか。

私の中で，私が内的に行ったことを，日常的な私とは違った可能性の世界に立つ私が見ているので

ある。

私自身の中で，自問自答するとともに，自問自答することを自分で多癖こ評価している。これが，

私の内的行為を再帰的対話構造として見たときの結論である。私の中で私が別の思考行為を行う。こ

れが，自我が他我認識を可能にする基本構造なのである。

2．2．個人の社会的世界の構成

われわれが直接見ているものや見たものとの類似性から，新たなものを認知することには限界があ

る。すべてのものを見たり聞いたり行ったりすることは不可能である。すべてのものは個々に異なっ

ているのであり，同じ人間でも，A氏はメガネをかけ，B氏はオールバックにしており，C氏はいつ
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も赤みがかった顔をしている。ひとの顔は多様である。それらすべてを見ることはできない。われわ

れはこの限界をどのようにして乗り越えているのだろうか。

われわれはこの限界を「概念」化，あるいは，「代表型」化によって乗り越えていると思われる3）。

幼児が男性をすべて「パパ」というとき，その子は男性を「パパ」という概念でくくっているので

ある。このように，見たものや見えるものから特定の言語を用いて全体を統括する。この概念は一度

獲得されると，多様な場面に適用される。その適用には直接的な類似が認められるときもあれば，類

似性が低い場合もある。類似性の度合には濃淡がある。しかし，概念の適用はどちらの場合も同一の

構造である。

また，概念が適用されるとき，類似性判断のもとになるのが代表型である。代表型はイメージとし

て作られていることが多い。先ほどの例でいえば，「パパ」の代表型は自分の父親をイメージとして

いることである。特定事例から特定のイメージを代表型として作り出し，それを他のものへ適用する

のである。

概念化が言語を媒体として行われるのに対して，代表型化はイメージを媒体として行われる。これ

ら二者は別のものではない。表裏一体になっていることが多い。

特定の概念で指示されたものが個々人の中では特定の個物としてイメージされているのである。土

器という言葉を思い浮かべたときに壷の形をイメージすることが多いのは，その例である。

このように，日常世界を含めて提示されたものや発見したものを自分の認知枠組で整理し理解する

とき，自分の体験したものだけに依存しているわけではない。言語を媒体として特定事例からイメー

ジを作り出し，そのイメージを言語と結びつけて概念と代表型とを形成する。概念と代表型を用いて

他のものを理解するのである。

子どもが遠い過去の世界を理解するのも，この概念と代表型とを用いて行っているのである。

「自由民権運動」の理解のために，民権家が演壇で演説しそれを警官が制止しようとしている絵が

小学校歴史学習で使用される。この給によって「自由民権運動」の代表型を子どもに作らせようとし

ている。小学校では主としてこの給の中に登場する人物の行動に関する代表型から「自由民権運動」

という概念が形成される。中学校や高校になると，人物の代表型が社会全体の運動へ拡大され，政府

の行動と民権家の行動との対立行動が社会階層間の政治闘争として，代表型化されるのである4）。

教室では日常われわれが行っている概念化と代表型化とを意識的に使用して，日常の経験世界を越

えた社会的世界や歴史的世界を子どもの中に形づくるのである。この過程は，新たに提供されるもの

やことが概念や代表型からどれだけ離れているのかがわかる差異の認識の過程でもある。この形成過

程や適用過程の原動力となるものが，子ども自身が自ら内的構成を行うことができる能力をもってい

ることである。

2．3．他者の世界に関する相互認識

子どもが過去の世界を自分の中に作り出したとしても，それは他の子どもや教師にどのように伝わっ

たり共有されたりするのだろうか。

個々の子どもに形成されたものは，主に言語を媒体として他の子どもや教師に提示される。この提

示されたものは，子どもたち各自が自己の中で作る自分の世界構成における再帰性の構造と同様な形

で，再構成される。A君が自分で構成した歴史的世界を，B君もB君自身の中でB君なりに構成する

のである。

他者の世界構成の理解も，同様な形で遂行されている。その理解の階梯が高次化している点が違う

だけである。
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したがって，歴史教室で教師が講義をして，子どもに歴史認識をさせている原理も，このメカニズ

ムによって，説明することができる。子どもは，教師が示すものやことを媒体として自分の中で既に

作られていた概念や代表型を呼び起こして，教師の歴史説明を自己の中に構成する。その構成は，教

師が用いる発間があろうとなかろうと，理論上においては，問いと答えとの対話構造として構築され，

問いに対して，教師の説明にもとづいて子どもが自分の中で考えを作っていくことになる。この間い

と答えの対話構造がまた，一つの代表型を形成することにもなる。

子どもは教室の中で，固有の日常的な社会的世界をもちながら，言語や概念を媒体として他者と共

有することができる非日常的な歴史的世界や社会的世界を構成する。この構成が多階層化されると，

他者の世界構成を自己の中に作ることができ，他者の世界構成を自分の中で理解することができるよ

うになるのである。

3　まとめ－歴史教育理論の語用論的転換のた御ニー

本章で述べてきた視点は，歴史とことばとの意味論的関係でも，ことばとことばとの構文論（統語

論）的関係でもない。それは，ことばと子どもとの語用論的関係である。この関係の中で歴史がどの

ように現れるのかを考察してきたのである。

考察を総括すると，次の三点にまとめることができる。

（9　個入内の世界構成は，再帰性の構造をもった可能的世界の構成として行われる。

（診　世界構成は，言語や記号を媒体とした概念化や代表型化により，非日常的な空間的歴史的世界

を構成し，抽象的包括的な社会のレベルまで広げることができる。

③　世界構成は，自己内の再帰的対話構造にもとづき他者の世界構成を自己内に構成することがで

きることによって，他者の世界構成の理解を共有することができる。

これらの三点からわれわれは，教室を歴史教室に変身させる歴史の指導，つまり歴史教育とは，歴

史そのものを教えることではなく，歴史を子どもが作る，構成することであると主張する。この主張

を一言で表現すると，歴史構成主義と呼ぶことができる。歴史構成主義の主張では，学習する歴史と

いうものは，子どもたちを含んだわれわれが作り出し構成したもの，ディスコースなのである。
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界の合理的拡大－」（r社会科教育j1993年5月号，121－123貢）では，認知枠組の問題として取り

扱った。

4）池野範男「歴史理解における視点の機能（I）－絵画資料理解の分析を通して－」F社会科研究J

第40号，1992年，参照。
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第　3　章

現代民主主義社会の市民を育成する

歴史教育の原理
－歴史解釈の批判化－1）

0　問題の所在

現在いろいろなところで歴史の書き直しが行われている。その動機は政治的なものもあれば，学問

的なもめもある。いずれにしても，これまでの歴史が見直されている。

これまでの歴史の内容を全面的に否定し見直された歴史は，新たな「正当な」歴史として位置づけ

られるべきとの意見がある一方，新たな歴史もこれまでの歴史も多様な歴史として一様にみとめられ

るべきとの意見もある。歴史を見直すひとびとの間で見解が異なっているが，歴史か複数化している

ことが現在の状況といえるだろう。

書き直しによる歴史の複数化という状態は，歴史がディスコースであるという前章の帰結から見る

と，よくわかることである。歴史というものは，われわれが作り出し構成したものである。それゆえ，

常に歴史が複数あるのは当然なことなのである。歴史の解釈や理解が一つしかないという方が異様な

状態なのである。歴史的社会的に見ると，一つの歴史の解釈や理解しか認めない時代や社会は政治的

に統制された社会であり，民主主義社会とはほど遠い社会であった。民主主義社会においては，歴史

はディスコースとして構成員の討議の対象となる。その教育においても同じく，討議の対象となり，

書き直され，社会の構成員である子どもたちによってよりよいもの，より合理的なものに作り直され，

構成され続けられるものである。

では，ディスコースとしての歴史という考えからすると，歴史教育はどのようなことを行う必要が

あるのだろうか，そして，どのような内容を選択し，どのように学習させることが必要なのだろうか。

1歴史の多様化と民主主義社会
民主主義社会において，歴史の複数化が生ずる理由には三つのことが考えられる。第一は，個々人

の問題として，第二は，社会における構成員個々人の問題として，第三は，社会における歴史と個々

人の関係の問題として考えられる。

第－の問題は，ひとびとが多様な立場の中で，どの立場に自らの立脚点を求めればよいのかがわか

らず，捜し求めているというアイデンティティ危機の現状から生じている。

私をわたしにしているものは何か，なぜ今のわたしがあるのか，わたしはどのようなひとびとと関

連をもてばよいのか，どこでどのように関連しているのか，なぜ関連しているのか，などという問い

が出され問われている。これらの一連の問いに正解はない。問いを追求し続けること，つまり答えを

探求し続けることが自らを危機から救いだすことができる唯一の方法である。

第二の問題は，現代社会では立場が多様化し利害が錯綜して，ひとびとが同じ立場に立っていない

こと，すなわち，現代社会においては構成員個々人が多様な利害をもち，それを相互に認め合い，そ

れを調整しながら，社会を作っていくことから生じている。

社会そのものにおいて個々人の立場の多様化を認めるのが，民主主義社会である。民主主義社会は，
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個々人の間において相互の立場を認め合いながらも，社会全体にかかわる公共的な問題に関してひと

びとの判断や意思決定により方策や方法を決め，解決していくというシステムをもった社会である。

この社会はいろいろな公共的な問題に対して一義的な答えを出すことができず，よりよい答えや解決

方法を見つけ，よりよい社会を作り出すことによって進む。社会の－構成員としてのわれわれも各々

の問題に対して社会の中の自己の問題として取り扱い，常に問い続けなければならない。

原理的にはすべての問題に対して問い続けなけらばならないが，現実的にはそれは不可能である。

そのために，代議制のように，構成員の代表者が各々の専門家の意見や判断を聞きつつ，よりよいも

のを見つけ，決定し実行していく委託制度として，機能させている。しかしながら，ひとびとの意思

に反するときには委託を取り消したり，ひとびとの総意を確認することが必要となる。

民主主義社会においては個々人は社会の問題に対して自己の問題として見，自分で判断することを

強いられている。判断や意思決定から免れることはできない。

第三の問題は，社会における歴史と個々人の関係から生じている。民主主義社会においては歴史も，

他の公共的な問題と同様である。どのような歴史を取り上げるのか，どのようにそれを語り説明する

のか，なぜそのような歴史が問題なのか。これらの一連の問いを常に問い続け，それに答えることで，

社会における歴史とわれわれとの関連が作られるのである。この関連が多様な形態をとり，いずれの

形態が正当なのかが決められなくなり，曖味なものとなり，その正当性が争われているのが現在の状

況なのである。

ひとびとはこの論争状態からも逃れることはできない。歴史を超えた普遍的な答えを正解とみなす

ことも，特定の答えに依存することも「逃避」である。ひとびとは常に問い続け，答えが暫定的なも

のであることを意識し，よりよいものを求め続けなければならない。

この間い続けの中で歴史とわれわれの関連を作ったり，その結果作られたりするものが，歴史意識

である。歴史意識は，現代社会に対するわれわれの態度や思考傾向と関連し，その態度や思考傾向で

もって特定のできごとや事象を歴史として構成し，その起源や発展などを意義づける精神的活動，ま

たその作用や内容である。社会に対する問題意識や認識が多様化すると，歴史に対する意識や認識も

多様化する。現在は歴史意識の多様化の時代であり，だからこそ，多様な歴史（その解釈）が出現し，

これまでの歴史が揺らぎだしているのである。

歴史の複数化という現象は，民主主義社会にとって避けて通れないものであり，個々のひとびとの

問題においても，社会1こおける構成員個々人の問題においても，また社会における歴史と個人の問題

においても，常に一つの答え，正解があるわけではないので，対立・論争状態にあり，社会の構成員

相互において調整・解決しなければならないのである。

2　歴史構成主義と歴史意識，歴史認識
では，複数化した歴史はどのようにして，・社会の構成員相互において討議されるのだろうか。

2．1．問題意識による歴史の解釈

個々人は，社会の中で作り出された問題意識から歴史に立ち向かい，これまでの問題を踏まえたり

新たな問題を立てたりしながら，特定のできごとや事象を取り上げ，解明することで，新たな歴史認

識を作り出す。このような問題意識はこの一連の過程を個々人の精神的状態として支え推進するとと

もに，一連の過程を経て歴史を作り出していく。このとき，問題意識は単に問題一般を作り出すもの

ではなく，歴史に特化し，ひとびとの間で共有化され，歴史上の問題を作り出す働きをする。個々人

の個別な問題意識が，ひとびとの問で共有化されたとき，歴史意識に転化するのである。
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歴史研究者が新しいパースペクテイヴから歴史研究を始めるとき，そのパースペクテイヴというも

のは，古代史研究であろうが，中世史研究であろうが，歴史の仰において生み出されたものではない。

歴史の側で生み出されたのならば，いつの時代においても，まただれにおいても，そのパースペクテイ

ヴを発見し同じような研究をすることが可能なはずである。しかし，そうはならない。特定の社会，

特定の時代状況において，そのときどきの個々の研究者の問題意識から，そのパースペクテイヴは作

り出される。

網野善彦氏は，日本史の見直し，読み直しを行っている研究者の一人である。氏は，日本史再考を

語るにのぞんで，最初に自己の問題意識を率直に述べている。

「最近，大きな問題になっている核実験の問題にもそれはよく現れていますが，人類はいまや自

らを滅ぼしうる巨大な力を自然のなかから開発してしまったという現実の前に立っています。これ

までのように，しゃにむに自然を開発し，前進してきた“青年時代”はもはや終わりを告げ，人類

は豊かな経験に基づく冷静な理性をもって自らのもってしまった強大な力を制御しながら，慎重に

歩みを進めていく必要がある，いわば“壮年時代”にさしかかっていると思い享す。

私はそれほど簡単に人類が滅びるとは思ってはいませんが，このような人類社会の変化自体が当

然，歴史の見方そのものにも影をおとすことになっているとともに，歴史に対するこれまでにない

関心をよび起こすことになったのです。これは日本史だけのことでなく，人類社会史全体について

いえることだと思います。」2）

「この［歴史は進歩するという］見方の特徴は，‾‾人間の努力によって自然を開発すること，それに

よって生産力を発展させることが人間の“進歩”であるという考え方です。狩猟・漁按よりも，農

耕・牧畜は進歩した生業であり，農業よりも工業のほうが進歩しているというとらえ方ですが，そ

うした見方はおのずと商業や交易に積極的な意味を認めないことになってきます。

つまり，商業，交易や流通は物を動かすだけで，新しい物を生産しない，だからそれらは古い社

会を解体し，分解する役割はするけれど，本質的に社会を変革する力はもっていないというわけです。

……（中略）……。

このように生産力の発展が，直ちに社会の進歩につながらず，むしろ社会を破壊する一面をもっ

てきたという事態のなかで，商業，交易，流通，情報のネットワークを整備することが，社会の円

滑な動きに寄与しうるという認識が，最近うまれてきました。旧ソ連，東欧の社会主義圏の崩壊も

影響していると思いますが，歴史学のなかでも商業，流通の役割に対する再評価が行われつつある

と思います。」3）

このような問題意識が，歴史に対して問題を作り出すのである。網野氏は高校日本史教科書に示さ

れている江戸時代のある藩の身分構成の円グラフを事例にして，江戸時代の「百姓」と研究者が表記

していた身分を「農民」と言い換えてよいのかと問題捏起したり，また日本は孤立した島国であると

いう常識を疑い，海から日本列島を見ると，交易，交流をし続けてきた別の姿が見えてくることを縄

文時代の黒曜石，塩の交易，弥生時代のカブなどを用いて示している4）。

歴史研究者は，社会の中で作り出された問題意識を自らのものにして，歴史の中に新たな問題を作

り出し，その間題を解いていくことによって，これまでの歴史の解釈や理解とはことなるものを提起

し，歴史の複数化を試みている。このように歴史研究者が問題をもって歴史を見ることは，われわれ

においても同様な事態である。歴史研究者は確かに，歴史研究の方法論を身につけた専門家であり，
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研究者が行う研究の過程は精緻で厳密な論理によって進められる。しかし，研究の過程そのものはわ

れわれが行っている問題解決の一般的なプロセスと基本的には，同一なものであろう。

われわれ個々人もまた，社会の中で作り出された問題意識を共有することによって，歴史に立ち向

かい，歴史を新たなパースペクテイヴでもって見，新たな歴史の見方を作り出している。このような

問題意識が，われわれの間で共有され，共通した歴史の見方を作り始めると，それは個々人の個別の

問題意識を越えて，われわれが認め合う歴史意識になる。

2．2．歴史構成主義による歴史認識

問題意識が転化した歴史意識は，歴史を作り出していくものでありながら，歴史意識そのものも作

り出していくものでもある。このことは歴史の認識過程がスパイラルであることを示している。つま

り，問題意識から問題を作り出し，歴史の対象を構成し解明することによって，歴史認識を作り出す

とともに，新たな問題意識を作り出すという認識過程のスパイラル性を映し出しているのである。し

たがって，歴史意識は歴史を新たに発掘するとともに，新たに書き直し，作り変えるその基盤となる

ものである。

歴史認識の過程は，個々人の問題意識から出発しながらも，個々人を越え，ひとびとに共有された

歴史意識に支えられ，新たな歴史の見方を作り出すものである。こうして，新たな歴史解釈が生み出

され，これまでの歴史の解釈が見直され，「再審」される。

このような歴史意識と歴史認識の関連は歴史構成主義の考えにもとづいている。歴史構成主義は，

歴史そのものが事実として客観的に存在するのではなく，われわれができごとや事象を事実として作

り出し，立ち上げて初めて事実が歴史となると考える。歴史というものは，作り出されること，立ち

上げるという記述・説明などの操作によっていることを強調する。その結果歴史構成主義は，歴史は

ただ一つであり客観的なものであるとは考えない。つねに書き直しされ，他の歴史からの批判にさら

されており，それに耐えなければならないものと考える。歴史はつねに再審にかけられ，必要ならば

修正を受け入れなければならない。特定の歴史が決定版になることはない。つねに新たな視点から事

実が解釈され書き直され，別の歴史によってこれまでの歴史が再審され続けるのである。

歴史構成主義は構成主義の名が示すように，歴史というものも，われわれが社会の中で作り出した

ものという考えにもとづいている。科学的な操作を行うとしても，それは社会の中における行為の一

環にあり，われわれが作り出し，行ったものである。歴史は，社会の中で作り出された問題意識から

出発し，ひとびとの間で共有された歴史意識にもとづいて，問題として提出されたものの答えに関す

る一つの解釈なのである。このような歴史の捉え方が前章で見たディスコースとしての歴史なのである。

歴史研究の現場においても，また歴史教育の現場においても，歴史はこのようなディスコースとし

て存在しているのである。

3　歴史構成主義と歴史教育

3．1．歴史教育理論の形成

歴史教育として何を教えるのかに関して，三つの考えがある。第一は，存在としての歴史を教える

ことである。第二は，存在としての歴史の解釈を教えることである。第三は，存在としての歴史の形

成を教えることである。

第一の，存在としての歴史を教えるという考えは，客観的な歴史の真実を教えることをめざす。素

朴実在論の立場で主張されるこの考えは，絶対正しい唯一の歴史の事実（史実）があり，それが真理

であり，それこそ教えるべきだとする。歴史は客観的なものであり，この中から重要なものを選択し，
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教えるのが歴史教育であると考える。

第二の，存在としての歴史の解釈を教えるという考えは，個別の史実は知識としての命題で示すこ

とができ，その命題間の連関として示される解釈の真偽を教えることをめざす。歴史は知識として示

される命題間に示されると考える構文論の立場で主張されるこの第二の考えは，言語論的転回を経て

歴史を命題構造に縮減させ，過去の真理は言語命題間の関係で提示される解釈の真偽度に依存し，解

釈のレベルと質が高いものに教授の優先頂位を与えるべきだとする。

第三の，存在としての歴史の形成を教えるという考えは，歴史の解釈を問題解決を行う社会形成と

同じプロセスだと考える。それゆえ，作り出された歴史の解釈に関する解釈内容の真理性だけでなく，

解釈の仕方の正当性や妥当性を吟味することを教えることをめざす。歴史構成主義の立場から主張さ

れるこの考えでは，歴史解釈は現在の問題意識から行う歴史の構築であり，歴史を作り出すことであ

る。つまり，社会のいろいろなことが社会的政治的正当性でもって形成されるのと同様に，歴史のわ

かり方やその内容も社会的政治的論拠でもって正当化されると考えるのである。

これら三つの考えは個別なものとも，また，重層的に関連しているものとも考えられる。本研究は

これら三つの考えのうち，第三の考えを選択し，それにもとづいて考察を進めている。歴史は現在の

問題意識から再審され，新たに解釈されている。歴史の複数化は必然なのであり，それが民主主義社

会においては当然な姿なのである。この現実を前にしたとき，歴史教育の基盤として第三の考えを選

択することは，民主主義社会の基本原則に即したものである。

歴史構成主義を認める限り，歴史解釈は純粋学問的レベルだけで推移しておらず，社会的政治的レ

ベルに関連している。それならば，正当性の論拠を相互に明示し，その論拠を吟味し，合意可能な部

分を明確にすることが必要であろう。

3．2．歴史教育内容の選択・構成原理一批判化一

たとえ歴史教育理論の基盤に歴史構成主義を採用したとしても，歴史研究に依存し，研究結果その

ものを伝達するのならば，これまで考えられてきた素朴実在論の立場と変わらない。歴史の「真実」

である事実そのものを教える，あるいは「真なる」解釈を教えるのと同様に，「正当な」歴史形成を

教えるものとなってしまう。歴史の事実や研究に対して歴史教育内容選択や構成の基準として採り得

るものは二つある。－一つは無批判的に受容するもの，もう一つは吟味検討し批判するものである。

第－の基準である事実や研究内容を無批判的に受容する場合では，歴史解釈が社会形成であること

が学習者には理解されない。歴史解釈が作り出される過程を踏まえて，なぜこの間題を立てるのか，

その問いの背景は何か，どのようにして結論が出てくるのか，その結論はどのような社会的機能を果

たすのかなどの問題を歴史教育内容に取り込み，事実や研究内容に対して批判可能なものにする必要

がある。歴史構成主義に立つ限り，第二の基準である批判を内容選択や構成の原理に据えることが大

切となる。

批判を内容選択・構成の原理に据えることで，歴史解釈の再審性とその正当性の弁明や根拠の明示

化の必要性が明確になり，歴史解釈が，問題解決の過程である社会形成と関連していることが明らか

になるだろう。

4　まとめ

前章の帰結である，歴史はディスコースであるという立場から，民主主義社会の原則に合致したこ

の歴史の複数化を前提にして歴史教育を考察した。歴史教育も，歴史研究と同様に，社会の中で作り

出された問題意識から問題を作り，それを解釈するプロセスを共有し，新たな解釈を作り出すことで
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ある。歴史構成主義に立ったディスコースとしての歴史の教育は，歴史の解釈の妥当性を吟味検討す

ることをその内容とするのであり，また，歴史やその解釈を無批判的に受容するのではなく，常に問

い続けるために，吟味検討を重ねる批判をその学習原理とするのである。このような歴史の教育を進

めることによって，子どもたちを現代民主主義社会における一人の構成員としての市民に育成するこ

とが可能になる。歴史教育が民主主義社会の形成として機能する原理を，本章では究明したのである。

注

1）本章は，池野範男「多元的な歴史の開かれた再審」（F社会科教育j1998年9月号）を大幅に加筆

したものである。

2）網野善彦FNHK人間大学　日本史再考一新しい歴史像の可能性－」日本放送出版協会，1996年，

7－8貢。

3）同上，9－10貢。

4）網野善彦F続・日本の歴史をよみなおすj筑摩書房，1996年，第1章，第2章，参照。
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現代民主主義社会の市民を育成する

授業の構築



第　1　章

現代民主主義社会の市民を育成するための

社会科（地理，歴史）ゐ単元

1社会形成を原理にした社会科
現代社会の形成原理としての民主主義の核心は別稿1）で述べたように，批判性にある。民主主義と

いうものは，自律的な市民が共同して，公共的な諸事を吟味検討し，その社会の構成員である市民総

体のよりよき社会形成に利するという公共性の立場からそれら諸事を批判・判断し，よりよきものを

作り出す政治的社会的原理である。この原理が，単に個々人の自由な判断を基盤にするのならば，個

人主義と呼ばれるであろう。個人の自由や自律性を基盤にするのならば，自由主義と呼ばれるであろ

う。また市民が活動する社会の存在や構成員の共同性を基盤にするのならば，共同体主義と呼ばれる

であろう。匙型堕と呼ばれるのは，構成員全体の利益を増加させる公共性とともに，社会の諸事，判

断や決定の根拠を正す批判性を基盤にするからである2）。

民主主義社会の原理にもとづいた社会科は，社会をわかる社会認識の形成，市民として必要な能力

や態度という市民的資質の育成ではなく，民主主義社会を作る社会形成をめざす3）。この社会科では，

子どもたちが社会の一員として，社会をわかり，社会を納得し，社会を作ることができるようにする。

社会の構成員のすべてに開かれており，すべてのひとびとによって作られる社会が民主主義社会であ

り，この社会の原理を教科の原理にして，社会の基盤を作り出すのが，社会科なのである。

この社会科は自らの方法原理を批判とする。それは，社会の諸事を民主主義社会の原則に照らして

その合理性の根拠を問い，その原則にもとづいた合理性によってよりよい状態や形態を作り出すこと

であり，一般的には，吟味検討し，正当性を正す一連の作業を指している。このような批判を社会の

諸事について実行することが，民主主義社会の形成をめざす社会科における実質内容となる。

では，何をどのようにすれば，批判を実行することになるのだろうか。

2　社会形成としての社会科の内容選択原理一対象としての関係一

社会科の対象は，社会である。これは自明のように思われる。しかし，社会ほどあいまいなものは

ない。世間や世の中と同義であると理解されたり，人間の集まりと解されたりしている。また，必ず

しも広く受け入れられた定義があるわけでもない。あいまいなまま使われていることばである。その

理由は，社会にはいろいろな側面や事象があるからである。

社会科では，社会のすべての側面，事象を取り上げることができない由で，選択が必須となってい

る。それゆえ，社会のどのような側面，どのような事象を取り上げるかを明確にすることが必要である。

各々の社会科によって取り上げる側面や事象はことなっている。社会認識形成をめざす社会科は，

専門科学，とくに社会科学の領域にしたがって，社会の事象を整理し，地理，歴史，政治，経済，社

会などに分類する。この分類に依拠し，その領域で代表的なものを取り上げ，概念や法則を形成する。

市民的資質育成をめざす社会科は，社会における機能不全（逆機能）になった側面や事象を社会の問

題，あるいは切実な問題として取り上げ，その問題解決を行う。これまでの社会科は，社会機能や社

会領域というスコープとなる内容領域原理，同心円拡大や環境拡大，通史や地誌というシーケンスと
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なる内容配列原理に示されているものを内容としてきた。この内容は現存しているものを選択し，そ

のものを教えたり学んだりすることを前提にしている。このように，対象を存在そのものと捉える捉

え方を対象としての存在と呼ぶことにする。

これまでの社会科は対象としての存在を内容原理にし，その中から，社会的重要性，あるいは対象

の順序性を選択原理にしてきたが，社会という内容をそのものとして教授・学習することを当然と考

え，対象を子どもたちに無批判的に受容させてきたのである。

では，社会形成をめざす社会科はどのような内容を取り上げるのだろうか。

社会形成としての社会科は自己の方法原理に忠実に従い，これまでの社会科が取り上げてきた内容

を批判する。そして，対象としての関係と呼ぶことができるものに，その内容を変更する。対象とし

ての関係というものは，社会のいろいろな側面や事象における関係を指す。実態として存在する側面

や事象を社会科の内容にするのではなく，それらの関係を対象とするということである。

事例として，アメリカ独立革命を取り上げてみよう。現在，世界史の教科書や授業では，アメリカ

独立革命が存在しており，それは主要な出来事からなっていると考えている。そのために，イギリス

による北米植民地経営，植民地側の対応，ボストン茶会事件，大陸会議，本国と植民地との戦闘，愛

国派（党）の指導権確立，独立宣言，パリ条約，合衆国憲法制定ということを内容としている。教科

書や授業ではこのようにアメリカ独立革命に関して，主要な出来事を時間の経過の順に配列し，その

順に教えようとしている。この考えでは，アメリカ独立革命はこれらの個別の出来事や事件の集合か

らなり，これらの出来事や事件は誰がどのように考えようが，客観的に事実として存在するので，こ

れらの事実を集め，構成すれば，全体のアメリカ独立革命も客観的に記述・説明することができると

する。

この考えこそが，対象としての存在と呼ぶものである。それは，歴史における出来事（事件），地

理における地域，社会における社会的機能というひとびとが自明祝しているものをそのものとして取

り上げ，それがどのようなものであるかを記述したり説明したりする。アメリカ独立革命のように，

記述したり説明したりしている対象そのものが客観的に存在し，それを学習者が獲得することが教育

の役割であると考えるのが，これまでの社会科である。

社会形成としての社会科はこの考え方を批判する。アメリカ独立革命という存在が今，実在してい

るわけではなく，また，アメリカ独立革命という概念が実在しているわけでもない。存在も概念も，

社会科学の研究や歴史研究，あるいは社会科（歴史）教室で作り出されたものである。誰かが何かの

目的のために繰り返し作り出しているものである。取り上げる存在や概念は，われわれが作り出して

いる以上，目的，役割，機能などをもった社会的構成体と見ることができる。

社会科の内容として取り上げる対象が，社会的に作り出された社会的構成体であるとなると，その

対象を選択するときには，基準となる原理が必要である。われわれが作り出しているので，その原理

を，もはや，対象となる社会，歴史，地理の側に求めることはできない。選択するわれわれの側に求

めるしかない。そうすると，なぜそれを選択するのかという問題に答えることは，なぜそれを学ぶ必

要があるのかという問題に答えることである。すなわち，選択原理は学習必要性の根拠によって説明

されるのである。

本研究では，社会科における学習の必要性の根拠として，研究代表者が考える批判主義の社会科に

したがって，民主主義社会の形成を行う市民の育成という社会形成としての社会科を提示してきた。

民主主義社会を形成することができるという社会科学習の根拠が内容選択原理に転用される。つまり，

このような事象をこのように学ぶと，民主主義社会を形成することができる市民を育成することがで

きるということを根拠にして，社会形成の社会科における内容が選択されるのである。簡潔に言えば，
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民主主義社会の形成の観点から内容が選ばれるということである。

先に示したアメリカ独立革命について民主主義社会の形成の観点から見ると，建国の時には革命が

正当とされたが，現在ではなぜ否定されているのかという疑問が生じ，革命の正当性を問うことが考

えられる。エングルとオチョアはそれを，「革命はいかなる状況のときに正当化されるのか。18世紀

後半のアメリカの状況はそのような状況を満たしていたか。社会の中で社会的変革を起こすためには，

革命よりもよりよい方法があるのか。」などという問いを発することであるとしている4）。つまり，

現代社会にその現象が影響を及ぼしている側面や観点を取り上げ，現代社会の問題として学習するこ

とである。

社会科の内容にこのような側面や観点を取り上げ問題にすることを，対象としての関係と定式化す

るのである。というのも，対象としての関係は，学習対象となる出来事や事象，地域などをその存在

そのものやその概念として取り上げるのではなく，現代社会との関係として取り上げるからである。

このような現代社会との関係が，対象としての関係を社会科の内容にする第－の意義である。社会

科の本来の内容である現代社会との関わりをあらゆる内容がもつことで，社会科の内容を学習する根

拠を学習者が理解することができるのである。別の意義をさらに，指摘することができる。それは，

社会の形成との関係である。社会科の内容が，社会を作るという行為に関わることによって，これま

で以上により積極的な学習上の意義をもつことができるのである。

社会形成としての社会科は，これまでの社会科が採用してきた対象としての存在をもはやその内容

選択原理にせず，対象としての関係をその原理に変え，社会科の内容において民主主義社会の形成と

いう自らの原理・原則を貫き，現代社会との関係や社会形成との関係を重視する。

3　社会形成のための社会空間としての地理，歴史，社会
社会形成としての社会科が社会を対象としての関係として捉えるとしても，具体的には何をどのよ

うに捉えるのだろうか。

結論を先に述べれば，それは，1947（昭和22）年版学習指導要領が設定した社会科の内容（人と他

の人との関係，人間と自然環境との関係，個人と社会制度や施設との関係）5）を社会形成の観点で見

直し，それを社会空間として定式化し，批判的に学習するように組織することだと捉える。

3．1．社会空間としての社会関係6）

社会は，人と人の関係の総体である。狭くとれば，それは，現代社会における人と人の関係であろ

う。広くとれば，過去の社会を含んだ人と人の関係であろう。また，厳密にとれば，文字通り，一人

の人間，個人と個人の関係であろうが，一般には，社会集団間の関係も，国民間の関係，さらには，

社会階層間の関係，民族間の関係も含むそれであろう。

ここでは，広くとって，過去の社会を含んだ社会における個人，社会集団，国民，社会階層，民族

のそれぞれの問の関係の総体と考えることにしたい。これらは，具体的に，社会において出来事，現

象として示すことができるが，これらの出来事や現象は，個々の人間を基盤にした集団の関係である。

基盤にする個々の人間は，合理的に行動すると理念型的に設定された抽象的な人間ではなく，一個

の身体をもった生身の人間である。身体というものはどの部分も，自然の一部である。その人間や集

団の行為，行動は，自然と関連した出来事や現象を含み込んだものと考えることができる。また，た

とえ一個人の行為や行動であっても，社会的役割や社会的機能と関連し，社会的集団の一員としての

行為や行動であり，集団の関係と見ることができる。

このように，人と人の関係は，過去の社会を含んだ広い社会における，身体的関係から集団的関係
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までの人間的関係総体を指すことになる。このような関係を社会空間と呼ぶことしたい。空間と呼ぶ

のは，われわれがいろいろな関係を作り出し，作り変えることのできる行為の場だからである。

このような関係としての社会空間を社会科の内容にすると，その関係は，学習する領域や段階を指

定することができるというメリットがある。自然との関わり，個人の関わり，これらの度合いを指標

にして，直接的なものから間接的なものへ，個人的なものから集合的なものへ段階的に分けて見よう。

そうすると，自然と人間の関係，人間と人間の関係，人間と社会制度の関係の三つに分けることがで

きる。

この三つの関係は，1947（昭和22）年版社会科学習指導要領が社会科の内容として設定した，人と

他の人との関係，人間と自然環境との関係，個人と社会制度や施設との関係とそっくりであると考え

られるだろう。1947年版社会科学習指導要領はこれらの関係を，機能主義にもとづいて相互依存関係

として理解していた。機能主義は，ある社会的活動は別の活動に影響を及ぼすという相互影響の仮説，

社会的活動は社会全体（システム）の安定・維持に作用するというシステム維持の仮説，社会的活動

は社会の必要・充足の働きであるという社会の存続発展の仮説という三つの仮説から成り立っている

と言われている7）。これらの仮説のうち，1947年版社会科学習指導要領は第三の仮説である社会の存

続発展の仮説を次のように説明した。

「社会生活を理解するには，相互依存の関係を理解することがたいせつであり，そして，その相互

依存の関係を理解するには，人間性の理解がこれにともなわなければならない。社会生活の根本に，

人間らしい生活を求めている，万人の願いがひそんでいることを忘れて，たゞ社会に現れているさ

まざまのことばかり理解しても，それは真に社会生活を理解してい盲とはいえない。従来のわが国

民の生活を考えて見ると，各個人の人間としての自覚，あるいは人間らしい生活を営もうとするの

ぞみが，国家とか家庭とかの外面的な要求に抑えつけられたために，とげられて来なかったきらい

があった。そのために，かえって国民としての生活にも，家庭の一員としての生活にも，さまざま

な不自然なこと，不道徳なことが生じていたことは，おたがいに痛感したことである。青少年の人

間らしい生活を営もうという気持ちを育ててやることは，基本的な人権の主張にめざめさすことで

あるとと同時に，社会生活の基礎をなしている。他人への理解と他人への愛情とを育てることでも

ある。事実，みずから自分の生活の独立を維持し，人間らしい生活を楽しむことを知っているもの

であるならば，そこにはじめて，他人の生活を尊重し，自他の生活の相互依存の関係を理解する

ことができ，自分たちの社会生活を，よりよいものにしようとする熱意を持つことができるので

ある。」8）

この説明では，社会の存続発展の仮説を，個人の願い，自覚や人間性という個人の行為や道徳にもと

づいて理解しており，個人の育成が社会の存続発展の基礎になると読み変えている。

個人の育成を基盤にした結果，1947年版（また，1951年版）社会科学習指導要領は，機能主義の相

互影響の仮説もシステム維持の仮説も，個々人の問題として捉え，そのような問題を中心に構成する。

たとえば，1947年版では，「家や学校で，よい子と思われるには私たちはどうすればよいか」（第一学

年問題工），「世の中で一人前なるには，私たちはどうすればよいか」（第三学年問題I），「世界じゅ

うの人々が仲よくするには私たちはどうすればよいのか」（第六学年問題Ⅷ）などの問題を取り上げ

ていた9）。これらの問題を学習することによって，「はじめて青少年に真実な知識を与え，かれらを

偏見から解放し，また将来民主主義社会の一員として正しく生きる途を発見させることができる」10）

と考えている。子どもたち自身は現在まだ民主主義社会の一員ではないが，将来そうなるための「生
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きる途」を個人の行動，態度，遺徳として身に付けさせることを主要な目標にしていた。

1947年版や1951年版の社会科学習指導要領は，社会を人と人との関係として定式化し，それらの関

係を三つの関係に整理したが，その関係を個人の問題や個人の育成として理解した。このような理解

は，個人を基盤にしたものであり，個人を中心にしすぎており，社会と個人の関係や個人と個人の社

会的関係を見失わせるものである。また，関係が在ることを前提にし，関係を作り変えることができ

るものと考える余地をなくすものである。

そこで，本研究が採用している構成主義の立場から，このような関係をひとびとが作り出すものと

見ることへ転換してみよう。

3．2．社会関係としての地理，歴史，社会

社会形成をめざす社会科は，1947年版，1951年版の社会科学習指導要領が示した対象としての関係

という観念を復活させ，その意味内容を新たに変えようとする。社会形成の観点からすると，対象と

しての関係は社会を作り出すことを意味するので，それ内容にする教育は社会を作り出すように構成

する。

自然と人との関係，人と人との関係，人と制度や施設という三つの関係は，当然，そのようなもの

として存在しているわけではなく，作り出されるものである。たとえば，自然と人との関係は，ひと

びとが自然と関係しているという状態を示しているだけではなく，その関係をどのような関係として

作り出すかという問題を解決することをも含んでいる。対象としての関係を内容とし社会形成をめざ

す社会科は，関係の状態をわかることよりも，関係を作り出すことに重点を置く。関係を作り出すた

めには関係の状態をわかることが必要であり，関係を作り出すことはそれをわかってどのようなもの

に変えるかを考えることなのである。このような関係を作り出すことは，自然と人との関係だけでは

なく，人と人との関係，人と制度や施設との関係でも同様に考えることができる。

問題は，関係における社会関係の内容である。自然と人との関係において自然は，自然的物理的環

境だけでなく，生物の一つとしての人間，人間という身体的環境をも含み込んだものと見る。社会関

係の基礎には，このような広い自然と人間の関係がある。また，人と人の関係における人は先述した

ように，個人としての人間だけではなく，社会集団，国民，さらには，社会階層，民族をも含み込ん

だ社会的人間の総体と考える。社会関係を作り出す基本的主体がここで網羅される。そこでは，どの

ような社会関係が作り出されているかという状態をわかるだけでなく，どのような社会関係を作り出

すのかを考えることが求められる。さらに，人と制度や施設の関係における制度や施設は，社会関係

が作り出した制度や施設だけでなく，社会関係を作り出す社会運動や組織，価値や価値観，習慣や慣

例，規則や規範，ルールや法，さらには，宗教，言語，道徳，教育，芸術などの文化も含んで，考え

られるべきであろう。

社会関係の観点から見ると，1947年版，1951年版学習指導要領の示したものは狭く，かつ，状態的

なものに重点化しすぎているので，広く，かう，形成的なものをも含むよ．うに設定し直す。そうする

と，自然と人の関係は自然的物理的環境，生態系・身体的環境と人との関係として，人と人との関係

は個人，社会集団，国民，社会階層，民族の間の関係として，人と制度や施設の関係は制度，価値や

文化の関係として捉え直し，これらの関係における，状態や形成上の問題を把握するとともに，それ

を解決する方法を探ることができる。このように，自然と人の関係，人と人の関係，人と制度や施設

の関係をより広く捉え直すと，用語の問題として，三番目の人と制度や施設の関係は人と社会制度や

文化の関係と表現した方が適切であろう。

社会関係から社会形成をめざす社会科の内容を整理すると，それは，自然と人の関係，人と人の関
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係，人と社会制度や文化の関係の三つであるとまとめられる。これらの三つの関係は，これまでの社

会科の内容領域からいえば，自然と人の関係は地理の領域に，人と人の関係は社会，あるいは公民の

領域に，人と社会制度や文化の関係は歴史の領域に，主要に関連している。しかし，このような領域

に固定しているわけではない。とくに，人と人の関係，人と社会制度や文化の関係はそれぞれ，社会

あるいは公民の領域，歴史の領域に関連するだけでなく，二つの関係は二つの領域それぞれに関連し

ているといった方がよいであろう。

対象としての関係を社会科の内容にするときには，これまでの社会科が考えてきたように地理，歴

史，社会あるいは公民の領域の教育が存在するとはもはやいえない。三つの社会関係によって社会科

の内容範囲と領域を形成し，それに応じた単元を作り出すこ≒が，社会形成をめざす社会科の課題で

ある。

4　社会関係としての社会科地理，歴史の単元

自然と人の関係，人と人の関係，人と社会制度や文化の関係に関する単元を学校段階ごとに開発す

ることが，カリキュラム開発研究としては必要なことである。しかし，現在のところ，それを行う力

と余裕がないので，個別単元の開発によって，これら三つの関係を示すことにしたい。その際，便宜

的に，これまでの社会科の内容領域名（地理，歴史，日本史，世界史など）も開発した単元に記し，

現行の社会科，地理歴史科，公民科のいずれで使用可能なものかを示すことにしたい。

自然と人の関係は先に述べたように，自然的物理的環境，生態系・身体的環境と人との関係として

捉えることができる。これらを総体として見ることはできないので，個別の問題を通して単元として

組織すると，その一部が把握され，新たな関係として作り直される。たとえば，自然的環境と人の関

係は，人はどのような自然環境の制約を受けて生活を行っているのか，自然の条件を生かして人は家

の形，食事（主食）の材料や衣服の着方にどんな工夫をしているのか，などの問題として捉えること

ができる。また，生態系と人の関係は，生態系にいかに人間の生活が組み込まれているか，生態系の

保存がなぜ必要なのか，生態系をいかに守るか，などの問題として捉えることができる。後者の問題

は，資源とその開発，環境の汚染と保護などの問題と関連した環境学習として展開することができる。

その展開事例を第2章に，現代民主主義社会における環境学習一地理単元「地球の壊れやすい生態系

をいかに守るか」－として示した。

人と人の関係は，個人，社会集団，国民，社会階層，民族の間の関係として捉えることができる。

これらの関係も個別の問題を事例にした単元として組織すると，新たな関係として作り直すことがで

きるようになる。たとえば，社会集団間の関係は，男女の性役割関係として捉えたり，家族関係とし

て捉えることができる。前者の男女の性役割関係については，男女平等の実現という社会問題として

組織し，歴史的に探求した社会問題史学習の単元「男女平等を考える」を開発した11）。また，国民間

の関係は，貿易摩擦の問題や国際平和の問題として捉えることができる。後者の国際平和の問題につ

いては，男女平等の実現の問題と同様に，社会問題史学習の単元として開発している12）。

人と社会制度や文化の関係は，制度や施設，社会運動や組織，価値や価値観，習慣や慣例，規則や

規範，ルールや法，さらには，宗教，言語，道徳，教育，芸術などの文化をも含む制度，価値や文化

の関係として捉えることができる。人と社会制度の関係は，民主主義社会の制度やそれに関わる社会

的関係であり，その学習が求められている。そのために，現在の民主主義社会という社会制度に関わ

る問題を取り上げ，その間題を解決する学習として展開される。たとえば，、なぜ代議制が作り出され

たのか，どうして革命は現代民主主義社会では認められないのか，などの問題として捉えることがで

きる。後者の革命の問題については，第2章においてアメリカ独立革命を事例にし，世界史単元「ア
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メリカ独立革命一革命はいかなる状況で正当化されるか」を開発した。また，文化は，民主主義社会

においてひとびとが作り出しているものであるが，事実として目に見えるものである制度に対して，

価値に関わり日に見えにくいものである。人と文化の関係は，ひとびとが作り出しているが，価値に

関わるものとの関係の問題として捉えることができる。そのような問題として，社会運動，宗教，教

育，芸術に関わる社会問題を挙げることができる。教育に関わる問題に関して第4章の日本史単元

「女性と教育一保井コノはどのような問題にぶつかったのか」を，また，社会運動に関わる問題に関

して日本史単元「戦前の婦人運動－なぜ戦前の婦人運動は体制化したのか」を開発した。この二つの

単元は，別々に使用することもできるが，作成者の意図は，連動して使用することにある。というの

も，個人の問題から集団的問題へ，また，集団的問題から個人の問題へ社会問題のレベルを相互に移

行して，問題の原因を歴史的に振り返るとともに，社会的に深く探求できるように意図し’ているから

である。

開発した単元の各々の教授＝学習過程について，詳細に解説することはしないが，世界史単元「ア

メリカ独立革命一革命はいかなる状況で正当化されるか」を用いて，授業において批判をどのように

実行するように組織しているかを説明することにしたい。

世界史単元「アメリカ独立革命」の各パート，そこにおける主要な問いと役割を示すと，次のよう

になる。

パ　 ー　 ト 主　 要　 な　 問　 い パ ー ト の 役 割

導　 入

政府 に よ る革 命 の 否 定 ◎ 独 立 革 命 時 に認 め られ て い た革 命 が ， 第 一 段 階

現 在 認 め ら れ て い な い の は な ぜ か 。

革 命 は どの よ う な状 況 で 正 当 化 さ れ

るの か 。

問 い の 確 定 ・

展　 開

I

「革 命 」 と 「抵 抗 」 の 概 ◎独 立 革 命 当時 ， 革 命 は い か に正 当 化 第 二 段 階 第 三 段 階

念 され たか 。 問 い の 調 査 価 値 に 関 す

O 「革 命 」 と 「抵 抗 」 の 違 い は何 か 。 る仮 説 の 確

定
II

独 立 革 命 に お け る革 命 行 ○ 独 立 革 命 を起 こ し た人 達 は革 命 行 為

為 の 正 当 化 を ど の よ う に正 当 化 した の か 。

III

独 立 革 命 後 の 非 合 法 的 な ○独 立 革 命 後 ， 政 府 に対 す る非 合 法 的

暴 力 行 使 へ の対 応 な 暴 力 の行 使 は な か っ た の か 。

あ っ た と す れ ば ， そ れ は どの よ う な

結 果 に な っ た の か 。

IV

反 乱 鎮 圧 と独 立 革 命 正 当 ◎ 独 立 革 命 に よ っ て 成 立 した 政 府 が 革

化 両 立 の 論 理 命 と類 似 した 行 為 を 不 当 とみ な し，

鎮 圧 す る の は な ぜ か 。 そ の 際 独 立 革

命 は との よ う に正 当化 され る の か 。

終　 結

革 命 正 当 化 の 条 件 ◎ 革 命 は ど の よ う な 状 況 で 正 当 化 さ れ 第 四 段 階

る の か 意 思 決 定 の 実 行 と そ の 正

当 化

本単元は六つのパートからなっている。第一パートは導入部であり，「アメリカ独立革命時に認め

られていた革命がなぜ今，アメリカでは認められないのか。」という本単元の基本的な問いを確定す

る。かつては認められていたが，いまはだめというのは，ずるがしこいやり方ではないか，そのよう

論理は本当に正当なことなのかを検討しようと動機づけることである。第二パートから第五パートま
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では展開部であり，「アメリカ独立革命当時，革命はいかに正当化されたのか。」と「革命後成立した

政府は，独立革命をどのように正当化したか。」を調べ，検討する。この過程は本単元の基本的な問

いを，アメリカ独立革命に適用することで，実際的に検討可能な問いに変形し，それにもとづいてそ

の問いが合意している価値を見きわめる。第六パートは終結部であり，アメリカ独立革命の検討を受

けて，本単元の基本的問いの「革命はどのような状況で正当化されるのか。」について，生徒が自分

たちで判断しその判断について正当性を吟味検討する。

本単元は第一パートから第六パートまでの過程を通して，民主主義社会における，革命（暴力）に

よる政府交代の否定，議令による政府交代の肯定という社会の制度（ルール）を批判する。つまり，

批判を実行するというのは，社会のそのような制度が，いつ，どこで，どのような理由でできあがっ

たのかを明確にし，その根拠を吟味検討して，その制度を支える正当性の論理を生徒自らが判断し，

よりよいものに変える条件や根拠を提示することである。

他の単元も世界史単元「アメリカ独立革命一革命はいかなる状況で正当化されるか」とほぼ同様な

過程で，組織しており，環境問題，女性の教育問題，婦人運動問題を通して自然と人の関係，人と社

会における教育や社会運動の関係を吟味検討し，よりよい関係を作り出すことをめざすように組織し

ている。

；主

1）池野範男「社会形成力の育成一市民教育としての社会科－」r社会科教育研究別冊　日本社会科

教育学会年報（2000年度）j2001年，参照。

2）井上達夫「コンセンサス社会からの脱却を」『中央公論J1999年8月号，参照。

3）なぜ，社会科がその概念を変更し，その内包や外延をともに広げ，其理性にもとづいた認識レベ

ルを越え，正当性にもとづいた判断・決定レベルまで含んだものにするのかについては三つの理由

がある。第一は，学習指導要領を主軸こした現在の社会科の機能不全，第二は，社会科概念の廠定

化による社会科教育研究における社会的意義の欠如，第三は，社会科の原理に社会形成を置くこと

による現代社会との結びつきである。これら三つの理由は，社会科教育の実際と理論において社会

科教育の社会的役割を評価したことにもとづいている。

4）ShirlyH．EngleandAnnaS．Ochoa，肋cationjbrtheDemocmticCitizensh軌NewYorkand

London：TeachersCollegePress，1988，p156．

5）『学習指導要領社会科福（I）（試案）－昭和二十二年度－J1947年（上田薫編集代表F社会科教

育史資料1』東京法令，1974年，218貢）。

6）橋爪大三郎『仏教の言説戦略j勤葦書房，1986年，同『言語派社会学の原理」洋泉社，2000年を

参照した。

7）N．アバークロンピー，S．ヒル，B．S．ターナー（丸山哲央監訳・編集）F新しい世紀の社会学中

辞典』ミネルヴァ書房，1996年，137貢，参照。

8）上田編集代表，前掲書，218貢。

9）同上，222－223貢。

10）同上，222貢。

11）池野範男，ほか「近現代史学習の授業開発の研究（lV）－社会問題史学習の小単元「男女平等を

考える」－」広島大学教育学部・関係附属学校園共同研究体制r研究紀要J第28号，2000年。

12）池野範男，ほか「高校社会問題史教授プランの開発一単元「国際平和を考える」－」広島大学平

和科学研究センターF広島平和科学」第20号，1997年。
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第　2　章

現代民主主義社会における環境学習
－地理単元「地球の壊れやすい生態系をいかに守るか」－

研究協力者

岩　元　光　博　　西　村　弘　治

平　田　浩　一　　三　輪　玲　子

1　主　題：地球の壊れやすい生態系をいかに守るか

2　学習目標

（1）愛知万博を事例として，論争問題に対する主張の背後にある社会観や，それぞれの主張がもたら

す便益・費用を解明する。

①　あるべき社会観に基づく主張の相違が，論争問題を引き起こしている。

・開発を主張する側は，社会は経済の成長により発展するという社会観をもっている。

・自然保護を主張する側は，経済成長よりも生態系の保護を優先すべきであるという社会観をもっ

ている。

（診　それぞれの主張を実現することによって，便益が得られる一方，費用が必要となる。

・開発を実施することによって，一定の経済効果が見込めるが，生態系を破壊することになる。

・開発を中止することによって，生態系を保護することはできるが，その保護には一定の費用が

必要である。

・費用と便益に対する見解は，試算の仕方やスパンの取り方によって異なる。

（2）愛知万博を事例として，論争問題に対して意思決定を行い，社会のあるべき姿を追求する態度と

能力を養う。

①　意思決定に必要な問いを調査することができる。

（診　主張の背後にある価値を吟味できる。

（診　それぞれの主張がもたらす費用と便益を予測できる。

④　それぞれの価値に基づく解決策を提示できる。

⑤　解決策を費用と便益の視点から吟味できる。

⑥　自らの価値に基づいて解決策を選択し，正当化できる。

3　単元の全体構造：中学校社会科地理的分野 （配当時間：4時間）

パ ー ト 主　　 な　　 発　　 間 主　　 な　　 活　　 動 意 思 決 定 段 階 時 間

導　 入

○ 愛 知 万 博 を め ぐ っ て ， ど の よ う な 主 ・主 催 者 側 と市 民 運 動 側 の 主 張 を明 確

問 題 の 決 定 と
1 時 間

張 が な さ れ て い る か 。 ま た ， 両 者 の 化 し， 問 題 の論 点 を 明 らか にす る。

主 張 の 背 後 に は， ど の よ う な 問 題 が ・こ の 問 題 に つ い て 判 断 す る た め に ， 問 い の 調 査

あ るか 。 問 い を調 査 す る。
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展

開

I

○主催者側は，社会のあるべき姿をど ・主催者側と市民運動側の主張の根拠

主張の前提と

なる価値の明

確化

のように考えているか を明らかにするとともに，それぞれ

の立場が求めている社会のあるべき

姿を推測する。

○市民運動側は，社会のあるべき姿を

どのように考えているか。

II

○両者の主張にどのような違いが見ら ・両者の主張の前提となる用語の定義

1時間

れるか。 を行う。

○市民運動側の主張を実現すると，便 ・それぞれの主張がもたらす便益と費

益 と費用はどのようになるか。 用を推測する。

○主催者側の主張を実現すると，便益

と費用はどのようになるか

HI

○あなたの考える望ましい社会 とは， ・望ましいと考える社会のあり方にも

選択肢の確定

と結果の予測
1時間

どのようなものか。 また，そのよう とづいて，愛知万博に対する解決策

な社会のあり方にもとづく解決策は

どのようなものか。

を提案する。

○それぞれの解決策 はどのように評価 ・便益と費用の観点から，それぞれの

すればよいか。 解決策を評価する。

（バランスシー トを作成する。）

終　 結

○もっとも望ましい解決策はどれか。 ・もっとも望ましいと考える愛知万博
意思決定の実

行 と正当化
1時間また，その理由は何か。 の解決策を選択し，理由と根拠をも

って自己の選択を正当化する。

4　単元の展開

パート 教師の指示 ・発間 教授学習活動 資料 子どもから引き出したい知識

導

入

論

争

問

題

の

提

示

・この新聞記事では，何が問題となっ T ：資料を提示 （9 ・愛知万博の開催予定地にオオタカの

ているか？

・オオタカの営巣が発見されたのが，

し発関する

P ：答える

T ：発間する

営巣が発見されたため，市民運動側

が愛知万博の見直 しを求めてきてお

り，主催者側がその対応に苦慮して

いるという問題である。

・オオタカは絶滅危惧種であり，絶滅
なぜ問題なのか。

○主催者側 ・市民運動側はそれぞれど

P ：答える

T ：発間する

によって生態系の破壊につながると

考えられたから。

○主催者側は，自然 との共存を図りな

のような主張をしているか。

○両者の主張の背後には，どのような

P ：答える

T ：発間する

が ら，計画どおり開催することは可

能であるとしている。

○市民運動側は，万博開催は自然破壊

につながるものであり，中止すべき

であるとしている。

○この間題は，愛知万博の開催 と海上

問題を抱えているか。 P ：答える の森の保護をめぐる問題であり，そ

れは，開発を重視するかと生態系の

保護を重視するか ということをめぐ

る問題でもある。
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導

入

論

争

問

題

の

提

示

・みんなはどちらの立場を支持するか。

・何を調べなければならないか。

T ：発間する

P ：答える

T ：発間する

P ：答える

・もっと詳 しく調べなければ判断でき

ない。

く多様な答え〉

・なぜ，愛知万博を開催しようとするのか。

・愛知万博を開催すると，本当に経済
効果があるのか。それはどのような

試算に基づくのか。

・開催は生態系にどのように関わるの
か。環境破壊につながるのか。

・環境に配慮しながら開催できるのか。
それはなぜか。

・なぜオオタカを保護しなければなら

ないのか。どうすればオオタカを守

れるのか。

・保護のために開催を中止するとどう
なるか。

展

開

I

主
催
者
側

◎主催者側は，社会のあるべき姿をど

のように考えているか。

・主催者側は，何をテーマに，どのよ

T ：発間する

T ：発関する ②，③

④

（む，（り

・今回の万博は 「自然の叡智」をテー

うな万博を開催しようとしているの P ：資料を見て マにし，身近な自然である森を実験

か。

・主催者側は，万博開催にどのような

答える

T ：発間する

場 として，環境 ・資源 ・エネルギー

などの課題に対する解決策 として，

ハー ド・ソフト両面の知的成果を提

案しようとしている。

・経済効果がある。
の
社
∠ゝコ言
の
あ
り
方
の
追
求

期待をしているのか。　　　 、

・主催者側は，どのように自然を保護

P ：答える

T ：発関する

・地域活性化 （産業振興，観光業，建

設業など）

・社会資本の整備 （交通網の整備，都
市計画，）

・瀬戸市のイメージアップ

・オオタカの営巣さえ守？て，基本的
すればよいといっているのか。

○主催者側は，社会のあるべ き姿をど

P ：資料を見る

T ：発問する

には計画どおりに実施すればよいと

主張している。

○生態系を最小限維持しながら，経済

のように考えているのか，推測しな P ：推測して答 効果をもたらす開発を優先し，社会

さい。 える を発展させてい くべきであると考え

ている。

市
民
運

◎市民運動側は，社会のあるべき姿を

どのように考えているのか。

・市民運動側は，主催者側の考える愛

T ：発関する

T ：発間する ⑤ ・愛知万博は 「自然の叡智」をテーマ
勒
側
の
社
ノゝコ言
の
あ
り
方
の
追
求

知万博をどのように考えているのか。

・中止することで経済効果がなくなる

P ：答える

T ：発問する

にしているが，万博の開催はオオタ

カの営巣だけでなく，海上の森の生

態系全体を破壊することにつながる

ので，中止すべきだと主張している。

・主催者側の計画では経済効果がある
が，それをどのように考えるか。 P ：答える とは言い切れないし，それ以上に自

然の損失ははかりしれないので中止

すべきであると考えている。
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展

開

I

市
民
運
動
側
の
社

．∠ゝ石
の
あ
り
方
の
追
求

○市民運動側は，社会のあるべき姿を T ：資料を提示 ○経済効果を期待するよりも，生態系

どのように考えているのか。推測し し発問する 維持を最優先させながら，社会を経

なさい。 P ：答える 持していくべきである。

・これまでの学習から主催者側と市民 T ：発間する （表（り参照）

運動側の考えをまとめなさい。 P ：答える 【表（9　 主催者側 と市民運動側の考え

る社会のあるべき姿】

　＼　　 主催者側　 市民運動側

票　 開　 催　 中　 止

生態系を最小　 経済効果を期

社 I限に維持でき　 待す る よ り
会　 れば，経済効　 も，生態系絶
霊　 異をもたらす 持を最優先さ

る　　 開発 を優 先　 せながら，社
ベ
き　　 し，社会を発　 会を維持して
姿　 展させていく　 いくべきであ

べきである。　 る。

展

開

II

両
者
の
主
張
の

○主催者側と市民運動側の主張にどの T ：発間する

（り

⑧

○主催者側は，オオタカを保護するこ

ような違いがみられるか。

・両者の主張に違いが生じるのはなぜ

P ：答える

T ：発間する

とが自然を保護することと捉えてお

り，オオタカを保護したうえで開発

を進めればよいとしている。市民運

動側はオオタカのすむ海上の森全体

の生態系を保苦する必要があり，開

発を中止すべきであると主張してい

る。

・生態系や開発に対する考え方が異な

か。 P ：答える るから。

前
提 ・そもそも生態系とは何か。

・開発とは何か。

・開発と生態系はどのような関係にあ

T ：発間する ・生態系 とは，ある地域のすべての生

と
な
る
用
語
の
定
義

P ：答える

T ：発間する

P ：答える

T ：発間する

物と，それらの生物空間から成り立

ち，エネルギー循環，物質循環，食

物連鎖，などで結びついており，全

体としてある一定の釣 り合いのとれ

た仕組みのことをいう。

・開発とは個人と社会が人間の必要を
充たし，生活の質を向上させるあら

ゆる行動をいう。

・開発を行うことは生活の質を向上さ

るのか。 P ：答える せる一方で，開発の仕方によっては，

生態系に影響を及ぼすことにもなる。

市
民
運
動
側

◎市民運動側の主張を実現しようとす

ると費用と便益はどのようになるか。

・市民運動側は，なぜ，海上の森全体

T ：発関する

T ：資料を提示 ・生態系は桂の多様性によってバラン

の を保護しなければならないと主張し し発間する スが取 られている。オオタカが絶滅
王
張
の
吟
味

ているのか。 P ：答える すれば，海上の森の生態系全体がバ

ランスを崩し，自然破壊が進むこと

になると考えているから。
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展

開

II

市
民
運
動
側
の

・生態系を保護するためには，どんな T ：発間する ⑨

⑳

・生態系を守るには森を管理しなけれ

ことが必要か。

・市民運動側は開発の中止を主張して

P ：答える

T ：資料を提示

ぱならない （除伐 ・間伐 ・枝打ち・

蔓きりなど）。つまり，森は管理 し

なければ維持できず，それには莫大

な時間と労力と費用がかかる。

・海上の森の生態系を守れるかも知れ
主
張

いるが，中止するとどうなるか。

○市民運動側の主張を実現すると費用

し発関する ないが，万博開催による経済効果が

の
吟
味

P ：答える

T ：発関する

なくなる。

○生態系を保護できるが，そのために

と便益はどのようになるか。 P ：答える は費用がかかり，その上開発による

経済効果は望めない。

主
催
者
側
の

◎主催者側の主張を実現しようとする

と費用と便益はどのようになるのか。

・中止すると，経済効果がなくなるの

T ：発間す

T ：発間す

る

る

⑪

開催 ・

・主催者側 ：少なくともこれまで使っ

か。

・開催すると，本当に経済効果がある

P ：答える

T ：発間する

てきた費用 （税金）が無駄になるし，

期待される経済効果がなくなる。

・主催者側 ：経済効果が見込める。

のか。

・開催すると，本当に生態系の破壊に

P ：答える

T ：発関する

・市民運動側 ：主催者の試算があまく，

赤字が見込まれる。実施すれば，こ

れまで使ってきた費用以上に税金を

使うことになる。

・主催者側 ：開発が必ずしも破壊につ
つながるのか。

○主催者側の主張を実現すると，費用

P ：答える

T ：発関する

ながるとは限らない。生態系も管理

しなくてはならない。

・市民運動側 ：開発は開発であって，
破壊のない開発はあり得ない。

○試算によって，期待される経済効果

主
張
の
吟
味

と便益はどのようになるのか。

・これまでの学習でわかったことを整

理しなさい。

P ：答える

T ：発間する

P ：これまでの

学習を振り

返る

【表②

は異なる。

○開発にも自然破壊につながる開発と，

そうでない開発がある。

○万博を開催した場合もしない場合も，

便益がある一方で費用がかかる。

（表②参照）

中止した場合の便益と費用】

＼ 主催者側（開催） 市民運動側
（中止）主催者側の試算 市民運動側の試算

便　　 益

（メリット）

・経済効果が見込

める

・生態系を保護で
きる

＊＊＊
・生態系の

保護

費　　 用

（デメリット）
＊＊＊

・経済効果が見込

めない

・生態系を破壊す

る

・生態系の保

護の費用

・経済効果

なし
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固

望
ま
し
い
社
∠らトこZr

◎あなたの考える望ましい社会とはど

のようなものか。そのような社会の

あり方に基づく解決策はどのような

ものか。

○あなたは，どのような自然と人間の

T ：発関する

T ：発関する

のための

〈多様な答え〉

関係が，望ましい社会につながると P ：答える

T ：指示す右

O A ：ある程度自然に負荷をかけてで

考えるか。

○あなたが考える望ましい社会のあり

も，経済成長を続けて人間の生

活を豊かにする。

O B ：自然の保護を優先することで，

人間の生活を豊かにする。

O C ：開発と自然保護の費用 と便益の

バランスを最も重視する。

O D ：技術の開発によって環境問題の

解決を重視する。

く多様な答え〉

の
あ
り

方にもとづいて，愛知万博と海上の P ：作業する

望ましい社会とそ

O A の考え方にもとづ くグループ

開

HI

森の問題に対する解決策について， →計画通 り開催する。

方
と
解
決
策
の
選
択

グループに分かれて考えなさい。

【表③

O B の考え方にもとづ くグループ

→中止する。

O C の考え方にもとづくグループ

→規模を縮小して開催する。

→会場を分散して開催すればよい。

→会場を移転して開催すればよい。
O D の考え方にもとづ くグループ

→技術的に問題を克服すればよい。
（詳細は，表（診参照）

解決策】

解　 決　 策 内　　　　　 容 根拠となる社会のあり方

案 計画通り開催す 主催者側の計画の通 りに，海上の森 A　 ある程度自然に負荷をかけてでも，経
（り る。 で万博を開催する。 済成長を続けて人間の生活を豊かにする。

案 中止する。 市民運動側の主張通りに，万博の開 B　 自然の保護を優先することで，人間の

② 催そのものを中止する。 生活を豊かにする。

案
③

規模を縮小して 環境に与える影響を減らすために， C －1 環境に与える影響を最小限に C

開催する。 海上の森の会場を縮小して，万博を

開催する。

して，開発を行う。 の
バ 開
ラ 発
ン　と
i i

便
益

案
④

会場を移転して オオタカへの影響を配慮して海上の C －2　オオタカの営巣を守ることを

開催すれ ば よ

い。

森での万博を中止し，会場を移転し

て開催する。

最優先し，開発を行う。

案

会場を分散して 環境に与える影響を分散させるため C －3　環境への負担の集中を避ける

開催 すれ ばよ に，海上の森だけで万博を開催する とともに，交通網の整備やより
⑤ い。 のではなく，都市会場，臨海会場に

分散して開催する。

広い範囲での開発を行う。

案
⑥

技術的に問題を 環境への影響が少ない施設を建設し， D　 技術の開発によって環境問題の解決を

克月艮すれ ばよ

い。

海上の森で万博を開催する。 重視する。
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展

開

HI

解

決

策

の

○これらの解決策の中から，最善なも T ：発間する ○開催のための開発による便益やそれ

のを選択するためには，それぞれを P ：答える

T ：指示する

にかかる費用について考える必要が

ど＿のような観点で評価すればよいか。

・グループごとに，環境バランスシー

ある。

○自然の保護ができるかどうか，また，

そのための費用がどの くらいかかる

か考える必要がある。

（バランスシートを作成する）

評

価

トを作成し，それぞれの解決策につ

いて評価しなさい。

P ：作業する

l　　　　　　　 表 環境バランスシート作成例　　　　　　　 l

終

結

望
ま
し
い
社

．∠ゝこ＝言
の
あ
り
方
と
解
決
策‘
の
主
張

○それぞれのグループで，最 も望まし T ：指示する く発表の例〉

い解決策を決定 し，その理由を発表 P ：グループ毎 ○わたしたちのグループでは，規模を

しなさい。また，却下した解決策に に発表する

T ：指示する

P ：質疑応答を

する

T ：指示する

P ：まとめる

縮小して実施すべきだと考えました。

ついても理由を発表しなさい。

・また，他のグループに発表について，
質問や意見を述べなさい。

・議論をふまえて，個人個人で最終的
な意思決定を行い，これまでの学習

をまとめなさい。

それはオオタカの営巣を避けて規模

を縮小すれば，海上の森の生態系も

守ることができると考えたからです。

また，中止すべきでないと考えたの

は，愛知県などがこれまでかけてき

た費用が無駄になると考えたからで

す。

○わたしたちのグループは，万博を中

止すべきだと考えました。なぜかと

いうと，開催Iこよる経済効果に疑問

があるし，中途半端な開催でも自然

破壊につながるから，中止して余っ

た費用を海上の森の自然保護に使 う

べきだと考えたからです。また，海

上の森の生態系に多かれ少なかれ影

響を与えることになるので，規模を

締小しても開催はすべ きではないと

考えました。

く多様な質疑応答〉

（まとめる）

表　環境バランスシート作成例

観　 点
解 決策

開発 によ る便益 の観点 開 発 に よる費 用 の観点 自然保護 の観点 自然 保護 の費 用 の観 点

短期 的 長期 的 短 期的 長 期 的 短 期 的 長期 的 短期 的 長 期 的

計画通 り開催する ＋　 ＋ ＋　 十　 十 － － ＋　 ＋ ＋　 ＋

規 模 を縮 小 し て

開催 すれ ばよい
＋ ＋ － － ＋　 ＋ ＋　 ＋

会 場 を分 散 し て

開催 すれ ばよい
＋　 ＋ 十　 十　 ＋ － ＋　 ＋ 十　 十

会場 を 移 転 して

開催 すれ ば よい
＋　 ＋ ＋　 ＋　 ・ト － － － ＋　 ＋ ＋　 ＋

技術 的 に問 題 を
克月且すれ ば よい ＋　 ＋ ＋ － ＋　 ＋　 ＋ ＋　 ＋

中　　 止 － ＋ ＋　 ＋　 ＋ ＋　 十　 十
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資料①　「オオタカが問う　r共生J」中日新聞1999年5月13日朝刊第1面，第31面

資料②　「国際博覧会の歴史的役割の変化」

愛知県ホームページ（http：／／www．pref．aichi．jp／expo／towall14．html）

資料（診　「EXPO2000の開催」

愛知県ホームページ（http：／／www．pref．aichi．jp／expo／towa1400．html）

資料④　「愛知万博の経済効果」

東海銀行ホームページ（http：／／www．csweb．co．jp／TBK／eco／banpaku．html）

資料⑤　「万博予定地のオオタカの営巣一県と専門家r保護jで一致」中日新聞1999年5月13日朝刊

第16両

資料⑥　「万博とオオタカ共存できるか」中日新聞1999年5月27日朝刊第3両

資料⑦’「生態系」式部久他F高等学校新訂現代社会j第一学習社，p．90

資料⑧　「開発」東京学芸大学野外教育実習施設編r環境教育辞典j東京出版堂，1992，p．45

資料⑨　「私たちの願い」2005年の万博開催を支援する地元の有志の会ホームページ

（http：／／mediazone．tcp－net．ad．jp／iam－Set／TEX／wish．html）

資料⑩　「国際博覧会の推進」

愛知県ホームページ（http：／／www．pref．aichijp／zaisei／12／6／5．html）

資料⑪　「万博で地域活性化を－採算の検討十分に－」中日新聞2000年9月12日朝刊第12版
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資料（a

●国際博覧会の歴史的役割の変化

＜19世紀後半の国際博覧会＞＝展示中心としての性路。ロンドン、パリ中心。

最新の文明の成果を世界各国に紹介する物産展としての性格が強いものでした。

19世紀に行われた初期の国際博覧会は、ヨーロッパで開催されてきた特産物展覧会や美術展覧会などの国内博覧会が、

産業の発展により規模が大きくなったり、内容が充実したりして、国際化してきたものでした。

＜20・幽己前半の国際博覧会＞＝開催ルールと基本テーマ化アメリカ中心。

20世紀に入って、国際博覧会は、豊かな工業社会となった欧米先進国で盛んになる∵方で∴国際博覧会の乱立と貨的

な低下が問題となりました。このため、開催回数や開催内容に秩序を与えるためのルールや枠組みを決めるため、1928

年に国際博覧会条約が定められました。

その後、国際博覧会は1933年のシカゴ博覧会から、開催の方向を打ち出すための基本テーマを持つようになりました。

1933　シカゴ：進歩の一世紀、　　　　　1939　サンフランシスコ：平和と自由

1935　ブリュッセル：民族を通じての平和、1939　ニューヨーク：明日の世界と建設、

1937　パリ：近代生活における芸術と技術、

＜20世紀後半の国際博覧会＞＝科学万能主義から人間性の探求へ

第2次世界大戦後、20世紀後半の世界は、科学技術の進歩力唱覚ましい反面、南］間題や東西の対立など新たな問題

に直面しました。

こうした時代の変化を受け、国際博覧会でも、今までのように科学万能主義と物質文明を謳歌する博覧会の在り方を

見直す動きがみられるようになりました。そして、地球社会での人掟生存の原点を改めて見直そうとするテーマが登場

しました。

1958　ブリュッセル；科学文明とヒューマニズム、1970　大阪：人類の進歩と調和

1962　シアトル：宇宙時代の人類　　　　　　1992　セピリア：発見の時代

1967　モントリオール：人間とその世界、

※このように、国際博覧会は、過去150年の歴史の中で、時代を先導し、時代に応じてその役割と性格を変えながら、

人類の発展に大きく貢献してきました。…………そして

＜21世紀の国際博覧会＞＝地球環境にやさしいライフスタイルの探薗（問題提起型）

みんなで未来を考える、という博覧会本来の開催意義を再確認するとともに、自然の浄化再生力の限度を超えて、人

間の豊かさを追求してきたことを謙虚に反省し、人類と地球が末長く共存していけるすべ㈲を探求するという、新し

い形の博覧会が期待されています。
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資料③

卓録㌔EXPO命

敬

令戯㌔2∞5郎c川

肝r：EXPO2005は、なぜ開催されるのか？

‥・㌻地球的探題の解決策や21世紀の新しいライフスタイルを提示し、人頬の未来を考える世界的なビッグイベントの開催で、愛知・

日本を世界にアピールし、世界に貢献するため開催されま一九

●博覧会の新しい意義…………世界の期待に応える

近年の国際博覧会がしお祭り、単なる展示、見世物といったことが強調され過ぎて、“人類の未来をみんなで考える”という本来の目的

がおろそかになってきており、今までにない新しい国際博が世界から期待されていました。

誘致の段階の構想が評価され”日本ならばそれをやってくれるけという期待が開催決定につながりました。世界の期待に応え、挑戦的

に新しい博覧会に取り組みますこ

国際博覧会条約第1条

晒発会とは、名称のいかんを闘わず∵公衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために、人物†

利用することのできる手段、又は人類の活動の－－・若しくは＝以上の部門において達成された進歩、若しくはそれらの部門における将来

の展望を示すものをいう。」

博覧会の定義は言い換えれば　r芸術、科学、産業が産み出す物品を組織的に展示し、それによって大衆の興味を刺激し、知識欲を充た

すと共に．新たな創作を促し、広範囲な人煩のさまざまな生産活動の進歩と意識の啓発に寄与すべき催しであって、広く、専門家と一般

大衆を区別することなく、来場者を対象として教育的価値と娯≡細価値を持つ展示を主とした行事である。」と言えます1

これは．現代の情報化社会からみて極めて古鈎的な定義かも知れません猟国際博覧会には、“基本テーマの下に、首級宗教、民族、

文化などが違う世界の国々が集い、国際的に相互の理解と交流の低塵を図り、友好親善を図る”というr祝祭仙な側面が欠かせません。

国際博発会頚都が意図するところは、各博覧会が条約の基本精神とそのJH朋こ基づいて計画され国際的に共通した一定の秩序の下

に実施されることにあります。

情報化構筐む現在19世紀から今世紀初頭の博覧会にみられたような画期的な発明品が次々に登場する時代は去ったと言えます1しか

し、20世紀後半に入って、欧米先進国励1次々に独立するようになり、地球睨摸での影芭的な人口増加や世界各地で生産活動が盛

んになるにつれて、最近では環境保護と資源の有効利風食粗の生産と供給といった大焼社会の肋も国境を超え、地球規模でます

ます重視されています」

さらに、技術革新に伴う社会財田も人間のライフスタイルにもさまざまな変化をもたらします；都市への人口集中と農村の過疎化や

都市における労働と生活のあり方、さらには、高齢化社会の出現とそのための新たな社会のあり方勧相即〕れ、人間の医療と健康管理、

その他さまざまな問題が人規共通の課題として国防レベルでクローズアップされています．

また、人種、民瓦宗教文化∴言私憤習や思想等の違いによる価値観の違いは、文明が進歩した現代社会においても偏見印lJ害の

対立を生み、社会的緊張を増幅します．こうした社会的な問硯は」副群靭こ或いl勃堀的に紛争を招き、依然として容易に解決あ糸口が

兄い出しにくい国防的な大きな政治間鰭でもあります．

しかし、こうした社会問題が多様化し地球的規験に拡大する中で、より良き鵬会を賄築したいとの人間の願望は、時代を超えて絶

えず求め」卿ナる理想であり、未来に向けての人焙社会の課題であります。

国頭博覧会l胡封畠的し社会的な対立を解決する手段ではありません。しかし、こうした人焙の畑と願望を受けて、広く「般市民の意

識を啓発し、教育効果を高めることができる国際行事であると考えられます．

即ち、条約にいう図腺博覧会と且より良き地球社会の構築という世界共通の普遍的な願望の達成を目的として、人類社会の発展に寄

与すべき貨の高い匠腺行事として注目されるべきものなのです1
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資料④
愛知万博の経済効果

（単位：億円）
全　 国 愛 知 県 内

生 産 誘 発 粗 雇 用 者 所 得

誘 発 額

生 産 誘 発 祖 雇 用 者 所 得

誘 発 額
直 接 需 要 直 接 需 要

建 設 業 6 ，8 2 4 6，6 5 0 2 i 2 6 6 6 ．6 9 1 6 ．6 5 0 2 ．0 4 1

製 造 業 6 ．7 4 9 1．0 6 8 1，2 1 8 1 ．5 6 1 3 8 0 3 0 1

食 料 品 9 9 2 2 9 8 1 3 2 1 9 9 1 1 1 2 5

繊 維 製 品 3 7 5 1 6 3 9 0 4 4 3 1 1 0

パ ル プ ・ 紙 ・ 木 製 品 6 7 3 － 1 1 2 4 1 4 3 － 2 7

化 学 製 品 3 9 2 － 4 8 2 2 － 3

石 油 ・ 石 炭 製 品 2 9 1 － 9 4 3
－ 1

窯 業 ・ 土 石 製 品 5 3 6 － 1 1 7 1 7 5 － 3 8

鉄 鋼 5 7 0 － 7 6 1 0 9 － 1 4

非 鉄 金 属 1 4 0
－

2 1 1 6 ー 2

金 属 製 品 7 7 2 － 2 0 3 2 8 3 ー 7 3

一 般 機 械 1 2 8
－

2 7 2 8 － 6

電 気 機 枕 2 9 5 － 5 3 3 3 － 6

輸 送 機 械 6 7 9 4 0 0 9 7 2 14 1 4 5 3 g

精 密 機 械 18 － 5 1 ー 0

そ の 他 の 製 造 業 8 8 8 2 0 7 2 1 5 2 5 2 9 2 5 7

非 製 造 業 1 1． 5 9 8 2．5 5 0 3 ，7 0 1 4 ．2 9 0 1 ．5 4 8 1，4 0 4

農 業 ・ 鉱 業 4 1 5
－

4 5 3 7 － 4

電 力 ・ ガ ス ・水 道 5 2 1 － 8 3 1 6 4 － 2 4

商 業 1．8 7 7
－

9 1 6 6 1 6 － 2 8 g

金 融 ・保 険 8 3 4 － 3 2 0 1 9 9 － 7 8

不 動 産 1，0 2 8
ー

4 0 2 1 0 － 1 1

運 輸 1．8 7 0 6 5 3 6 2 3 7 9 7 2 4 8 ・ 2 5 9

通 信 ・放 送 3 2 6
ー

1 0 9 1 2 7 － 3 7

対 事 業 所 サ ー ビ ス 2 ．0 9 5 5 5 0 6 7 4 9 6 0 3 7 8 3 1 9

対 個 人 サ ー ビ ス 1 ．9 7 3 1 ．3 4 6 5 9 1 1．0 2 4 9 2 2 3 2 1

公 共 サ ー ビ ス ・そ の 他 6 5 8 －
2 9 9 1 5 8

－ 6 1

合　　 計 2 5 ，1 7 1 1 0 ．2 6 7 7 ．1 8 5 1 2 ，6 4 3 8 ．5 7 8 3 ．7 4 6

（資料）愛知県：あいちの産業連関表（1995年）、総務庁：平成7年産業連関表
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資料⑩

国際博覧会の推進　1，274調4千円（平成11年度6月現計907．634千円）140．4％

項　 目

平　　 成　 12　　 年　　 度　　 予　　 算 平成11年度6 月

現計予算金窺 主　　 な　　 事　　 業　　 内　　 容

国際博覧会ゐ推進 千 円

891．831

1 国際博覧会推進事業費　　　　　　　 72．504 千円 千円

565．2 64

2　愛知県出展参加事業費　　　　　　 18，214 千円

基本計画策定

3　国際博会場関連オオタカ調査費　　　 20．000 千円

4　青少年公園再整備計画調査費 （新規） 137，600 千円

5　2005年 日本国際博覧会協会補助金　 643．513 千円

＜国際博覧会関連事業＞

1 ふれあいの森 （仮称）整備費　　　　　　 29．350 千円

2　森林と人との共生推進対策事業費　　　 5．400 千円

3　道路改良費　　　　　　　　　　　 1，912．000 千円

4　大規模事業関連道路事業費　　　　 7．479．100 千円

（住宅用地対策事業特別会計）

5　宅地開発事業費 （瀬戸市南東部地区）2，967，233 千円

用地取得、調整池工事等
環境共生追跡調査

－52－





第　3　章

現代民主主義社会の制度学習
世界史単元「アメリカ独立革命一革命はいかなる状況で正当化されるのか」

研究協力者

角　田　将　士　　土　居　延　匡

松　本　佳　子　　重　松　　純

1　主　題：アメリカ独立革命一革命はいかなる状況で正当化されるのか

2　学習目標

（1）アメリカ独立革命を事例とし，以下の（9～③の知識を習得することで，どのような状況のもとで

革命は正当化されるのかについて吟味・判断する。

①　独立革命時は正当な行為として認められていた革命は，現在認められていない。

・独立革命時の理念が反映されている「独立宣言」では，すべての人の権利を保障するために，

有害な政府を倒す権利が認められている。

・現在，連邦議会は反逆罪を宣告する権利を有しており，革命は認められていない。

②　独立革命当時，革命派は，民主主義の理想と立法過程への参加の権利を求めて革命を正当化し

ようとした。

・革命派は，イギリス政府の課税によって生命・自由・財産の権利を侵されていると判断し，革

命に及んだ。

・革命は非合法的な手段であったが，異議申し立てのための合法的な手段，すなわち立法過程へ

の参加が認められていなかったため，革命行為はやむをえないと，革命派は判断し，行動を起

こした。

③　革命後，合衆国政府は，国家を転覆しようとする反乱を不当とする一方で，自己のおこなった

独立革命は正当化しようとした。

・シェイズの反乱が鎮圧されたのは，少数派による統治は共和制を崩壊させるものであるし，反

乱側の主張は公共の福祉に反するものである，とみなされたためである。

・アメリカ独立革命時の革命派の主張は，多くの人々に共通するものであり，独立革命は公共の

福祉には反していなかったと解釈された。

・ウイスキー反乱は鎮圧されたのは，憲法に明記されている合法的な手段に基づいた平和的な変

革しか認められないと判断されたためである。

・独立戦争当時は，異議申し立てのための合法的手段が与えられていなかったため，違法行為で

ある革命も正当化できると解釈された。

（2）革命の正当化とそのための条件を吟味・判断する過程で以下の二つの能力を習得する。

（》　事実の背後にある価値観を読み取ることができる能力。

②　資料から必要な情報を読み取り，それらの情報を整理することができる能力。
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（3）革命の正当化とそのための条件を吟味・判断することで以下の態度を身につける。

①　現在の制度を批判的に見直すことができる態度。

②　自分とは異なる価値観に基づく主張も考慮し，尊重できる態度。

3　単元の全体構造

パート 主　　 な　　 発　　 間 獲 得 さ　せ た い 知 識 意思決定
段階

時間
配当

導 軍政 ◎独立革命時に認められていた革命が， ・独立革命の正当性と，現在における革
第 1段階
問いの
確定

1時間

命府
のに
否よ
定る

現在認められないのはなぜか。革命は 命の不当性を無批判のまま受容してい

入
どのような状況で正当化されるのか。 る。

展

開

I

　 「革
命

の」
概と
念「
抵
抗

　」

◎独立革命当時，革命はいかに正当化さ

れたか。

O 「革命」と 「抵抗」の違いは何か。 ・「革命」は既存の政治体制の否定した

暴力などの非合法的な手段による社会

改革であるが，「抵抗」は既存の政治体

制の中での合法的な手段による社会改

革である。

第
3

第

展

開

II

莞翌

芹璧

歪；

○独立革命を起こした人達は革命行為を ・イギリス政府によって生命 ・自由 ・財

1時間

どのように正当化したのか。 産などの基本的人権が侵害されている

状況の中で，人民主権に基づいた立法

過程への参加や，異議申し立ての手続

きが認められていなかったために，非

合法的な暴力の行使もやむなしとされ

た。

展
へ貪墾 ○独立革命後，政府に対する非合法的な ・シェイズの反乱とウイスキー反乱など

1時間

の法上⊥
対的革
応暴命

暴力の行使はなかったのか。あったと の反乱が起きたが，いずれも政府は非 段

開

ul

すればそれはどのように結果になった 合法的な暴力の行使を不当とみなし， 階

力後
行の
使非

のか。 鎮圧する方向での対応をした。 価
値
に
関
す
る
仮
説
の
確

2
段
階

問
い
の
調
査

展

開

IV

反

◎独立革命によって成立した政府が革命

と類似した行為を不当とみなし，鎮圧

するのはなぜか。その際，独立革命は

どのように正当化されるのか。

○シェイズの反乱とウイスキー反乱のよ ・個人は制度や法の認める手続きの範囲

1時間

乱
鎮
圧

うな人々による力の行使が不当とみな 内で，社会改革を試みるべきであり， 定

され，政府による力の行使が正当とみ 革命行為のような非合法的な暴力の行

と
独
立
革
命
正
当
化
両
立
の
論
理

なされたのはなぜか。 使は認められない，とされたため。

・政府は制度や法の範囲内において，秩
序や政治体制の維持のため，あるいは

諸個人の利害を調整するため強制力を

行使する。その際，暴力の行使も認め

られるとされたため。

○その論理に基づけば，独立革命はどの ・独立革命時は，個人の権利要求は植民

ように正当化されるのか。 地の共通した要求であり，当時の公共

の福祉に反するものでなかったため，
暴力の行使もやむなしとされた。

・独立革命時は，立法過程への参加や異
議申し立ての手続きが認められていな

かったため，非合法的な暴力の行使も

やむなしとされた。

終

結

の革 ◎革命はどのような状況で正当化される （革命正当化のための留保条件について，
第4段階

条命
件正
当
化

のか。 意思決定させる。） 意思決定
の実行と
正当化
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4　単元の展開

パート 発　　　 間 教授 ・学習活動 資料 生徒に習得させたい知識

導

入

独
立
軍

・映画 rパ トリオット」の中 T ：資料を提示 して （9

②

（診

・イギリスの不当な圧政に対 して植民地が自

でアメリカ独立革命はどの 発間する。 由と平等を求めて立ちあが り，戦ったもの

ように描かれているか。

・独立革命当時の人達は革命

P ：答える。

T ：資料を提示 して

として描かれている。（独立革命の一般的な

イメージの確認）

・独立することの権利
をどのようにとらえていた 発関する。 ・イギリス政府は有害であること

のか。革命中に採択された

r独立宣言J にはどんなこ

とが主張されているか。

・現在，政府が自由と権利を

P ：答える。

T ：説明する。

T ：資料を提示 して

（独立革命の一般的な知識の確認）

・連邦政府は反逆罪の刑罰を宣告する権限を
命 保障していないと判断され 発問する。 有すると規定され，革命は認められていな

に ・たとしたら，革命を起 こし P ：答える。 い。
よ
っ
て
成
立
し
た

てもよいのだろうか。独立

革命後に制定された合衆国

憲法にはどう書かれている

だろうか。

・革命を権利 として唱え，成

T ：説明する。

T ：発間する。

（革命に関する一般的な知識の確認）

・現在は民主主義によって自由 ・平等や権利
政
府
に

立した政府が，革命を反逆 P ：予想し答える。

T ：発関する。

P ：考える。

T ：発間する。

が保障 されているから革命は許されないの

罪 として罰するのは矛盾し ではないだろうか。詳しいことは調べてみ
よ
る
革
命
権
の
否
定

ていないだろうか。 ないとわからない。

・独立革命後も黒人の自由と

権利は保障されなかったし，

現在でも少数であるために

必ずしも自由と権利が保障

されているとは言いがたい

人々がいる。それでも革命

は認められないのだろうか。

またそれはなぜか。

◎独立革命時認められていた

革命が現在認められないの

はなぜか。そもそも革命は

どのような状況の下で正当

化されるのだろうか。

……（一般的な知識では説明がつかない）

展

開

I

　「革
AP

◎独立革命当時，革命はいか

に正当化されたのか。

○そもそも 「革命」とは何か。

「抵抗」とどう違うのか。

・「革命」とは何か。

・「抵抗」とは何か。

・ 「革命」と 「抵抗」の違い

T ：発間する。

T ：発関する。

T ：資料を提示 して ④

④

・ 「革命」 とは，既存の政治権力を倒 し，新

発間する。 しい政治権力 ・政治体制を建てることを指

P ：答える。 す。多 くの場合，暴力の行使などの非合法

ロ　」

と

　「

T ：説明する。 的な手段がとられる。

T ：資料を提示 して ・ 「抵抗」 とは，既存の政治体制のもとで認

抵 発関する。 められた手続 きの範囲内で政治の変革を図
抗　」 P ：答える。 ることを指す。革命とは異なり合法的な変

の T ：説明する。 革である。

概
念

T ：発間する。 ・「革命」とは既存の政治体制の否定であり，

は何か。 P ：答える。 「抵抗」とは既存の政治体制まで否定する

T ：説明する。 ものではない。

・ 「革命」は暴力など非合法的な手段による
もので，「抵抗」は合法的な手続きによるも

のである。
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○独立革命を起こした人達は
革命行為をどのように正当
化したのか。

・独立革命は合法な行為だっ
たか，非合法な行為だった
か。

・本当に非合法な行為だった

と言えるか。

・独立革命とは何か。

T：発間する。

開

独
立
革
命
時
に

お

け

る

革
命
行
為
の
正
当
化

非合法的な行為にも関わら

ず，なぜ革命を起こしたの

か。

独立革命を起こした人達の

主張はどのようなものに表

われているか。

革命を起こした人達の主張

がよく表われている　r第1

回大陸会議の宣言及び決議」

と　r独立宣言」を見てみよ

う。

r第1回大陸会議J　とはど

のような会議だったのか。

r第1回大陸会議の宣言お

よび決議J　はどのような主
張をしているのか。

独立革命戦闘開始の翌年
（1776年）に第2回大陸会

議で可決されたr独立宣言J

はどんな主張をしているか。

T：発間する。
P：答える。

T：資料を提示して

発関する。
P：答える。
T：説明する。

T：発関する。
P：答える。
T：説明する。

T：発関する。

T：資料を提示して

発間する。
P：答える。
T：説明する。

T：説明する。

T：資料を提示して

発間する。
P：答える。
T：説明する。

T：資料を提示して
発間する。

P：答える。
T：説明する。

T：資料を提示して
発間する。

P：答える。
T：説明する。
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革命である以上，非合法的な行為だったは
ずである。

ボストン茶会事件やコンコードの戦いに見

られるように，暴力が行使されている。
独立を目指すもので，イギリスの統治を否
定するものであった。

独立革命とは，イギリスの統治を否定し，
新しい政治体制を建てることを目指した，
非合法的な暴力の行使であった。

「大陸会議での議事」「コモンセンス」「独
立宣言」などに主張が表われている。

独立革命の戦闘開始の前年（1774年）に植

民地の代表者が集まり，イギリス本国政府
に対する要求をまとめた会議であった。

植民地の住民は生命，自由，財産の諸権利
を持っている。

植民地の住民は本国の立法議会への参与を
認められていないにもかかわらず，同意な
くして課税されることに反対する。

植民地の住民は集会をし，国王へ請原する
権利をもっており，これを禁止する措置は

不法である。

印麟税法，タウンゼント収入法などや平時
の軍隊駐屯は植民地の議会の同意なくして

は違法である。

ある国民が他の国民から政治的に独立する
ことは正当なことである。
すべての人は平等であり，生命，自由およ
び幸福の追求の権利が与えられている。（基

本的人権）
これらの権利を確保するために人々の同意
に基づいて政府が設けられた。（人民主権）

人々には絶対専制に陥れようとする政府を
転覆し，新しい政府を建てる権利がある。

（革命権）
植民地はこのような状態にありイギリス国

王の絶対専制に対する革命は正当な権利で
ある。



○独 立 革 命 を起 こ した人達 は T ：発 関す る。 ・イ ギ リス 政府 に よって生 命 ・自 由 ・財産 な

革 命 行為 を どの よう に正 当 P ：答 える。 どの基 本 的 人 権 が 侵 害 され て い る状 況 の 中

化 したの か。 T ：説 明 す る。 で ，人 民 主 権 に基 づ い た立 法 過 程 へ の 参 加

や ，異 議 申 し立 て の手 続 きが 認 め られ て お

らず， 非 合 法 的 な暴 力 の行 使 もや む を得 な

い ， と判 断 して革 命行為 を正 当化 した。

展

開

IIl

独

○ 独 立革 命 後、 政 府 に対 す る

非合 法 的 な暴 力 の行 使 はな

か っ たの だ ろうか。 あ った

とす れ ばそ れ は どの よ うな

結果 に なった のか。

・独 立革 命 後 の政 府 に対 す る

T ：発 関 す る。

T ：資 料 を提示 して ⑦

（り

（砂

⑨

⑨

・17 86年 にシ ェイ ズ の反 乱 が ，17 94年 に ウ イ

非合 法 的 な暴 力 の行 使 に は

どの ような ものが あった か。

・・シ ェイ ズの 反乱 とは どの よ

発 関す る。

P ：答 え る。

T ：資料 を提示 して

スキー 反乱 が起 きて い る。

・17 86年， マ サ チ ュー セ ッツ州 で高 い 税 金 と
立

革
命

うな事件 か。

・シ ェイ ズの 反乱 の 結果 は ど

発間 す る。 通 貨 不 足 に不 満 を持 つ群 衆 が 革命 軍 人 ダニ

P ：答 える。 エ ル ・シ ェイ ズ を指 導 者 と して裁 判 所 に押

後 T ：説明 す る。 しか けた事件 で あ る。

の
非

T ：資 料 を提 示 して ・反乱 を不 当 とみ な した州 政 府 の呼 びか け に

A
口 うな ったのか 。

・ウ イス キー反 乱 とは どの よ

発 間す る。 よ って， シ ェイズ の反乱 は簡 単 に終息 した。

法

的
暴

力
行

使

へ

P ：答 え る。 そ の後 ，連 邦 政 府 に ほ とん ど権 限 を認 めて

T ：説明 す る。

T ：資料 を提示 して

い なか った連 合 規 約 改 正 の動 きが 強 ま り，

憲 法 制 定 会 議 が 召 集 され， 1788年 合 衆 国 安

法 が制 定 され た。

・17 94年， 酒 税 法 違 反 に問 われ た者 を逮 捕 し
の
対
応

うな事件 か。

・ウ イス キニー反 乱 の 結果 は ど

発間 す る。 よ う とした こ とに対 して，ペ ンシル バ ニ ア

P ：答 え る。 西 部 の農 民 が これ を阻 止 し よ う と暴 動 を起

T ：説明 す る こした事件 で ある。

T ：資料 を提示 して ・反乱 を不 当 とみ な した ワ シ ン トン大 統 領 は

うな ったのか 。

・独 立 革命 後 の反 乱 に つい て

発間 す る。 民 兵 を招 集 し， 反 乱 者 に対 して解 散 を呼 び

P ：答 え る。 か けた 結 果， 反 乱 は ほ とん ど血 を見 る こ と

T ：説明 す る。 な く， お さ まった。

T ：発関 す る。 ・い ず れ の反 乱 も政府 は非 合 法 な暴 力 行 使 を

政府 は どの よう に対 応 した P ：答 える。 不 当 とみ な し， 鎮圧 す る方 向 で の対 応 を し

か。 T ：説明 す る。 た。

展

開

lV

反

乱

鎮
圧

と
独

立
革

命

の

◎独 立革 命 に よって 成立 した

政 府 が革命 と類 似 した行為

を不 当 とみ な し， 鎮圧 し よ

う とす るの はなぜ か。 その

論理 に基 づ け ば，独 立 革命

は どの よ うに正 当 化 され る

の か。

○ なぜ政 府 は シェ イズ の反乱

を不 当 とみ な し， 鎮圧 した

の か。

・シ ェイ ズの反 乱 を鎮圧 し よ

T ：発間 す る。

T ：発 間す る。

T ：資料 を提示 して ⑧ ・ 「共 和 政体 にお い て は多 数 派 の統 治 を原 則

正
当
化

う と した 州政 府 は どの よ う 発間 す る。 とす る。 も し少 数 派 に よ って統 治 され る の

な 主張 を して い るのか。

・なぜ政 府 はシ ェイ ズ の反乱

P ：答 え る。 で あれ ば， そ れ は貴 族 制 に な るで あ ろ う。

両
立

の
論

理

T ：説明 す る。

T ：発間 す る。

もし誰 もが ，勝 手 に反 対 す る ので あ れ ば，

そ れ は政 治 で はな くな り， 無秩 序 と混 乱 に

す ぎな い」 と主 張 した。

・ 「多 数 派 の 要 求 に基 づ く決 定 に従 わ な けれ

を不 当 とみ な したのか。 P ：答 え る。 ば な らない」 「改革 は投 票 に よ って実現 され

T ：説明 す る。 な けれ ばな らな い」 とい う共 和 政 体 に お け

る原則 を侵 してい る とみな した ため。
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展

開

IV

反
乱
鎮
圧

・なぜ政府 はシェイズの反乱 T ：発関する。

⑨

・シェイズの反乱は，無秩序 と混乱を招 く可

鎮圧を正当とみなしたのか。

○なぜ政府 はウイスキー反乱

を不当とみなし，鎮圧 した

のか。

・ウイスキー反乱を鎮圧しよ

P ：答える。 能性がある。このような状態を避け，諸個

T ：説明する。

T ：発間する。

T ：資料を提示して

人の利害を調整し，公共の福祉 を実現する

ためには，政府による鎮圧は正当である，

とみなしたため。

・「政府は国の法に向けられた暴力による組
うとしたワシントン大統領 発関する。 織的な抵抗を許すことはできない。共和国

はどのような主張をしてい P ：答える。 において変革は合法的な手段に基づいて平

るのか。

・なぜワシントン大統領はウ

T ：説明する。

T ：発間する。

和的に進められな くてはならない。法に不

満を抱 く人は，法の修正や廃棄 を試みるべ

きであり，非合法的な行為に訴 えてはなら

ない」と主張した。

・憲法制定によって法の修正や廃棄の手続 き
と
独

イスキーを不当とみなした P ：答える。 が認められているにも関わらず，合法的な

立 のか。 T ：説明する。 手続きによらなかったため。

革
A ・なぜ政府はウイスキー反乱 T ：発間する ・ウイスキー反乱は，憲法の認める社会改革

PP
の

鎮圧を正当とみなしたのか。

○シェイズの反乱やウイスキ

P ：答える の手続 きを無視しており，政治体制の混乱

正
当
化
両
立
の

T ：説明する。

T ：発間する。

を招 く可能性がある。このような状態を避

け，政治体制を維持するため，政府による

鎮圧は正当である，とみなされた。

・個人 は制度や法において認められる手続 き

理 ー反乱のような，人々によ P ：答える。 の範囲内で立法過程 ・政策決定に働 きかけ
論 る力の行使が不当とみなさ T ：説明する。

T ：発間する。

たり，異議申し立てをすべ きであ り，革命

れ，政府による力の行使が 行為のような非合法的な暴力の行使 は認め

正当とみなされたのはなぜ られないとされたため。

か。

○その論理に基づけば，独立

・政府 は制度や法の範囲内において，秩序や

政治体制の維持のため，あるいは諸個人の

利害を調整するため強制力を行使する。そ

の際，暴力も認められるとされたため。

・独立革命時，個人の権利要求は植民地の共
革命はどのように正当化 さ P ：答える。 通 した要求であり，当時は公共の福祉に反

れるか。 T ：説明する。 するものではなかった。

・独立革命時，立法過程への参加や異議申し
立ての手続きが認められていなかったため，

非合法的な暴力の行使 もやむを得なかっ

た。

終

結

革
命
正
当
化

◎独立革命当時，革命はいか T ：発関する。 ・イギリス政府によって生命 ・自由 ・財産な

に正当化されたのか。

◎独立革命によって成立した

P ：答える。

T ：発関する。

どの基本的人権が侵害されている状況の中

で，人民主権に基づいた立法過程人の参加

や，異議申し立ての手続 きが認められてい

なかったために，非合法的な暴力の行使 も

止むなしとされたため。

・個人は制度や＿法において認められる手続き
政府が革命と顆似した行為 P ：答える。 の範囲内で立法過程 ・政策決定に働 きかけ

の を不当とみなし，鎮圧しよ たり，異議申し立てをすべきであり，革命

条
件

うとするのはなぜか。 行為のような非合法的な暴力の行使は認め

られない。

・政府は制度や法の範囲内において，秩序や
政治体制の維持のため，あるいは諸個人の

利害を調整するため強制力を行使する。そ

の際，暴力も認められている。
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終 革
命
正
当
化
の

条
件

◎その論理に基づけば，独立
革命はどのように正当化さ
れるのか。

◎革命はどのような状況のも
とで正当化されるのか。

T：発間する。
P：答える。

T：発間する。
P：意思決定する。

独立革命時，個人の権利要求は植民地の共
通した要求であり，当時は公共の福祉に反

するものではなかった。
独立革命時，立法過程への参加や異議申し

立ての手続きが認められていなかったため，
非合法的な暴力の行使もやむを得なかった。

（留保条件をつけて意思決定させる。）

【授業資料】

①　映画「パトリオット」

②　「独立宣言」（木村尚三郎監修F世界史資料　下j東京法令出版1977，pp．6－7より抜粋。）

③　「アメリカ合衆国憲法第3条第3節第2項」（阿部竹松Fアメリカの政治」公論社1978，

p．319より抜粋。）

④「革命と抵抗の定義」（大学教育社福F改訂版　現代政治学事典Jプレーン出版1998，p．130・

p．699より抜粋。）

⑤　「第1回大陸会議の宣言及び決議」（木村尚三郎監修F世界史資料　下」東京法令出版1977，

pp．3－5より抜粋。）

⑥　「独立宣言」（木村尚三郎監修『世界史資料　下」東京法令出版1977，pp．6－7より抜粋。）

⑦　「年表」（メアリー・ベス・ノートン著　本田創造監修『アメリカの歴史①　新世界への挑戦J

三省堂1996，pp．12－13より抜粋。）

⑧　「シェイズの反乱」（メアリー・ベス・ノートン著　本田創造監修Fアメリカの歴史①　新世界

への挑戦』三省堂1996，pp．31ト314より抜粋。）

⑨　「ウイスキー反乱」（メアリー・ベス・ノートン著　本田創造監修『アメリカの歴史②　合衆国

の発展』三省堂1996，ppJ9－20より抜粋。）

【参考文献】

・阿部竹松『アメリカの政治』公論社1978。

・有賀貞・大下尚一・志郎晃佑・平野孝編『世界歴史大系　アメリカ史1』山川出版社1994。

・木村尚三郎監修『世界史資料　下』東京法令出版1977。

・大学教育社霜『改訂版　現代政治学事典』プレーン出版1998。

・日高八郎編『アメリカ精神　アメリカ合衆国建国の歴史に残るドキュメント』ラボ教育センター

1987。

・メアリー・ベス・ノートン著，本田創造監修『アメリカの歴史（丑　新世界への挑戦』三省堂1996。

・メアリ⊥・ベス・ノートン著，本田創造監修『アメリカの歴史②　合衆国の発展』三省堂1996。
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【資料⑦「年表」】

チェサピーク地方の黒人人口が自然増で増えはじめる

特許状によるジョージア植民地の創設
ストノ反乱

ジョ＿－ジ・ホイットフィールドの津米．大覚醒の拡大
ジョージ王戦争

奴隷反乱の恐怖（ニューヨーク市）

オルハニー会場

フレンチ・アンド・インディアン戦争始まる
アメリカ大陸で戦争終わる

ジョージ3世即位
パリ条約

ポンティアックの蜂起
1763年宣言

砂糖法
印紙税法
「自由の息子たちJ結成

ハドソン川の土地暴動
印紙税法撤廃

宜首法
タウンセンド描法

レギュレーター運動（サウスカロライナ）
ノース卿首相となる

タウンゼンド描法撤廃（茶税を除く）

ボストン虐殺事件

ノースカロライナのレギュラーたち，アラマンスの戦
いで敗北

ボストン連絡通信委員会結成

茶税法
ボストン茶会事件

強圧緒法

第1回大陸金言農
レキシントン・コンコードの戦い．ダンモア卿の宜首，

第2回大陸会描
トマス・ペインrコモン・センス」，イギリス車のボス

トン撤退
第2回大陸会は。緒川に州憲法草案作成を指示

独立宜首。ニューヨークでの戦闘

イギリス車によるフィラデルフィア占領
パーゴイン．サラトガで降伏

連合規約，批准のため各州に送付される
米仏同盟

イギリス軍．フィラデルフィアを撤退

1794

1795

1796

1798

1793－99

1800

lS01

サリパンのイロコイ村遠征
イギリス軍，チャールストン占領

連合規約批准される

コーンウオリス．ヨークタウンで降伏
和平交渉開始

パリ条約

アナポリス全域
シェイズの反乱

北西部領地条例．憲法会規

ハミルトン．ジェィ．マティソンrフイラデリスト」
を発刊．憲法批准される

ジョージ・ワシントン初代大統領に就任．1789年の
鼓判所法を制定
フランス革命はじまる

アレグザンダー・ハミルトン「公信用に関する第1
報告書」

憲法修正第1～10粂（権利事典）批准される＿

フランスがイギリス，スペイン．オランダに宣戦布告．
合衆国．中立宣言を発表

デモクラティツク・リパブリカン協会の結成
ウイスキー反乱

ジェイ条約締結

最初の大統領選挙．ジョン・アダムスが大統鰍こ．ト
マス・ジェフアソンが副大統領に選出される

XYZ事件．外国人法・治安法制定．バージニア決誠・
ケンタッキー決桟

フランスとの間に宜戦布告なき戦争
米仏協定調印．ジェフアソンが大統榔こ，アーロン・

バーが則夫統榔こ選出される。第2次大覚醒始まる
（～1糾0年代）

ガプリエルの反乱

ジョン・マーシャル最高裁長官に就任
ジェフアソン．大統鰍こ就任
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第　4　章

現代民主主義社会における社会問題史学習
1　日本史単元「女性と教育一保井コノはどのような問題にぶつかったのか」

研究協力者

笠　崎　俊　正　　河　野　　　暁

渡　部　竜　也

1　主　題：女性と教育一保井コノはどのような問題にぶつかったのか

2　学習目標

①　戦前の教育上の問題を日本初の女性博士である保井コノの視点から読み解いていく。

・　中等教育・高等教育を受ける時の壁には良妻賢母の思想や女子の高等教育機関（制度）の未

整備の問題があっ態。前者に関しては，コノの両親がこのような考えを持っていなかったため

克服できた。後者に関しては，両親が東京にコノが進学することを理解してくれたため克服で

きた〔

・教師になって教科書を作る時の壁には女性蔑視の問題があった。この間題は現在に至るまで

解決されていない。

・理科系の研究をする時の壁には留学や研究環境の問題があった。この間題に関しては，コノ

が優れた能力を持っており，東京女子高等師範学校と東京大学の教官達がコノを支援してくれ

たため克服できた。

・　女子の高等教育機関を創設する時の壁には制度的な男女不平等という問題があった。この間

題に関しては，コノ自身が東京女子高等師範学校を大学に昇格させる運動を展開し，克服を目

指した。

②　戦後の女性の教育・職業における機会均等がどの程度達成されたかを検討し，現在に残されて

いる問題を発見する。

・女子の高等教育機関（制度）の整備，留学，研究者支援といった問題は解決したが，家制度

を維持する良妻賢母の思想，女性蔑視の問題や職業選択の自由といった問題に関しては，完全

な解決までには至っていない。また，現在は上記の問題の他に結婚や育児と研究の両立の問題

などが起こっている。

・女性蔑視，職業選択，育児支援といった問題は，現代の働く女性全般に当てはまり，解決が

望まれている。
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3　単元の全体構造

主　 な　 発　 間 獲得される知識
内容構成

の視点

保
井
コ
ノ

初の女性博士保井コノは，どんな問題に ①中等教育 ・高等教育を受ける時の壁

型

別
の
教
育
に

教
育
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
向
上

直面したか。 ②教師になって教科書を作る時の壁

③理科系の研究をする時の壁

④東京女子高等師密学校を大学に昇格さ

せる時の壁

なぜ県立香川師範学校女子部は，三年に 18世紀後半から19世紀前半の学校制度の

ー回しか入学試験を行わなかったか。 問題点 お
け
る
女
性
の
地

なぜ文部省は，コノが執筆 した教科書を 女性に対する蔑視と当時の教育制度の間

認めなかったか。 題点

なぜ文部省は，コノに国費留学を許可し 当時の女性が研究者として自立していく

なかったのか。 上での問題点 位
向
上
過
程

なぜ文部省は，留学の際，コノに家政学

の研究を行うように誓約させたのか。

なぜコノは，女子高等師範学校を文理科

大学に昇格させる運動を展開したのか。

女子高等教育の問題点

教
育
を
中

大正時代 と今日では，女性が教育を受け

る弊害はどのように変化しているか。

教育における女性の権利獲得

地 戦
位 後なぜ女性にとって，中 ・高等教育を受け 男女平等教育の意義

心
と
し

る制度の充実が重要なのか。 向 の
上 教
過 育なぜ教育を受ける権利が平等になって以 女性が高等教育を受けることに対して消

た
戦

降，大学進学率が同じになるまで30年も 極的な考えが残っていたという事実 程 に
と　お

後
の
女

要したのか。 今 け
日　る
堕 女なぜ今日，女性の研究者や大学院進学者 教育における今日的課題

性
の

・問
題

が少ないのか。 課 性
題 の

女性研究者が抱える現在の問題はなにか。 家庭や育児と研究の両立が難しく，「良妻

賢母」の思想が残ちているという問題

4　単元の展開

パー ト 発　　　 間 教授学習活動 資料 子どもに習得させたい知識

導

入

・日本初の女性博士 T ：発関する （∋

②

日本初の女性博士は，保井コノという理学博

はだれか。 P ：考える 士である。

○保井コノが直面 し T ：資料提示し， コノは，次の四つの塵に直面した。

た問題にはどんな 発関する ① 「中等教育 ・高等教育を受ける時の壁」

ものがあったのだ P ：資料を読み， （診 「教師になって教科書を作る時の壁」

ろうか。保井氏の 考える ③ 「理科系の研究をする時の壁」

人生をみていこう。 ④ 「東京女子高等師範学校を大学に昇格させ

る時の壁」
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○保 井 コノの生涯 を

見て い くことで，

女性 の視点 か ら見

た社 会 の問題 を検

討していこう。

T ：指示する

展

開

I

教

育

を

○ 中等教 育 ・高等教

育 を受 ける時 の壁

を どの よ うに乗 り

越 えて いったかみ

ていこう。

・なぜ，県立香川節

T ：資料 を読 ま

せる

P ：資料 を読む

T ：発間する

1

（診

当時，高等小学校 レベル以上の学校 に進む女

範学校 は女子部 の

入学 試験 を三年 に

一 回 しか行わ なか

ったのか。

・なぜ，当時の女性

P ：考える

T ：発間する

性 は少なかったから。

良妻賢母 の思想が一般的で，女性 は家庭にい

の進学 者 は少 なか

ったのか。

・コノは どうして県

P ：考える

T ：発間する

④

③

ることがよいとされていたから。

両親 の勧 め と金銭的余裕 とコノ自身の学習意

受

け

る

立香 川師範学校 に

進学 す ることにな

ったのか。

・東京女子師範学校

P ：考える

T ：発間する

欲があったから。

東京女子高等師範学校 の採 っていた県別割 り

自 に進学 す る際 の間 P ：考える

T ：発間する

当て制の入学制度による入学制限。

由
題点 はなんだ った 女子の高等教育機関 は東京 にしかなかった こ

のか。 と。

・当時 の女性が字間 家制度（システム），良妻賢母 の思想

す る上 で の問題点

はなんだったのか。

○ コノは この間題 を

P ：答える

T ：発間す る

④ 女子の高等教育機関 （制度）の未整備

良妻 賢母 の思想 に関 して は，コノの両親が こ

どの ように克服 し P ：答える のような考 えを持っていなかったため克服 で

たか。 きた。

女子の高等教育機関 （制度）の未整備 に関 し

ては，両親が東京にコノが進学することを理

解 して くれたため克服で きた。

教
育
を
す
る
自
由

○教師 になって教科

書 を作 る時の壁 を

どの ように乗 り越

えていったか みて

いこう。

T ：資料 を読 ま

せる

P ：資料を読む

2
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展

開

I

・コノが執筆 した教 T ：発関する 「女の子がこうい うものを書 くはずがない」

科 書 に対す る文部 P ：考える

T ：発関する

P ：答える

T ：発関する

という教科書調査官 の言動か ら，女性に対す

省 の見解 には どの る蔑視の問題。

ような問題点 があ 当時の教育制度で は，女性の研究者の存在 は

ったか。 考えられていなかった。

・＿当時 の女性 が教育

をす る上 での問題

点はなんだったか。

○ コノ はこの間感 に

女性蔑視の問題。

女性蔑視 に対 して，女性 としての研究者 にな

対 して， どの よう

な行動をとったか。

P ：答える ることを決心した。

研

究

す

る

自

○理科 系の研 究 をす

る時 の壁 を どの よ

うに乗 り越 えてい

ったかみていこう。

・ な ぜ，1905 年 に

T ：資料 を読 ま

せる

P ：資料 を読む

T ：発関する

3

4

5

3

4

へ

5

1904年 に， 日本初の女性のための研究機関 と

r動物 学雑 誌J に P ：考える

T ：発関する

して東京女子高等師範学校が設置 され， コノ

載 せ た論 文が， 日 は翌年，理科の研究科にただ一人推薦されて

本初 の女性 の論文

になったのか。

・海外留 学 にお ける

入学 したため。

日本人の海外留学 は1875年に始 まり，1940年

問題は何か。

・帰 国後 の研 究 にお

P ：考える

T ：発間する

にまで延べ3209人 になる。 そのうち，女性 の

数 は39人であり，英語，体育，家政の研究 に

行 くものはす ぐに留学許可が下 りたが理系は

困難だった。

コノの場合，申請してか ら二年後 に藤井東大

教授の後押 しと，「家政学の研究」を条件 に許

可が下 りた。

石炭の研究を進めたかったが，東京女子高等師範

ける問題点 とその P ：考える

T ：発関する

学校は研究設備，予算などに問題があった。

由 解決策は何か。

・．当時 の女性 が研究

東京女子高等師範学校 と東京大学の総長同士

が尽力 したが，東京大学 に 「嘱託」 とい う立

場で しか研究の場を与 えられなかった。

理系 の研究者には 「家政学の研究」を条件 に

をす る上で の問題 P ：答える

T ：発間する

しないと留学の許可が下 りなかった。

点はなんだったか。

○ コノは この間題 を

女性の研究のための支援が整っていなかった。

留学の問題 に関 して は，コノが優れた能力 を

どの ように克服 し P ：答える 持 ってお り，東大教授がコノを支援 して くれ

たか。 たため克服できた。

研究環境 の問題 に関 して は，東京女子高等師

範学校 と東京大学の教官達が支援 して くれた

ため克服できた。
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展

開

1

社

∠ゝ

○東京女子 高等師範

学 校 を大学 に昇格

させ る時 の壁 をど

の よ うに乗 り越 え

てい ったか みてい

こう。

・コノが博 士号 をと

T ：資料 を読 ま

せる

P ：資料 を読む

T ：発間する

6

7

6 女性が研究者 として成 り立つことを示 した。

コノは，常 に男子 と同等の研究生活 と教職生

フ言

の

中

．で

の

自

由

った意義 とは何か。

・なぜ コノは，東京

P ：考 える

T ：発間する

⑤

7

女 子高等師範学校

を大学 に昇格 させ

る運 動 を展開 した

か。

・当時 の女性が社会

P ：考 える

T ：発関する

活を望んでいたため。

職業選択の自由がなかった。 （「研究者」 とい

の中で生 きて い く

上 での問題点 はな

んだったか。

○ コノは この間題 を

P ：答える

T ：発関する

う職が認められていなかった）

コノは東京女子高等師範学校 を大学に昇格 さ

どの ように克服 し P ：答える せる運動を展開し，職業選択 の自由がない こ

たか。 とをアピールした。

ま

と

め

○保井 コノの残 した T ：発間する 女子の高等教育の整備不十分。

問題 点 を挙 げて み P ：答える

T ：発間する

男女の雇用機会不均等。

よう。

○これ らの問題点は，

戦後 どの ように解

決 されてい ったの

か。

女性蔑視の問題。

展

開

II

戦
後
の
日
本

の
教
育

・大正時代 と今 日で T ：発間する ⑥

⑦

戦後の諸改革によって，男女が教育 を受 ける

は，女 性 が教 育 を

受 け る弊 害 は どの

よ うに変化 してい

るか。

・なぜ女性にとって，

P ：考える

T ：発関する

機会が，制度面で均等になった。

それ まで は，字間を続 けたい女性 の道が閉ざ

中 ・高等教育 を受

ける制度 の充実が

重要なのか。

・なぜ教育 を受 ける

P ：考える

T ：発関する

されていたから。

「女性が学問をしてもものにならない」 とい

の 権利 が平 等 になっ P ：考える う考 えや 「女性 は良妻賢母が よい」 という考

展
開

て以 降，大 学進学

率 が同 じになる ま

で30 年 も要 したの

か。

えが国民に浸透していたから。
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展

開

II

女
性
に
関
す
る
A‾7
日
的
課
題

○現在 はどんな問題

があるでしょうか。

主 に，女性 研究 者

の立場か ら見 てい

こう。

「現代 の研究者 の男

T ：指示する

T ：発間する ゆ

⑨

⑩

⑬

⑫

平成 11年度では， 日本全国の大学 （国立，公

女比 は どうな って P ：答 える

T ：指示する

T ：資料提示し，

発間する

P ：考える

T ：発間する

立，私立）の教官数は147 ，577名お り，そのう

いるか。

・まず は，研究 者 に

な る前段階 の大学

院生 の状況 につい

てみてみよう。

・なぜ今 日女性 の大

学院進学者 が少な

いのか。

・女子学 生が指摘 し

ち，女性 は19 ，034名 しかいない。（全体 に占め

る女性教員の比率 は12 ．9％）

勇女比率 はほぼ横ばい状態。

進学後の指導や就職の世話 などに関して，女

た男子教授 の間で

の態度 とは何か。

・家族 は女性 の大学

P ：考 える

T ：発間する

性蔑視の態度が とられている。

男性の大学院進学に比べて，女性 の進学 に対

院進 学 に対 して ど P ：考える

T ：発関する

し消極的な考えを持 っている家族が多 くなっ

の ような考 え を持

っているか。

○ で は，女性研究者

ている。

家庭や育児 と研究の両立の問題があり，「良妻

が抱 える現在 の間 P ：答える 賢母」の思想が残っている。

題 を まとめ てみよ T ：説明する 制度的には開かれているが，社会的 には閉ざ

つ0 された状況になっている。

終

結

○ コノが直面 した四 T ：発間する ⑫ （9 艮妻賢母の思想…△　 Lへ

つの壁 は， 現在 ど P ：答える

T ：発関する

家制度…△

れ くらい取 り払わ 女子の烏等教育機関 （制度）…○

れているだろうか。 （9 女性蔑視の問題…×セクハラ等

現在 の女性 研究者 ③留学‥・○自由になった

にとっての問題 は， 研究者支援・‥○

他にないのか。

○今挙 げ られ た問題

④職業選択の自由…制度的には○

実際的には？

他に結婚 や育児 と研究 の両立の問題などが起

こっている。

女性蔑視，職業選択，育児支援 といった問題

は，研究 者 に限 ら P ：答 える は，現代 の働 く女性全般 に当てはまり，解決

れたものか。 が望 まれている。
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1

保井コノは1880（明治二二）年二月一六日，香川県大川郡三本松村に九人姉弟の長女として生まれ

た。商業を営む父忠七が二〇歳，母ウメが十六歳のときの子どもであった。三本松は播磨灘に面して

開けた港町で，江戸時代に高松藩がこの地に砂糖会所を設けたことから，その積み出し港として栄え

たところである。当時も大阪や京都，遠くは下関，北海道とも往来がある活気のある村であった。村

には明治杜という教育団体もあり，教育にも熱心な風土であった。コノより以前に東京女高師の卒業

生が出ていたというから，その進取の気風というものがうかがえよう。

コノは尋常小学校を終えてから，郡に一つしかなかった白鳥高等小学校に進んだ。父のすすめで

福沢諭吉の『学問のすすめ』を読んだり，課外に漢文を習ったりしていた。この頃のことを「一般の

人は『大学』とか『論語』、とかを学んだが，私は『国史略』を教えて下さいと先生に頼んだあと，

『十八史略』や『日本外史』を学んだ。今考えて見ておしゃまだったと思う」と述懐している。

高等小学校を卒業した1896（明治二九）年に，幸いにも県立香川師範学校女子部の募集があったの

で受験し，合格した。女子部はまだ学生数が少ない時代だったので三年に一度しか募集がなく，同学

年でも学生の年齢はまちまちで，コノは最年少の十六歳であった。故郷を離れ，高松での寄宿舎生活

が始まった。女子部の授業は男子部とはまったく別であったが，理科は男子部の教室が使われた。学

科のなかでは数学と理科が好きで，課外には友人たちと英語の勉強も始めていた。

当時，女子の最高の高等教育機関は1890（明治二三）年に創立された東京女高師であった。コノが

香川師範を卒業した1898（明治三二）年に女高師は文科と理科に分科され，科別に学生の募集があっ

た。この学校は中等教員の養成を目的としており，学生の募集は各県に分配されていたが，この年香

川県には五人が割り当てられ，香川師範から文科に三人，理科に一人，女学校から文科に一人が入学

を許された。理科の一人はコノであった。この年の女高師の新入生は文科と理科を合わせて四十数人

であり，一県五人の配分は多いように思えるが，香川師範の学科の程度は高く，すでにそれだけの実

績があったためであろう。コノら四人はいずれも一番から四番までに入る成績で合格している。

四国から東京まで三日もかかった時代に，子女を東京に遊学させるのは今日の海外留学以上に大変

なことであったと思われる。コノが香川師範卒業と同時に東京女高師に進学することができたのには，

本人の才能と勉学意欲はいうまでもないが，家庭環境が大きな要因であったといえる。保井家は学問

のために江戸に出た近親者もおり，母方の実家が廻船問屋で日本全国をめぐっていたので，子女を遠

くに出すのにわりあい抵抗が少なかったらしい。そのうえ，母ウメが教育熱心で，彼女に強く学問の

道を進めた。父はその頃，日清戦争に出征したままで留守であったが，帰還後東京まで会い．にきたと

いう。

2

当時女高師は，現在の東京医科歯科大学（お茶の水）の聖橋寄りにあり，現在の門の内側は，男子

の高等師範であった。選科生以外は全寮制であったが，その寮も構内にあり，日曜のほか，過に一回，

二時間の外出が許されるだけであった。寮費，食費も国費で受けられる代りに，卒業後二年間は，文

部省の命令のままに任地に赴き，勤務する義務があった。

明治三十五（一九〇二）年二十二歳で女高師を卒業して，岐阜県立加納高等女学校に勤めた。翌年，

女高師の恩師飯盛挺造から，物理の教科書を編集するように命ぜられて執筆した。しかし検定のとき，

文部省の役人から「女の子がこういうものを書くはずがない」と言われ，検定が通らなかった。先生
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が書いたものを保井の名で出したと思われたらしい。飯盛は書き直しをすすめたが，女の子でも勉強

ができるかどうか見て貰いたい，と思いたって，教科書を書くことをやめて上京した。

明治三十八（一九〇五）年，東京女高師に三科とも研究科が設けられ，各科に一名ずつ研究生が選

ばれた。このとき保井は第一回理科研究生として，生物学を専攻することになった。そのかたわら神

田共立女学校で数学を教えていた。

3

岩川の指導のもと，研究科事目に初めての論文「鯉ノうえべる氏器二就テ」を学会雑誌に発表した。

この論文はわが国で女性発表した最初の科学論文となる。二年目にはヒルの卵の発生をやるようにと

いわれたが，ヒルは大嫌い，取るのもいやだった。どうも自分には動物は向かないと思った彼女は，

岩川に植物学への転向を申し出た。岩川は「おれは植物学者でないから，これから自分でやれ」といっ

て了承してくれた。そこで，彼女は植物を材料として発生学的研究をしようと考え，試行錯誤しなが

らサンショウモの原葉体を調べ始める。

1907（明治四十）年，コノは研究科修了と同時に母校の助教授となった。当時の東京女子高師の植

物学の教授は分類学を専門としていた矢部吉禎博士であり，彼女のほうは解剖学と細胞学を担当する

ことになった。教師としての責任を果たすかたわら，独力で研究を続け，二年後には植物での最初の

論文「さんせうもノ原葉体二関スル管見」がF植物学雑誌』の巻頭に掲載された。

この論文はその頃東京帝大農学部に奉職していた三宅壊一の目に止まった。三宅はドイツのシュト

ラスプルガ「のもとで当時先進的学問領域であった細胞学を学んだ新進気鋭の学者であった。コノは

三宅から細胞学の手ほどきを受ける機会を得，その指導で先の論文をさらに深めたものを1911（明治

四十四）年にイギリスの雑誌FAnnalsofBotany』に発表した。この国際的雑誌への論文掲載は，の

ちに米国留学に際して，日本で大学を卒業していない彼女が，大学院生という身分で研究できる条件

を得るのに大きな助けとなった。

三宅はまた，彼女の留学先としてシュトラスブルガーを推薦し，再度渡独した折に彼女の座る席ま

で手配してくれた。三宅との出会いは彼女植物学者として飛躍する大きな契機となり，この当時の三

宅の指導に対して終生，深く感謝している。

4

研究科を終えて後，間もなく母校の助教授に任ぜられ，つづいて米独に留学をさせていただきたい

との希望を学校から文部省に出されたが，女子が科学をやって，ものになるまいと＿高うので；あとか

ら申請した英語や体育の人に許可が出たのに，私にはなかなか許可がおりず，当時三宅先生が再度の

渡独をされ，ストラスプルガー先生のところに私のため座席まで設けて下さったのに，困ってしまっ

た。ちょうどその時（1912），分類学の大家エングラー（A．Englar）先生が来朝せられて，植物園で

会食のあった座上，藤井健次郎先生が，日本にたった1人の女の植物学者だ，といって紹介して下さっ

たあとでそのお礼に伺った時，あなたの留学問題はどうなっているのか，と聞かれたので，経過を話

したら，その筋に話をして下さったので，1週間後に許可がおりて学校側も面喰らってしまった。と

ころで，ドイツに行ってストラスプルガー先生のところにゆくつもりが，留学問題がぐずっている間

に，先生がなくなってしまわれ（1912），第一の目的地がなくなってしまったので，藤井先生にどこ

にしようかとご相談したら，ミュンヘンへ行ったら，といって下さった。そこでは細胞学は出来ない
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ので，それまでにした細胞学の問題を片づけるために，シカゴ大学のコー）L／ター（J．M．Coulter）先

生とチェムパーレン（C．J．Chamberlain）先生のところに行った（1914）。ところで，その年の8月

に第一次世界大戦争が始まったので，ドイツへ行くことは出来なくなってしまった。

そこで，シカゴで論文を一つにまとめた後，三宅先生が，ぜひハーバード大学のゼプレー

（E・C．Jeffrey）先生のところで，先生の創始された植物組織の研究の新しいテクニックを習って来

てほしい，といわれたので，3ヵ月の予定でそれを学んだ後，イギリスへ行くつもりだったが，大使

館から大西洋は危険だからイギリス行きはやめよ，との命令をうけた。

その時，ゼプレー先生は石炭の新しい研究法を始められたので，その仕事をさせてもらえたらと思っ

たが，とてもだめだろうと思っていたところ，ある機会に石炭をやらせていただきたいのだけど，と

いったら，すぐにやったらいいではないか，といって下さったので，とても嬉しかった。それで，直

ちに日本の方々から石炭を送ちてもらって研究を始め，1年あまり留まって論文を一つまとめて

FAnnalsofBotanyjに出して，1916年に帰朝した。

5

帰国後，コノは東京女子高等師範に復職するが，女高師では設備や研究費の点で石炭研究を続ける

ことは困難であった。しかし，幸いにも藤井教授の助力で，東天で研究する道が開けたのである。当

時，帝大で女性が研究職を得るなどということはほとんど考えられなかったが，東京女高師の中川

謙二郎校長や東大の山川健二郎総長の尽力もあり，1917（大正六）年に東大理学部植物学教室の嘱託

という地位を与えられ，翌年に開設された遺伝学講座を手伝いながら研究を続けることができたので

ある。東京女高師での助教授という身分はそのままで，研究活動の本拠は東大に移った。これは周囲

に艮き理解者を得た特別なケースとみることもできるが，彼女の非凡な才能と惜しみない努力があっ

てのことである。1919（大正八）年に女高師教授に昇進した彼女は，この頃女高師で過十数時間の授

業をこなし，一方，東大では嘱託として藤井教授の手伝いや，学生の細胞学実習を指導し，そのうえ

で夕方から夜遅くまで，文字どおり寸暇を惜しんで研究を続けたのである。

6

r主婦の友」の昭和二年六月号には，インタビューに答えて，次のような述懐がある。

記者「婦人が学問をするといふことに対して，不自由さをお感じになったことは？」

保井「それはもう随分ございます。この頃は女子にも大学の門を開いてゐるやうでございますが，そ

の当時は，さうしたこともなく，学校に入ることも出来ませんし，良い先生の許で，参考書を

調べることも，男子の方のやうにはゆきませんので，不自由な思ひをし，不安な思ひをしなが

ら，自分で歩いて行かねばならない状態でございました。さうした機関が女子のためにないと

いふことは，第一，婦人として不自由に感ずることでございました」（F主婦の友」昭和二年六

月五六～五八頁「わが国最初の女博士，保井コノ女史を訪ふ記」より）

これは，のちに，女子の国立大学が一つくらいあっても良いのではないかという考えにつながり，

新学制以前に，女高師の帝国大学昇格を強く望む結果となった。
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7

コノは表だって女性解放運動にかかわるようなことはなかったが，東京女高師がまだお茶の水女子

大学に昇格する以前に，女子のための国立大学がひとつぐらいあってもよいと考え，設立運動に加わっ

たことがある。篠遠によれば，東京高等師範学校が東京文理科大学になったとき，女高師もその程度

に上げてもらいたいとの運動があり，コノらは文部省や大学に頼みに行った。そのとき，彼女は小野

塚東大総長に「こういう運動に加わるのは止せ」と叱られたが，「みなのためにしなければならない」

といって遠巡することはなかった。

また敗戦後，東京女高師では，理学部の教授たちが集まって敗戦に対する教育者の責任，これから

の教育法の改正などについて議論したことがあり，その結果として国立の女子大学設立の要請書をつ

くり上げた。敗戦直前にフランスから帰国して物理を担当していた湯浅年子は，この案を文部省に提

出してもし通らなかったら理学部の教授は総辞職しようと提言した。そのとき，「第一に賛成された

のは保井先生であった。先生は笹塚の疎開先で戦火にあわれ物質的には決して豊かであられなかった

のであろうが，“女子教育の進歩のため”には少しもためらいをあらわされなかったのである」と，

湯浅は当時のコノの態度を伝えている。この案は，いろいろの事情で提出されず，結局，翌年に出さ

れた文部省の一般新制大学案に東京女高師も従うことになったのである。
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第　4　章

現代民主主義社会における社会問題史学習
2　日本史単元　「戦前の婦人運動－なぜ戦前の婦人運動は体制化したのか」

研究協力者

植　田　　　健　　久　保　啓太郎

1主　題：戦前の婦人運動－なぜ戦前の婦人運動は体制化したのか

2　学習目標

（9　戦前の婦人運動の展開を理解する。

・戦前の婦人運動は，運動の目標と性格の変化から，3つの時期に区分できる。

・第一期は，自由民権運動期から大正末までであり，婦人の全面的な地位向上を目指した時期で

ある。

・自由民権運動期に，先駆的な人物（岸田俊子ら）が初めて婦人（女性）の地位向上を訴えたの

が戦前の婦人運動の始まりである。

・青轄社や新婦人協会といった婦人運動団体が登場し，婦人に関する全般的な地位向上がめざさ

れた。

・第二期は，大正末から満州事変前までであり，参政権獲得に目標を特化することで多くの婦人

が団結し，運動が最も高揚した時期である。

・男子普通選挙運動の時期に，婦人運動は婦人参政権獲得運動（婦選運動）に性格が変わった。

・1925－31年にかけて，婦選運動は思想や階層を越えて高揚し，大衆運動化した。

・第三期は，満州事変から終戦までであり，戦時体制化していく中で婦人運動が次第に国策への

協力という傾向をもち始め，最終的に体制化して失敗に終わった時期である。

・満州事変後，婦選運動は，国策協力運動化し，最終的には戦争への婦人動員運動へ変容した。

・戦前の婦人運動は，国家と結びついたときに成果を得たが，その成果は戦争への動員に協力す

るものであり，本来の目標である婦人（女性）解放とは程遠いものであった。

②　戦前の婦人運動が戦時体制化するという失敗の原因をみることで，当時の女性観を理解させる。

・戦前の婦人運動の失敗の原因として次のものが指摘できる。

・当時の女性たちの「婦人」という差別的な女性観。

・母性主義，女権主義，社会主義，良妻賢母主義といった女性内部の思想・階層対立。

・旧民法に代表される女性を差別視するような法制度や家制度。‾

・当時の男性たちの女性への差別意識。

・満州事変後の戦時体制。

3　単元の全体構造

く小単元名〉

1）婦人運動の始まり－自由民権期から新婦人協会解散まで－
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2）婦人運動の高揚一婦選運動の開始と満州事変まで－

3）婦人運動の終焉一満州事変から敗戦まで－

4）戦前の婦人運動のまとめ－市川房枝を事例として一

主　 な　 発　 間 獲得される知識
内容構成

の視点

小

単

戦前の婦人運動はどのような結果

に終わったのか。 どうして戦前の

婦人運動 は体制化 して，失敗 に終

わったのだろうか。
婦
人
解
放

婦
人

戦

型

戦前の婦人運動はいつ始 まりどの 自由民権期に始まり，差別的な扱いの改善を訴

ような結果をもたらしたのか。 えて先馬区者たちが運動 を始めたが本格化しなか

った。

を
訴

元

1

ス．
て
い本格的な婦人運動はいつ始 まり， 1911年の青拷社設立をきっかけに様々な思想上

どのように展開したか。 の立場から婦人の解放を訴える団体が設立され， た
時

運動を行った。 期 前
の
婦この時期の婦人運動の特徴は何か。 婦人 に関する全般的な地位向上 （参政権 に特化

されていない）が目指 された。 団
体
か

人
運
動
失

小

単

婦人運動 はなぜ婦人参政権獲得運 男子の普選運動や海外の女性参政権獲得運動の 参

動に変化 したのか。 影響 を受けたから。 政
権
獲
得

ら
み
た
戦

敗
の
原男子の普通選挙制が実現 したあと 思想の対立を越 えて婦選団体が協力 し，また大

の婦選運動はどのように展開した 衆婦人層が加わ り大衆運動化し社会に対する影 萱 前 因
提フ亡

2

か。 響力が増 した。 軍

ズ．
た
時

の
婦
人
運

出
過
程

別
の
婦
人この時期の婦人運動の特徴 は何か。 婦人運動が，婦人参政権獲得運動に特化され，

大衆運動化 した。 期 動
学
習

運
動
理

小

単

元

3

満州事変後の婦人参政権獲得運動 婦人各層の分裂による影響力の低下で権利獲得 国

はどのように展開したか。 を主張する従来の運動の転換が必要 となった。 策
運
動
に

過
程

解
過
程影響力が低下 した婦人参政権獲得 権利の獲得運動から自治体 ・国家への協力によ

運動はどのように変容 したか。 る地位向上をはかる国策協力運動に変容 した。 変
化
し国策協力運動化した婦人運動 はど 婦選獲得同盟に代表される民間団体が解消 され，

のように終焉 したか。 国策団体に取 り込 まれ戦争への婦人動員運動に た
時

変容 した。 期

戦前の婦人運動失敗の原因は何か。 女性を差別視する明治憲法下の法体系や家制度，

女性たち自身の 「婦人」 という女性観，女性内

部の対立 （思想 ・階層）男性の女性に対する差

別意識，戦時の国家体制が原因 としてあげられ

る。

堅
剛
の
婦
人
運
動

堅
剛
の
婦
人
運
動
失
敗

小

市川房枝はどのように婦人運動 に 女性の権利獲得や男女平等をめざした運動 を行 婦個
人

運か加わっていったか。 いたい一心で新婦人協会結成に加わったが，平 の
原
因単 塚 との意見の相違から協会から離脱 し，ノァメリ 全

体
動 ら

元

4

カへ留学 した。 学み
習た
過戦
程前

の

確
認
過
程
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小

単

元

4

市川房枝はどのように婦人参政権 アメリカにおいて婦人参政権獲得運動やた日本

獲得運動を主導したか。 における男子普選達成を受けて，婦選獲得に目

標を絞ることで各種運動団体をまとめ，大衆運

動化した。

市川房枝は戦時体制の進展による 戦時体制において権利獲得は困難であるという

婦人運動の変容に対してどのよう 認識に立ち，国策に貢献することで婦人の実質

に活動したか。 的地位向上を図るように活動した。

なぜ市川房枝をはじめとした婦人 実質的地位向上を図ることが，婦人参政権とい

運動家たちが戦時体制に協力した

のか。

った権利獲得への一段階になると考えたから。

市川の視点からみて，戦前の婦人 小単元 1 － 3 で見たように，女性を差別視する

運動失敗の原因は何か。 明治憲法下の法体系や家制度，女性たち自身の

「婦人」という女性観，女性内部の対立 （思想

・階層），男性の女性に対する差別意識，戦時

の国家体制が原因である。

4　単元の展開

【小単元1の展開】

′†
1
ト

教師 に よる指示 ・発 間 教授学 習活動
資
料

生徒 か ら引 き出 した い知識

導

入

・これ は何 につ いて の記事 か。

・この ように女性が権利 を主張

T ：資料提示 吋

㊥

②

也

資 料① は， 女性 が雇用差 別 の撤 廃 を求 めて運

T ：説明 す る 動 をして い る記事で ある。

T ：資料提示 明治時 代 に， 自由民権 運動 の影響 か ら，女 性

し始 めたのはいつ頃 だろうか。

・女性 の権利が認 め られた の は

T ：説明 す る

T ：説明 す る

T ：説明 す る

T ：発関 す る

が権利 を求 め る運 動 は起 こっ た。戦 前 の婦人

運 動 は，運 動 の 目標 や性 格 か ら 3 つ の時期 に

区分す る ことが可能 であ る。

主 に太 平洋 戦争後 の 占領 軍 の民主 化政策 に よ

いつか。 って認 め られた。

・戦前 の婦人運動 の結果 はど う 戦 前 の婦人 運動 はほ とん ど成 果 を得 る こ とな

であ ったか。

・なぜ戦 前 の婦人運動 は，体制
化 して失敗 に終 わったの だ ろ

うか。

く，体制化 して失敗 に終 わ った。

展

開

1

◎戦 前の婦人運動 の流れ をた ど

って考 えてみ よう。

○戦 前の婦人運動 はいつ始 ま り

どの ような結果 を もた らした

のか。

・自由民権運動 はどの ような成 T ：発関 す る 政府 に国 会 開設 を認 め させ るに至 っ た。 （既

采 を上 げたか。 P ：答 える 習事項）
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・この時期制定された法律 （憲 T ：資料 を提示 ③

④

妻を無能力 とした明治民法や，女子の政治集

法）は女性 をどう扱っていた し発間する 団参加禁止や政談集会参加禁止 を定めた治安

か。

・こうした状況 に対 して，婦人

P ：答 える

T ：説明する

T ：説明する

警察法などに見 られるように，女性は法的に

差別的な扱いを受けていた。

岸 田俊子 と景山英子が代表的人物である。特

運動を開始 したのは誰だった ⑤ に岸田は，当時珍 しい女性弁士 として騒がれ

か。 た。

・彼女たちは婦人運動にどのよ 先駆者 として，婦人運動 のきっかけを作 った

うな影響を与 えたか。 人物である。しかし，本格的な婦人運動 には

至らなかった。

展

開

2

○では，本格的な婦人運動 はい

つ始まり， どのように展開し

たのだろうか。

・本格的な婦人運動のきっかけ T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

⑥

A

A

A

A

1911年 に平塚雷鳥が中心 となって設立 した青

となったのは何か。 轄社が，女性解放を訴 えて活動を始めた。

・戦前の婦人運動 にはどのよう 3 つの立場 （「女権 主義」，「母性主義」，「社

な考えが含 まれていたか。

・ 「女権主義」 とはどのような

会主義」）が存在 し， 1918 －1919 年の母子へ

の国家の生活保障をテーマ とした母性保護論

争で各立場が明確になった。

与謝野晶子が主張 した立場で，婦人は経済的

立場か。

・ 「母性主義」とはどのような

に独立 し，男性 と同様の権利 を持たねばな ら

ない とい うものであった。

平塚雷鳥，山田わかが主張 した立場で，勤労

立場か。

・ 「社会主義」 とはどのような

と母性の両立は困難であ り，母性 は社会的 ・

国家的に保護 されるべきであるというもので

あった。

山川菊栄が主張 した立場で，女性の経済的独

立場か。

・この 3 つの立場 は後の婦人運

立 と母性保護 を両立するためには社会主義の

国家体制への変革が必要であるというもので

あった。

戦前の婦人運動における思想上の根拠 として

動にどのような影響を与えた

か。

後々 まで影響 を与えた。

○青籍社は1916年に解散したが，

その後婦人運動 はどのように

展開したのだろうか。

・青袴社解散後，婦人運動を主 T ：説明する

T ：資料を提示

車

⑦

⑦

平塚雷鳥 ・市川房枝 を中心 とした新婦人協会

導したのはどの団体か。 と山川菊栄を中心 とした赤瀾会である。

・この二団体はどのような思想 新婦人協会は，女権主義 と母性主義の立場に，

上の根拠を持っていたか。 し説明する 赤瀾会は社会主義 の立場に影響 を受けた。

・新婦人協会はどのような活動 T ：説明する 婦人の政治参加 を制限していた治安警察法の

を行 ったか。 改正を訴 え，婦人の地位向上，権利獲得 を目

指 して活動 した。
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・赤瀾会はどのような活動を行 T ：説明する

T ：資料を提示

⑦

⑥

当時，治安警察法により婦人は政治団体への

ったか。

・青轄社とどこが異なるか。

・女性と婦人の違いは何か。

・この違いは何に基づいている

加入が認められなかったため社会主義政党の

女性版として結成，活動した。

（資料の比較から）青枠社は，目標に 「女性」

し発間する ⑦

B

の解放を掲げていたが，新婦人協会 と赤瀾会

P ：答える は 「婦人」の解放を掲げていた。

T ：説明する

T ：説明する

女性は，男性と平等の性という意味であるが，

婦人は家事に服し，男性に奉仕する意味を持

っていた。

男と女は人間の人間の性別関係を表す言裏で

のか。 あるが，婦人は主人，戸主などの家制度に関

係していて，社会システムの一環を表す言葉

である。

終

結

○この時期における婦人運動の

成果はどうだったのだろうか。

・この時期に得られた成果は何 T ：説明する

T ：説明する

T ：発間する

せ 1922年に治安警察法5 条の 2 「政談集会の禁

か。

・この時期の運動の特徴は何か。

・この時期の運動は成功したと

止」が改正され，婦人が政治的な演説を行う

ことが可能になった。しかし政党への加入や

参政権などは認められなかった。

婦人に関する全般的な地位向上をめざす婦人

解放を訴えた時期である。

若干の成果 （治安警察法5 条の部分改正）を

言えるか。

・この時期においてどんなこと

P ：答える

T ：発間する

得たが，全般的な婦人の解放までには至らな

かったので，成功とは言えない。

女性たち自身の 「婦人」 という女性観，女性

が婦人運動失敗の原因として P ：答える 内部の思想対立，女性を差別視するような明

考えられるか。 T ：説明する 治憲法下の法体系や家制度が挙げられる。

【資料】

（り朝日新聞の1999．7．31の記事

②開発者が作成した関係年表一坂野潤治F体系日本の歴史13　近代日本の出発』小学館，1989年，

江口圭一F体系日本の歴史14　二つの大戦j小学館，1989年，鈴木裕子編r日本女性運動資料集成

第1巻思想・政治Ij不二出版，1996年，鈴木裕子編F日本女性運動資料集成　第2巻思想・政治

IIJ不二出版，1996年をもとに開発者作成

③明治民法，治安警察法の女性を蔑視した法律の条文一日本近代法制史研究会編r日本近代法120講』

法律文化社，1992年，p．138

④岸田俊子の写真，当時の岸田に関する新聞記事一鈴木裕子編F日本女性運動資料集成　第1巻

思想・政治Ij不二出版，1996年，口絵とp．55

⑤景山英子の写真一村田静子r福田英子一婦人解放運動の先駆者－j岩波新書，1959年，口絵

⑥青轄社の綱領一鈴木裕子福r日本女性運動資料集成　第1巻　思想・政治Ij不二出版，1996年，

pp．244－245

⑦新婦人協会の綱領一市川房枝監修，児玉勝子著r婦人参政権運動小史Jドメス出版，1981年，

pp．37－39
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赤瀾会の資料一鈴木裕子霜F日本女性運動資料集成　第1巻　思想・政治IJ不二出版，1996年，

pp．474－475

A．香内信子r「母性保護論争」の歴史的意義－「論争」から「運動」へのつながり－J総合女性史

研究会編F日本女性史論集8　教育と思想J吉川弘文館，1998年，pp．257－279，国史大辞典編集委

員会編r国史大辞典　第12巻J吉川弘文館，1991年，p．727を参照

B．市川房枝監修，児玉勝子著F婦人参政権運動小史Jドメス出版，1981年，p．15，鎌田正，米山

寅太郎r大漢語林」大修館書店，1992年，p．359を参照

【小単元2の展開】

ノ†
1
ト

教師 に よる指示 ・発 間 教授学習過 程
資

料
生徒 か ら引 き出 したい知識

導

入

・治安警察法 5 条の部分改正 の T ：資料 を提示 呼

（》

192 3年 に婦 人参 政 同盟 が， 19 24年 に婦人 参 政

後新婦人協会 は解散 したがそ し発 関す る 権獲得期成 同盟会 （後に婦選獲得 同盟に改称）

の後 どの ような団体が設立 さ

れ たか。

・これ までの婦人 運動団体 とど

こが違 うのか。

・この時期 の婦人運 動団体 は ど

P ：答 える

T ：発 間す る

P ：答 え る

T ：予想 させ る

が設立 され た。

団体名 に 「参政」 とい う言葉 が関 わって いる。

婦人 解放運 動 が，参政 権獲 得運 動 に変化 した

の ような性格 を持 って いる と

考 えられ るか。

◎実 際 にこの時期 の婦人運動 の

様 子 をみてい こう。

P ：予想 す る ので はないか。

展

開

1

0 2 つの団体 は どの ような活動

を行 ったのだ ろうか。

・婦人参 政同盟 と婦人 参政権獲 T ：資料 を提 示 ②

③

（両 団体 の綱領 を見 て確認 しなが ら）参 政権

得 同盟 は，本 当に参政権 獲得

に重 点 を置 いていたのだ ろ う

か。

・青鞘社 や新婦人協会 とはどの

し発 関す る

P ：答 え る

T ：資料 を提 示

獲 得 を団体 の 目標 としていた。

（両 団体 の綱 領 と比較 しなが ら） 青轄社 や新

よ うに違 って いるのか。 し発 間す る 婦人 協 会 は婦人全 般 の地 位 向上 を 目指 して お

P ：答 える り，参 政権 はその一部 にす ぎなか った。 婦人

参 政 同盟 や婦選 獲得 同盟 は， 目標 を婦人 参政

権 獲得 に特化 した。

○ なぜ参 政権 獲得運動 に特化 し

たのだ ろうか。

・この時 期の 日本 の参 政権 の状 T ：資料 を提 示 ④

A

女 性 に は参 政権 は認 め られ てお らず，男性 も

況 はどうな って いたか。

・男性 たち は参政権 について ど

し発間 す る

P ：答 える

T ：説 明す る

納税 額 によ る制 限が加 え られて いた。

男性 たち も納 税宅削こよ る制限 の ない普通選 挙

のよ うな活 動 を行 っていた の 制 を求 めて 運動 を繰 り広 げて お り， 19 2 5年 に

か。 普通 選挙 権獲 得 に向 けて成 果 を収 めつつ あ っ

た。
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・婦人参政権獲得運動との開わ T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

B

C

男子の 「普選運動」とかけて婦人参政権獲得

りはどうなっていたか。

・その他に要因は考えられない

期成同盟が 「婦選獲得同盟」に名称を変えた

ように，大きく関わっていた。

この時期海外において女性参政権獲得運動が盛

だろうか。

」婦人運動が，婦人参政権獲得

んで，成果を収めつつあった。また後に婦選獲

得同盟の幹部になるガントレット恒子が，世界

的な女性参政権運動団体の集会に参加した。

男子の普通選挙獲得や世界的な女性参政権実

運動に特化したのはなぜか。 現が影響したから。

展

開

2

0 1925年以後 （男子普通選挙制

成立）の婦人参政権獲得運動

はどのように展開したのか。

・男子の普通選挙制は実現され T ：発間する 亜

D

⑤

D

＠

D

婦人参政権については実現されなかったので

たが，婦人の参政権はどのよ

うに扱われたのか。

・1925年以前の参政権運動と以

P ：答える

T ：説明する

T ：資料を提示

運動は継続されることになった。

1925年以前は様々な婦選団体が個々に活動を

後の運動ではどこが違うのか。

・婦選獲得共同委員会とはどの

行っていたが，以後は婦選獲得共同委員会な

どで団体の枠を超えた運動 も行われた。

婦人参政同盟や婦選獲得同盟といった知識人

ような委員会だったのか。

このような委員会の結成によっ

し説明する

T ：説明する

T ：資料を提示

層や全関西婦人連合のような一般大衆層，社

会主義的な無産婦人団体などが参政権獲得を

旗印に大同団結した委員会であった。

加盟者数 3万人の全関西婦人連合のような一

て運動はどのように変化したか。

・当時の婦人全体が団結したの

般大衆層が運動に加わることで規模が広がり

大衆運動化した。女権主義的団体と社会主義

的団体が思想の対立を越えて団結した。

少数ではあるが，影響力の強い社会上層部の

だろうか。

・大衆化した結果，運動はどの

し説明する

T ：説明する

婦人層は，婦人同志会という穏健的な婦人団

体を結成して一線を画した

これまで日本の婦人における一部の知識人層

ような性格になったといえる の間の運動だったのが，社会上層部層をのぞ

か。 いて婦人が団結することで運動の社会に対す

る影響力が増した。

終

結

○この時期における婦人運動の

成果はどう牢ったのだろうか。

・婦人参政権獲得運動は，社会 T ：説明する

T ：説明する

E 婦人の地方における選挙権や被選挙権を認め

における影響力を増したこと る 「婦人公民権法案」が1930年に衆議院を通

でどのような成果を挙げたか。

・この時期の運動の特徴は何か。

過するが，貴族院では家族制度護持の立場か

ら反対され，成立しなかった。

婦人運動が婦人参政権獲得運動に特化された。

さらに参政権獲得を旗印に思想上の対立を越

え婦人運動団体が大同団結し，大衆運動化し

た。
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この時期の運動は成功したと

言えるか。

この時期においてどんなこと

が婦人運動失敗の原因として

考えられるか。

T：発関する

P：答える

T：発関する

P：答える

T：説明する

社会への影響力は増したが，具体的な成果は

全く得られなかったので成功したとは言えな

い。

貴族院や普選運動に見られる男性の女性に対

する差別意識，婦人同志会に見られる女性観

の階層対立が挙げられる。

【資料】

①開発者が作成した年表一坂野潤治F体系日本の歴史131近代日本の出発j小学館，1983年，江口

圭一『体系日本の歴史14　二つの大戦j小学館，1989年，鈴木裕子編r日本女性運動資料集成　第

1巻　思想・政治Ij不二出版，1996年，鈴木裕子編F日本女性運動資料集成　第2巻思想・政治

II』不二出版，1996年をもとに開発者作成

②婦人参政同盟と婦選獲得同盟の綱領一市川房枝監修，児玉勝子著F婦人参政権運動小史」ドメス出

版，1981年，pp．93－95，pp．138－140

③青拷社の綱領一鈴木裕子編F日本女性運動資料集成　第1巻　思想・政治I」不二出版，1996年，

pp．244－245

新婦人協会の綱領一市川房枝監修，児玉勝子著F婦人参政権運動小史jドメス出版，1981年，

pp．37－39

④男子の選挙権拡大の表一石井進ら著r詳説日本史　改訂版J山川出版，1998年，p．306より抜粋

⑤婦選獲得共同委員会の附則一鈴木裕子編F日本女性運動資料集成　第2巻　思想・政治IIj不二出

版，1996年，p．70

⑥婦人同志会の資料一市川房枝監修，児玉勝子著F婦人参政権運動小史jドメス出版，1981年，

pp．261－263

A．石井進ら著『詳説日本史　改訂版』山川出版，1998年，p．300

B．市川房枝『市川房枝自伝　戦前編j新宿書房，1974年，p．155

C．市川房枝監修，児玉勝子著F婦人参政権運動小史』ドメス出版，1981年，p．80－82

D．開発者が作成した婦人運動団体変遷の表一市川房枝監修・児玉勝子著r婦人参政権運動小史』

ドメス出版，1981年，三井祀子編『現代婦人運動史年表』三一書房，1963年をもとに開発者作成

E．市川房枝監修，児玉勝子著『婦人参政権運動小史Jドメス出版，1981年，pp．190－192

【小単元3の展開】

ノ〈
l
ト

教 師 に よ る指 示 ・発 間 教 授 学 習過 程 資
料 生 徒 か ら引 き出 した い知 識

導

入

・高 揚 し た婦人 参 政 権 運 動 は， T ：説 明 す る

T ：発 間 す る

P ：答 え る

T ：説 明 す る

（9

（9

193 1 年 を境 に参 政 権 獲 得 につ い て 目立 っ た運

ど の よ うに展 開 したか 。 動 が見 られ な くな る。

・19 3 1年 に は何 が起 こったのか 。

・19 3 1年以 後 ， 日本 は どの よ う

な体 制 にな るか 。

・戦 前 の婦 人 運 動 は戦 時 体制 中

に終 焉 す る こ とにな る。

満 州 事 変 。

15年 戦 争 へ と続 く戦時 体 制 に突 入 した 。
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◎この時期，戦時体制 とかかわ

って婦人運動 はどのように変
容 していったのかについてみ

ていこう。

展

開

1

○満州事変後の婦人参政権運動

はどのように展開したか。

・ 「婦人公民権法案」廃案後， T ：説明する

T ：説明する

T ：資料 を提示

A

A

②

B

再び婦選獲得 を目標 に各団体が連合 して1932

婦人参政権運動はどのように 年に婦選団体連合委員会 を結成 したが以前 は

継続 したか。 どの盛 り上が りに欠 けた。

・このような委員会がで きたの 全関西婦人連合に代表される大衆層が委員会

になぜ運動 は盛 り上が らなか

ったのか。

・大衆層はどうして婦選運動に

に加わらなかったため。

満州事変が起 こった後，愛国的にな り，婦人

加わらなかったのか。

・この結果，婦人参政権運動 は

し説明する

T ：説明する

として国家に奉仕 ・貢献する運動団体 に変容

していったため。

婦人の各層が分裂することで影響力が低下 し，

どうなったといえるか。 権利獲得 を主張することが難 しくなり，運動

方針の転換が必要になった。

展

開

2

○影響力が低下 した婦人参政権

運動 はどのような運動に変容

していったのか。

・運動 は再 び影響力 を増すため T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

C

D

㊥

③

A

1933年 自治政協力運動が行われた。 この運動

にどのような活動を行ったか。

・自治体だけでな く国家 との協

は， これ まで対立していた婦人運動団体 と自

治体当局が協力 して行った。具体的には，市

政浄化 （腐敗議員の追放） ・ゴミ処理運動な

どが挙げられる。

1935－36年にかけて選挙粛正運動が行われた。

力運動 はあったのか。

・どんな運動だったのか。

・選挙粛正婦人連合会とはどん

この運動 は，35年の府県会議員選挙， 36年の

衆議院選挙の際に官民共同で行われた。

戦時体制確立の一環 として行われた愛国的な

運動だった。婦人たちは選挙粛正婦人連合会

を1935年に結成 して国家当局 に大 いに貢献 し

た。

社会上層部層，大衆層，婦選 団体 といった分

な団体か。

・かつて結成された婦選獲得共

裂 していた婦人各層が再び団結 した団体だっ

た。

第一 に社会上層部層が加わったことで以前 よ

同委員会 とはどこが異なって り幅広い層の婦人が協力 していた こと，第二

いるか。

・この結果，婦人参政権運動は

に権利 の獲得 を目指 したものではな く国家へ

の貢献を目指 していたこと。

国家に対抗 して権利獲得 を主張する運動から，

どうなったといえるか。 国家 に協力して実質的地位 を向上 させるとい

う国策協力運動に変容 した。
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展

開

3

○国策協力運動化した婦人運動

はどのように終焉していった

のか。

・国家に協力的になった婦人運 T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：説明する

① 1940年に婦選獲得同盟が解散し，婦人参政権

動はその後どうなったか。

・大日本婦人会とはどめような

E

E

F

運動団体は消滅した。戦争が進展するにつれ

て戦時体制が確立され，日本の婦人は1942年

に結成された官製の婦人団体，大日本婦人会

に強制的に参加させられた。

戦争に協力する目的のもと，国民精神総動員

団体か。

・大政翼賛会とはどのような団

運動の一環 として活動した団体である。後に

大政翼賛会傘下に統合された。

戦時国家体制のもと，戦争に国民を総動員す

体か。 るために組織された官製団体である。

・国策協力化した婦人運動はど 国策に取り込まれる形で運動は展開し，最終

のように変容したか。 的に戦争への婦人動員運動に変容した。

終

結

○この時期の婦人運動の成果は

どうだったのか。

・この時期婦人運動 としての成 T ：発間する 戦争に協力することで権利を奪われていった

采はあったか。 P ：答える ので，成果があったとはいえない。

・この時期の運動の特徴は何か。

・この時期の運動は成功したと

T ：説明する

T ：発間する

権利獲得運動から国策への協力運動に変わり，

最終的には戦争への婦人動員運動へ牢変わっ

た。この時期の運動が皮肉にも最 も－「婦人」

が国家に認められたものであった。

権利獲得という点では失敗におわり，国家へ

言えるか。 P ：答える の貢献という点では大成功してしまった。

・この時期において何が婦人運 T ：発間する 戦時体制下で国家への反抗ができなくなり，

動失敗の原因として考えられ

るか。

P ：答える

T ：説明する

協力するしか道がなかったため。

○戦前の婦人運動失敗の原因は

何か。

・戦前の婦人運動はどのように T ：発関する 婦人解放運動から婦人参政権獲得運動に特化

展開されたのか。

・なぜそのように戦前の婦人運

P ：答える し，戦時体制に入 り国策協力運動化し，最終

T ：説明する 的には戦争への婦人動員運動へと変容した。

T ：発関する 女性たち自身の 「婦人」 という女性観，女性

動は変容し，失敗に終わった P ：答える 内部の思想対立，女性を差別視するような明

のか。 T ：説明する 治憲法下の法体系や家制度，貴族院や普選運

動に見られる男性の女性に対する差別意識，

婦人同志会に見られる女性観の階層対立，戦

時体制が原因として考えられる。

【資料】

①開発者が作成した年表一坂野潤治F体系日本の歴史13　近代日本の出発j小学館，1983年，江口

圭一『体系日本の歴史14　二つの大戦j小学館，1989年，鈴木裕子編F日本女性運動資料集成　第
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1巻　思想・政治Ij不二出版，1996年，鈴木裕子編『日本女性運動資料集成　第2巻　思想・政

治IIj不二出版，1996年をもとに開発者作成

②全関西婦人連合についての資料

③選挙粛正婦人連合会の規約

A．開発者が作成した婦人運動団体変遷の表一市川房枝監修・児玉勝子著『婦人参政権運動小史』

ドメス出版，1981年，三井祀子編r現代婦人運動史年表J三一書房，1963年をもとに開発者作成

B．市川房枝『市川房枝自伝　戦前編」新宿書房，1974年，市川房枝監修，児玉勝子著F婦人参政権

運動小史」ドメス出版，1981年を参照

C．自治政協力運動について－鈴木裕子編『日本女性運動資料集成　第2巻　思想・政治II』不二出

版，1996年，pp．30－32

D．選挙粛正運動について－鈴木裕子編『日本女性運動資料集成　第2巻　思想・政治II』不二出版，

1996年，pp．33－35

E．大日本婦人会について－国史大辞典編集委員会編『国史大辞典　第8巻』吉川弘文館，1987年，

p．846を参照

F．大政翼賛会について－国史大辞典編集委員会福『国史大辞典　第8巻」吉川弘文館，1987年，

pp．790－791を参照

【小単元4の展開】

ノヾ
1
ト

教師 に よる指示 ・発 間 教 授学習過程
資

料
生 徒か ら引 き出 したい知識

導

入

・今 回 は，戦 前の婦人 運動 を個

人 の 日か ら運動 を振 り返 って

み よう。

・戦 前の婦人運動 に大 き く関わ T ：発関 す る

①

市 川房枝 ，平 塚 らい て う， ガ ン トレッ ト恒子

った人 物 は誰 か。

・で は， 市川房枝 を取 りあ げて
どの ように婦人運動 に関 わっ

たかみてみ よ う。

・市 川 とはどの ような人物 だっ

P ：答 え る

T ：資料 を提 示

な ど。

市川 は，愛知 県に生 まれ，1919年新婦人協会結

た のか。

◎市川房枝 の視 点から戦前 の臥

運動 を振 り返 り，前 回までにみ

た失敗の原因 を確認 しよう。

し説明 す る 成 に参画 して実際 に運 動 に乗 り出 し， アメ リカ

留学後，今度 は婦選獲 得同盟な ど婦人参政権獲

得運動 を中心的 に引 っ張 っていった。戦後，一

時公職追放 になったが53年か ら 5 回参議院選挙

に当選 し，婦人 の地位向上 に生涯 を捧 げた。

展

開

○市川 はどの ように婦人運 動 に

加わ ってい ったのか。

・市川が婦人 運動 に取 り組 む契 T ：資料 を提示 ゆ 市川 は，26歳 の時，友 愛会 （労働 組 合） の書

1 横 は何 か。 し説明す る 記 として 婦人労 働 問題 に取 り組 ん だ。 その と

き青轄社 の平塚 に出会 い，兄 いだ され た。
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・市川が 1919年新婦人協会に加 T ：資料 を提示 （参

の

旬

④

B

婦人解放や婦人の地位向上 に関する運動に加

わった理由は何か。

・新婦人協会はどのような運動

し説明する

T ：説明する

T ：説明する

T ：資料を提示

わ りたかったから。イデオ ロギーや思想上の

立場は関係なかった。

治安警察法 5 条の部分改正 を1922年に達成 し

を行い，成果 を上げたか。 た直後に解散した。

・その とき市川 はどのような役 新婦人協会か ら斑脱 し，アメ リカに留学 して

割 を果たしたのか。 いたため，直接の役割は果たしていない。

・なぜ新婦人協会を難問したの 平塚 との不和や考えの違い。平塚の考えは，

か。

・このような意見の違いの原因

し説明する

T ：説明する

T ：説明する

婦人の地位向上 を目指しつつも，家庭の重視，

母子の保護 といった良妻賢母主義 につなが り

やすかった。市川 は良妻賢母の前 にまず男女

の平等が確立されるべ きと考 えていた。

平塚 の考 えは，あ くまで 「婦人」の立場か ら

は何か。

・市川 は，婦人運動 を進めた と

運動を進めようとし，市川の男女の平等への

運動 とは相容れなかった。 このような考えの

違いが婦人運動における対立 を招いた。

女子が男子 と同じ権利を保持 し，行動で きる

きの目標は何か。 こと。

展

開

2

○市川はどのように婦人参政権

獲得運動を主導 したか。

・市川 はアメリカで何を学んで T ：資料 を提示 ⑤

①

⑥

⑦

B

⑧

アメ リカの婦人参政権獲得運動にふれ，その

きたのか。

・市川は日本帰国後 どのように

し説明する

T ：説明する

T ：資料 を提示

指導者であったアリス ・ポール女史から婦人

参政権獲得運動の必要性を説かれた。

I L O （国際労働機関）の東京支局局員として働

行動 したか。 いた後，婦人参政権獲得期成同盟に加わった。

・市川 は婦選獲得についてどの 男子の r普選j　が達成されたのち，抗議の気

ような考えを持っていたか。

・市川 はなぜこのような婦選獲

し説明する

T ：説明する

T ：資料を提示

持ちを込めて　 F婦選 j　を前面 に押し出した。

運動 を活性化するために女性が大同団結する

ためには運動の目的の範囲を婦選獲得に限定

することが必要であると考えていた。

男子 と同じ権利を持って，政治に参加す るこ

得をめざしたのか。 とが女性の解放になると考えたから。

・市川 は婦選運動の高揚 とその 婦人公民権法案を 2 度否決 した貴族院に代表

失敗についてどのように考え し説明す る されるように婦人 は家庭にあって良妻賢母 た

ていたか。 るべ L とい う封建的な考えが世の中を支配 し

ていた。

展

開

3

○市川は，戦時体制の進展によ

る婦人運動の変容に対 してど

のように活動したのか。

・1931年満州事変後， この当時 T ：資料 を提示 ⑨ 戦時体制の もとでは婦人参政権 どころの話で

の情勢 を市川はどのように認 し説明す る はな く，今 までのような運動は困難である と

識 していたか。 いう認識だった。
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・どのような運動に変わってい

ったのか。

・それはどんな運動だったのか。

・市川は，これらの国策への協

T ：発間する

P ：答える

T ：説明する

T ：資料を提示

A

⑩

①

①

自治政協力運動，選挙干渉運動など。

自治政協力運動は，これまで対立 していた婦

人運動団体 と自治体当局が協力して行った運

動で，具体的には，市政浄化 （腐敗議員の追

放） ・ゴミ処理運動などが挙げられる。選挙

干渉運動は35年の府県会議員選挙，36年の衆

議院選挙の際に官民共同で行われた選挙干渉

運動であり，国家体制へ協力する運動であっ

た。

権利として婦人参政権を獲得するのではなく，

力についてどのように考えて し説明する

T ：説明する

T ：説明する

自治体や国政に貢献してその貢献度を社会に

いたのだろうか。

・なぜ市川は，国家体制へ協力

訴えるLととで実質的な地位向上をねらう運動

と捉えていた。

国家への貢献による実質的な婦人の地位向上

することにしたのか。

・市川はこのような運動方針転

は法律上における婦人参政権獲得への一段階

となると市川は考えたから。

選挙粛正婦人中央委員会や，大日本婦人会の

換後どのように活動したか。 審議員など国策協力，国策への動員を行われ，

それへの不満から中央を離れ，疎開していっ

た。

終

結

○戦前の婦人運動の失敗の原田

は何か。

・戦前の婦人運動は市川の視点 T ：発間する 婦人の権利獲得運動から参政権運動に特化さ

から見てどのように変容して P ：答える れ，満州事変後の戦時体制において国策協力

いったと言えるか。 T ：説明する 運動から婦人動員運動へと変容していった。

・どうして戦前の婦人運動は戟 T ：発間する 戦時体制への貢献による実質的地位向上が権

時体制に協力することになっ

たのか。

・個人の目から見て前授業に挙
げた原因は確認できるか。

P ：答える

T ：発間する

P ：答える

利獲得への一段階であると捉えたから。

全体からみて確認できる。

【資料】

（り開発者が作成した市川房枝年表一市川房枝F市川房枝「私の履歴書ほか」』日本図書センター，

1999年，r歴史評論」編集部編F近代日本女性史への証言jドメス出版，1979年をもとに開発者作

成

くり市川房枝r市川房枝自伝　戟前編j新宿書房，1974年，p．50より抜粋

③同上書，p．50，68

④同上書，p．95，68

⑤同上書，p．118

⑥同上書，p．155

⑦日本歴史学会編r日本歴史j319号，1974年，pp．72－73

⑧市川房枝r市川房枝自伝　戟前編j新宿書房，1974年，p．265
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⑨同上書，p．272

⑳鈴木裕子編r日本女性運動資料集成　第2巻　思想・政治IIj不二出版，1996年，p．464

⑪鈴木裕子r新版　フェミニズムと戦争　婦人運動家の戦争協力」マルジュ社，pp．105－107，

pp．128－129

A．開発者が作成した年表一坂野潤治F体系日本の歴史13　近代日本の出発J小学館，1983，江口

圭一F体系日本の歴史14　二つの大戦j小学館，1989年，鈴木裕子編r日本女性運動資料集成　第

1巻　思想・政治I」不二出版，1996年，鈴木裕子編r日本女性運動資料集成　第2巻思想・政治

II』不二出版，1996年を．もとに開発者作成

B．市川房枝F市川房枝自伝」新宿書房，1974年，市川房枝r市川房枝「私の履歴書ほか」」日本図

書センター，1999年

【参考文献】

・石井進ら著F詳説日本史　改訂版」山川出版，1998年

・市川房枝F市川房枝自伝J新宿書房，1974年

・市川房枝『市川房枝「私の履歴書ほか」」日本図書センター，1999年

・市川房枝監修・児玉勝子著r婦人参政権運動小史jドメス出版，1981年

・上野千鶴子Fナショナリズムとジェンダー」青土社，1998年

・江口圭一F体系日本の歴史14　二つの大戦」小学館，1989年

・香内信子『「母性保護論争」の歴史的意義－「論争」から「運動」へのつながり－」総合女性史研

究会霜F日本女性史論集8　教育と思想j吉川弘文館，1998年

・坂野潤治F体系日本の歴史13　近代日本の出発」小学館，1989年

・鈴木裕子『国立市公民館女性問題講座「歴史」　女性史を拓く1母と女一平塚らいてう・市川房

枝を軸に－』未来社，1989年

・鈴木裕子『国立市公民館女性問題講座「歴史」　女性史を拓く2　翼賛と抵抗一今，女の社会参加

の方向を間うー』未来社，1989年

・鈴木裕子『新版　フェミニズムと戦争一婦人運動家の戦争協力」マルジュ社，1997年・鈴木裕子編

『日本女性運動資料集成　第1巻思想・政治IJ不二出版，1996年

・鈴木裕子編『日本女性運動資料集成　第2巻思想・政治IIJ不二出版，1996年

・総合女性史研究全編F日本女性史論集8　教育と思想J吉川弘文館，1998年

・総合女性史研究全編F日本女性史論集10　女性と運動j吉川弘文館，1998年

・外崎光広『日本婦人論史（上）女権論』ドメス出版，1986年

・外崎光広F日本婦人論史（下）婦人開放論」ドメス出版，1989年

・日本近代法制史研究会編『日本近代法120講j法律文化社，1992年

・丸岡秀子『婦人思想形成史ノート（上）」ドメス出版，1981年

・三井祀子『現代婦人運動史年表』三一書房，1963年

・村田静子『福田英子一婦人解放運動の先駆者－J岩波新書，1959年

・村田静子・大木基子r福田英子集」不二出版，1998年

・『歴史評論』編集部編F近代日本女性史への証言」ドメス出版，1979年

【参考辞典】

・鎌田正，米山寅太郎著F大漢語林」大修館書店，1992年
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・国史大辞典編集委員会編『国史大辞典　第8巻」吉川弘文館，1987年

・国史大辞典編集委員全編『国史大辞典　第12巻」吉川弘文館，1991年

・相賀徹夫編r日本大百科全書　6』小学館，1985年

・相賀徹夫編r日本大百科全書15』小学館，1987年

・相賀徹夫編F日本大百科全書　20』小学館，1988年
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②
戦前の婦人運動年表

年代　　　　　　　　 一般 的な歴史事項 婦人運動関連

1 8 8 0

1 8 8 2

図会期成同盟結成　　　　　　　　　　　　 自

由 岸田俊子、大阪で演脱する

1 8 8 4

1 8 8 6

1 8 8 7

1．8 8 9

1 8 9 0

1 8 9 3

1 8 9 4

1 8 9 8

1 9 0 0

1 9 0 1

1 9 0 4

1 9 0 6

1 9 0 7

1 9 1 0

1 9 1 1

1 9 1 3

秩父拙　　　　　　　 悪

運

保安条例公布　　　　　　　　　　　　　　 劾

大日本帝国恵法・衆絨院犠員選挙法など公布

集会及び政杜法公布

日消戦争始まる

民法施行

菜 摘 鉛 法改正公布

日威戦争

大逆事件

第一次世界大戦に参戦

米隈動　　　　　　　　　　　　　　 大

婦人矯風会創立

日本基督教婦人矯風会結成

愛国婦人会創立

） 治安相 法改正案 （衆鵬 通過 ・貴族院否決）

青柏社設立

新其婦人会扱立

1 9 1 4

1 9 1 6

1 9 1 7

r婦人公論J 発刊

r主婦之友題発刊

1 9 1 8

1 9 1 9

1 9 2 0

1 9 2 1

新婦人協会枚立

国際連盟加入 正
万国婦人参政権協会大会開催

是義弘 窒政舶 会股立

1 9 2 2
フ‾ 描 鰭 鮎 粂改正

轟契窒鮎 弧 豊 （全婦）牧立1 9 2 3 関東大震災

醤憲法拇 去悪

治安醤察法改正

船 難 叢 行われる

満州事変

モ

1 9 2 4∵

1 9 2 6

1 9 2 6

1 9 2 7

ク

ラ

シ

婦人参政柏獲得期成同盟会設立 （翌年姉選獲得同盟と改称）

帰還団体連合枚立

1 9 2 8 叢封 痔鮎 婁貞雄 豊

1 9 3 0

1 9 3 1

I
臥 掴 嘉慧振 鵬 ・貴族院否決）

制限公民権法一衆は院通過 ・貴族院否決

貼 弘 童誉墓見地 立1 9 3 2 五一五事件

1 9 3 3 国際連盟脱退

二二六事件

日中戦争始まる

国寅総動員法公布

日独伊三国軍事同盟成立

太平洋戦争始まる

雷管議 賎 動開始

1 9 3 5

1 9 3 6

1 9 3 7

1 9 3 8

1 9 4 0

1 9 4 1

1 9 4 2

選挙粛正運動開始

日本婦人団体連盟設立

婦選獲得同盟解散

大日本婦人会結成
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く小単元4〉①
婦　人　連　動　と　市　川　房　枝　の　年　表

年代 婦　 人　 運　動　 関　連　事　 項 市　 川　房　 枝　関　 連　事　 項

1 8 8 9 大日本帝国憲法公布

愛知県明地村 （現尾西市）で生まれる

明地尋常小学校入学

撃鐸 銅 等小学校卒業、単身渡米願いを役所に出

1 8 9 0

1 8 9 3

1 8 9 8

1 8 9 9

1 9 0 0

集会及び政社法公布

民法典施行

治安警察法公布　＿

．1 9 0 7 r世界婦人題発刊

「膏轄杜」設立

r婦人公給』創刊

1・9 0 8 姦秋 霜 欝 短全学するが程なく帰臥 尋常小学

1 9 0．9

1 9 1 1

1 9 1 2

愛知県立第二師範学校女子部本科一年に補欠入学

輯 森吉駅 用 達 誠 。 幣 絹 欝 教育

1 9 1 3

1 9 1 6

県立女子師範学校卒業、朝日尋常小学校訓導となる

r中日新聞題の記者となる1 9 1 7 r婦人之友J 創刊

「新婦人協会」設立

1 9 1 8 新聞社を辞め上京、平塚らいてうと出会う

1 9 1 9 新婦人協会設立に関わる

新婦人協会理事を辞任、渡米

1 9 2 0

1 9 2 1

「万国婦人参政権同盟大会」が行われる

治安警察法第5粂第2項改正公布1 9 2 2 シカゴ、ニューヨークで婦人運動、労働運動を視察

1 9 2 3 「婦人参政同盟」結成 婦道運動の指導者、アリス・ボール女史に会う

1 9 2 4

1 9 2 5

胡 紆 増 野 紺 同盟会」（翌年、「婦道獲

男子普通選挙法成立布

禁輸 放題 縞 鯛 貼 摘 立に参加し会掴

Iヱ汐畳建 舶 掴 職し、婦選運動に専念する
1 9 2 7 婦選磯得期成同盟会、機関誌 l婦選」創刊

1 9 2 8 婦選獲得共同委員会 窮苧鮒 菜縛 鹸 窒配 転如 意

1 9 3 0 掛 鴨 脹 磐 城 賂 可決 （貴族醐 未

肝 婦人公民権法案、衆鰯院で可決 （貴族院否

婦選獲得同盟総務理事となる

1 9 3 1 第2回全日本婦選大会開会挨拶中、右翼に装われる

1 9 3 2 婦選団体連合委員会 婦選団体連合委員会の設立に関わる

1 9 3 3 東京婦人市政浄化連盟 東京婦人市政浄化連盟の設立に関わる

1 9 3 5 選挙粛正婦人連合会 選挙粛正婦人連合会の設立に関わる

1 9 3 7 管孟結 晶禎 董大会（全日本帰還空会最終回）

婦選獲得同盟解散

日本婦人団体連盟の設立に関わる

1 9 3 9

1 9 4 0

塁欝 糟 動員中央連盟非常時国民生活様式委員会

大政翼賛会調査委貝となる

1 9 4 2

1 9 4 4

裏目妻弘 轟苗重役立 套自責弘 鏑 璧鮎 だ晶えられる

r婦人公論』最終刊 川口村 （現八王子市）へ疎開する

1 9 4 5 監 視 芸慧 荒 の実現， 新嘗馨駅 娼 岩垂離 班 わり、婦選を要求
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